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＜三越伊勢丹支部大会 議事日程＞

1. 議⾧団選出 支部書記⾧

2. 書記任命 支部大会議⾧

3. 開会宣言 支部大会議⾧

4. 議事運営委員選出 支部大会議⾧

5. 成立確認・資格審査報告 支部大会議事運営委員⾧

6. 議事日程発表・承認 支部大会議事運営委員⾧

7. 議事開始宣言 支部大会議⾧

8. 議事

第一号議案

Ⅰ．2020年度 社員 月例賃金および年間賞与要求

Ⅱ．2020年度 メイト社員 月例賃金および年間賞与要求

Ⅲ. 2020年度 エルダースタッフ 賃金および年間賞与要求

Ⅳ. 2020年度 フェロー社員 賃金および年間賞与要求

Ⅴ. 2020年度 エルダーフェロー 賃金および評価加算金要求

Ⅵ. 2020年度 スペシャリティスタッフ 賃金要求

Ⅶ. 2020年度 エルダースペシャリティスタッフ 賃金要求

第二号議案

Ⅷ. 2019年度 労使通年協議について

Ⅸ. 労働協約の改訂および新設

9. 議事終了宣言 支部大会議⾧

10. 支部執行委員⾧挨拶 支部執行委員⾧

11. 閉会宣言 支部大会議⾧

日程 : 2020年３月6日（金） 午後８時00分より
会場 : 伊勢丹新宿本店事務館７階 従業員食堂
構成員: 支部大会代議員・支部執行委員・本部執行委員・監査委員
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全員対象

春の交渉の全体像

１．労使通年協議

２．春の交渉

4日（火） 7日（金） 18日～3月6日 9日(月)

2月 3月

6日(金)

いわゆる春闘メ
ン
バ
ー
ズ
Ｖ
Ｏ
Ｉ
Ｃ
Ｅ
を
開
催
し
、

賃
金
要
求
の
案
を
説
明
し
、

メ
ン
バ
ー
と
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
図
る

妥

結

労
使
協
議
・
交
渉

労
使
協
議
会
に
て
会
社
側
に
対
し

賃
金
要
求

支
部
大
会
に
て

大
会
代
議
員
を
含
め
審
議
決
定

（
最
終
的
な
要
求
内
容
が
決
定
）

執
行
委
員
会
に
て
通
年
協
議

議
案
書
・
賃
金
要
求
案
を
審
議
決
定

（
執
行
委
員
原
案
と
な
る
）

執
行
評
議
員
会
に
て

執
行
委
員
原
案
を
審
議
決
定

（
執
行
評
議
員
原
案
と
な
る
）

・春の交渉では、労使通年協議で検討してきた内容の労使正式合意と、組合から次年度の賃金要求を行う場となります。
・労使通年協議で検討してきた内容と次年度の賃金要求原案となる議案書を作成し、各機関会議で審議決定された上で
労使協議会を開催していくという流れになっています。

・労使通年協議とは「年間を通じて労使で課題認識の共有、解決策の議論を行い、必要な制度改定の成案化を目指す」
という協議形態です。主なメリットは以下の通りです。

①年度を通じて労使で定期的な会議体（共有･議論）を持つことから、「共通認識の形成（＝成案化）」につながりやすい
②メンバーとの内容共有や意見交換（VOICE活動）との連動で、メンバーの意見を協議に反映させやすい

※春闘の時期に集中的に労使協議をおこなう労働組合が多いですが、三越伊勢丹においては、上記①②のメリットを重視しています。

5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

組
合
の
動
き

労
使
通
年
協
議
の

流
れ

会
社
の
動
き

労
使
通
年
協
議
の

流
れ

労使部会 （月１～２回程度）

春
の
交
渉

支
部
大
会
で
審
議
決
定

メンバーズVOICE

専
門
協
議
会

専
門
協
議
会

専
門
協
議
会

労
使
協
議
会
で
確
認

労
使
協
議
会
で

最
終
確
認

労使事務局

労使部会 （月１～２回程度）

労使事務局

各所管部署との調整や議論を行う 各所管部署との調整や議論を行う非組合員説明会

非組合員説明会

経営戦略会議

等で審議決定

執行委員会・執行評議員会を開催し、協議内容を共有し、意見交換・議論を行う（毎月開催）

必要に応じて、メンバーズVOICEやテーマ別VOICEを開催
メンバーと直接意見交換し、実態把握およびコンセンサスを図る

メンバーズVOICE メンバーズVOICE
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Ⅰ．三越伊勢丹グループを取り巻く環境
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●経済環境は雇用・所得環境等の改善により、内需を中心に緩やかな回復傾向にあります。
●７－９月は消費増税前の駆け込み需要が個人消費を押し上げ４四半期連続のプラス成⾧となりました。
●一方で10月からの消費増税の影響と海外経済の減速等を背景に外需が弱くなっていることが懸念されます。

報告事項全員対象

○来年度の賃金を要求していく基礎となる環境認識を確認します。
○社会経済環境⇒小売・百貨店業界動向⇒三越伊勢丹グループの動向の流れで確認します。

Ⅰ．三越伊勢丹グループを取り巻く環境

１．社会経済環境

１）経済環境

＜2019年・2020年の経済成長率見込み＞　　 ＜直近四半期の経済成長率の状況＞　

年度
（前年比）単位：％

2019年
見込み

2020年
予測

四半期
（前期比）単位：％

2019年
4-6月期

2019年
7-9月期

実質GDP +0.9 +1.4 実質GDP +0.5 +0.4
名目GDP +1.8 +2.1 名目GDP +0.6 +0.6

　※内閣府HP　　12月18日閣議了解 　※内閣府HP　GDP統計データより引用

　【参考】実質：数量売上の伸びのイメージ（物価変動反映）　・　名目：金額売上の伸びのイメージ（物価変動未反映）

資料１
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消費者物価指数月別推移（全国・前年比）

２）物価の状況
●原油価格の下落などの与件はあるものの、物価は３6カ月連続のプラスで緩やかな上昇傾向は続いています。
●消費増税直後は、軽減税率や幼児教育・保育無償化の影響などで総合物価の上昇は小幅な動きでした。
●一方で生鮮食料品を除いた物価の年平均での伸び率は前年を下回り、３年ぶりの前年割れとなりました。

※総務省統計局 消費者物価指数データより（単位：％） ※生鮮食品は気候の影響を受けやすいため、生鮮を除いた指数も表示

資料3生鮮食品除く物価

総合物価

３）雇用の状況
●自発的な離職による失業が減少し、完全失業率は前年に比べ小幅ながら改善傾向にあります。
●有効求人倍率に関しては前年に引き続き高い水準での推移しているものの、少し落ち着いてきています。
●全国平均に対して、東京では有効求人倍率が依然高い水準で続いており採用などが難しい状態です。

資料2

■有効求人倍率・完全失業率の状況（季節調整値） 資料4

資料１

消費増税

1.63 1.63 1.62 1.61 1.59 1.59 1.57 1.57 
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完全失業率

※有効求人倍率は厚生労働省発表の一般職業紹介状況、完全失業率は総務省統計局の労働力調査より

2014 2017 2018 2019
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年平均（前年比 ％）
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資料2
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２．業界動向（小売業界・百貨店業界）

１）小売業界の動向

●2018年の小売業売上はEC売上伸⾧などで2年連続で増加しました。一方で百貨店売上は下降傾向です。
●消費増税前の駆け込み需要の反動や台風での休業の影響などが重なり増税後の売上は苦戦しています。
●前回の消費増税時に比べ軽減税率などの措置でスーパーなど食品が主の小売業の影響は限定的です。

（１）業界売上推移

※小売業売上は経済産業省「商業動態統計」より
※百貨店売上は日本百貨店協会HP「売上の推移」
※EC売上は経済産業省「電子商取引に関する市場調査」よりBtoC全体 ※日本チェーンストア協会・日本百貨店協会の既存店対比

資料7
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小売業売上推移

百貨店売上推移

EC売上推移

EC（WEB）の
伸びが加速

資料6

2018年も6兆円
を割り込む

２）百貨店業界の動向

●８月・９月は増税前の駆け込み需要もあり、高額品や化粧品などの売上が前年を大きく上回りました。
●１０月以降は消費増税・台風・暖冬の影響や駆け込み需要の反動も大きく衣料品や雑貨が苦戦しました。
●各社ともに構造改革に取り組み百貨店以外の事業も強化し、営業利益率を改善してきています。

（１）売上計数動向（前年比推移）

※日本百貨店協会データより（既存店ベース）
※都市計…札幌・仙台・東京・横浜・名古屋・京都・

大阪・神戸・広島・福岡の合計
※関東…関東甲信越エリアから東京・横浜を抜いた

エリア。当社では「支店」

三越伊勢丹グループ 髙島屋グループ Jフロントリテイリング

売上 営業利益 売上 営業利益 売上 営業利益

金額 シェア 金額 シェア 金額 シェア 金額 シェア 金額 シェア 金額 シェア

百貨店業 11,100 93.3% 160 53.3% 百貨店業 8,121 87.0% 99 35.4% 百貨店業 7,377 63.2% 217 46.2%

金融業 395 3.3% 60 20.0% 金融業 223 2.4% 53 18.9% 金融業 124 1.1% 17 3.6%

不動産業 320 2.7% 58 19.3% 不動産業 569 6.1% 101 36.1% 不動産事業 180 1.5% 70 14.9%

その他 880 7.4% 17 5.7% 建装事業 352 3.8% 12 4.3% パルコ事業 3,202 27.4% 105 22.3%

計 11,900 300 計 9,330 280 計 11,670 470 
営業利益率 2.5% (+0.1%) 営業利益率 3.0% (+0.1%) 営業利益率 4.0% (+0.4%)

2019年度
通期予測

金額単位：億円

2019年度
通期予測

金額単位：億円

2019年度
通期予測

金額単位：億円

（２）百貨店各社 決算動向

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
全国 98.9% 99.2% 99.1% 97.1% 102.3% 123.1% 82.5% 94.0% 95.0%
都市計 99.9% 100.0% 99.9% 98.1% 103.1% 124.5% 82.7% 94.3% 95.4%
東京 99.2% 98.4% 98.7% 97.3% 104.7% 120.7% 81.0% 95.3% 96.8%
地区計 96.4% 97.5% 97.2% 94.7% 100.4% 119.9% 82.1% 93.4% 94.1%
関東 94.6% 96.1% 96.0% 94.7% 102.0% 121.3% 81.6% 94.2% 95.3%

衣料品 95.3% 97.5% 98.3% 93.1% 101.6% 119.2% 78.6% 91.4% 91.8%
雑貨 103.6% 104.0% 101.7% 101.7% 109.0% 151.2% 75.7% 89.7% 93.6%
家庭用品 95.0% 93.5% 96.6% 98.2% 104.6% 130.7% 80.1% 99.7% 93.5%
食料品 101.6% 99.2% 98.6% 98.1% 98.5% 101.5% 94.9% 99.4% 98.1%

※Jフロントリテイリングは昨年度より会計基準を変更（IFRS）しています。

※合計には調整額を含んでいます。
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1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

102.9 103.0 

125.4 

88.0 

95.8 

80

90

100

110

120

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

百貨店 スーパー SC

2019年

2014年

小売 業態別前年比推移（月別）

増税前後の変化

台風により
休業店舗
多数

※三越伊勢丹は第3四半期修正でカテゴリー別が出ていないため第2四半期時の予測の数値を使用しています。

資料5

資料8

資料5

資料6

資料6

資料7

資料7

資料8

※

※三越伊勢丹は第3四半期修正で営業利益を300億円から200億円に修正しています。
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単位：億円 第２四半期決算（累計） 第３四半期決算（累計） 通期予測(第２四半期）

端数切捨て 実績 前年比 前年差 実績 前年比 前年差 予測 前年比 前年差

売上 5,772 102.4% +132 8,752 97.1% ▲264 11,900 99.4% ▲68 
売上総利益 1,679 101.5% +24 2,534 95.9% ▲109 3,480 99.9% ▲282 
販売管理費 1,540 99.6% ▲6 2,323 97.2% ▲66 3,180 99.7% ▲10 
営業利益 138 128.3% +30 210 82.9% ▲43 300 102.6% +7 

３．三越伊勢丹グループの動向

１）三越伊勢丹グループ

●第2四半期の決算発表では2021年に営業利益500億円を目指すための３ヶ年計画が共有されました。
●外部環境の影響が大きく、減収減益となり、第3四半期発表で売上・利益ともに通期予測を下方修正しました。
●百貨店業では売上が厳しい中、構造改革を推進。他の事業でも同様に構造改革に取り組んでいます。

（１）グループの業績

2019年度第３四半期 売上高 2019年度第３四半期 売上高

単位：百万円 実績 前年比 前年差 単位：百万円 実績 前年比 前年差

㈱札幌丸井三越 48,294 99.2% ▲370 ㈱新潟三越伊勢丹 31,815 96.5% ▲1,159 
㈱函館丸井今井 5,860 107.1% +388 ㈱広島三越 10,768 99.7% ▲31 
㈱仙台三越 23,295 95.1% ▲1,194 ㈱高松三越 16,789 97.1% ▲493 
㈱名古屋三越 49,646 98.1% ▲951 ㈱松山三越 9,330 93.0% ▲705 
㈱静岡伊勢丹 13,420 95.2% ▲682 ㈱岩田屋三越 84,306 95.0% ▲4,399 

第３四半期 百貨店業 不動産業 クレジット・金融・友の会業 その他

単位：億円 実績 前年比 前年差 実績 前年比 前年差 実績 前年比 前年差 実績 前年比 前年差
売上 8,119 96.7% ▲28 255 76.2% ▲79 299 100.9% +2 643 94.3% ▲39 
営業利益 97 65.1% ▲52 45 87.5% ▲6 47 84.9% ▲8 18 - +21 

※第２四半期・第３四半期決算資料より引用

■国内百貨店地域事業会社 第３四半期決算状況

■三越伊勢丹HDS 第３四半期決算状況

■三越伊勢丹HDS セグメント別 第３四半期決算状況

➊第3四半期発表では百貨店業での増税の影響や暖冬での冬物衣料の不振により、第2四半期に比べて大きく減収減益となりました。
➋第3四半期発表ではインバウンド減なども見込み、通期予測も第2四半期に発表した営業利益より100億円下方修正しました。
❸百貨店業でも函館を除き軒並み前年割れの売上。ビジネスモデルの改革が進められ、昨年度末の岩田屋久留米店のリサイジング、
2019年9月末の伊勢丹相模原店・府中店の営業終了が行われた。また、2020年3月には新潟三越の営業終了を予定。

➍不動産業ではビルマネジメント事業を他社へ事業継承したことで減収。また、前年の不動産販売などのプラスが大きかったことから
本年は減益。しかしながら、オリンピックに向けた建装事業が順調な他、三越伊勢丹不動産の賃貸事業が安定的な収益を確保している。

❺その他の事業に関しても構造改革によりコストなどの見直しを行い、前年に対し増益となった。

・百貨店業では、ビジネスモデルの再構築を推進。基幹店については、今までのマーチャンダイジング中心の店舗作りから、お客さまを
快適な環境でお迎えするとともに、「人」と「デジタル」を活用し収益力の向上のための活性化施策として店舗リモデルを進める。

・支店、地域百貨店、海外店では、収益性に課題のあった店舗を中心に構造改革を推進。今後も、マーケティングを通じた地域毎の
お客さまのニーズや各店の置かれた状況にあわせ、業態転換やリサイジングを含めたビジネスモデル改革を進めることで、
エリア毎のお客さまのニーズに応えられるよう取り組む。

・クレジット・金融・友の会業では、当社の持つシステムインフラや優良顧客を基盤に拡大を目指す。また、百貨店以外の外部加盟店
契約の拡大や大手企業との提携やプロパーカードの発行等、百貨店に依存しないビジネスモデル改革に継続的に取り組む。

・不動産業では、グループの保有する国内外の優良不動産を活用した収益性のある事業機会の創出に向けた検討を進める。保有不動産の
資産価値最大化に向け、伊勢丹新宿本店周辺の不動産を取得する一方で、保有するノンコア物件の売却を決定し、資産の組替えを
進めている。

3

3

4

1 2

単位：億円 通期予測(修正）

予測 前年比

売上 11,550 96.5%

営業利益 200 68.4%

第３四半期決算発表

5

資料9

資料10

資料11
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（２）グループの今後の方向性

○本年度から３ヶ年計画については期間を固定し、各年度末に内容を見直していくことになりました。
○百貨店事業では「店舗」と「人」と「デジタル」を活用して顧客とのつながりを強化していく方向性が示されました。
○百貨店事業と不動産事業を基盤に、販管費削減などの構造改革を進め、2021年度営業利益500億円を目指します。

※対外向け 決算説明会（HP掲載資料等）の内容を利用して作成

■小売（百貨店）事業

収益性向上に向けたMDの革新

決算説明会動画は
こちらから ⇒

※1

■不動産事業

シームレス化（新サイト・アプリ） シームレス化（オンラインビジネス）

CRM（カスタマーリレイションシップマネジメント）

■KPI

資料12 資料13

資料14 資料15

不動産
開発事業

SC運営の安定事業化
（百貨店の中における定借化も併せて推進）

新規案件

不動産事業の取り組み

国
内

海
外

商業施設
運営事業

商業施設

開発参画

2019年度 2020年度 2021年度

保有不動産の価値最大化
（将来に向けた保有不動産周辺の再開発検討）

百貨店運営ノウハウを活かした商業施設の運営
現地財閥による開発プロジェクトへの参画

既存運営施設（ALTA/ﾗｼｯｸ/ミーツ/F&T）収益力強化

保有不動産の再開発検討

フィリピン・マニラ

新規案件

フィリピン

中国・天津

※ROE（株主資本利益率）：企業が資本をどれだけ有効的に

利用し、利益につなげているかを判断するための指標。

ROE＝当期純利益÷自己資本

KPI:2021年度 営業利益500億・ROE5.0％以上

営業利益

ROE

2019年度計画

300億円

2.4％

2021年度目標

500億円

5.0％以上

資料16

・収益性向上に向けたMDの革新（資料12）の❶では現状の店舗はお客さまのライフスタイル・買い物の変化に対応できず、売上と面積の
バランスが不整合なためリモデルをフックとしたMD改革に取り組む。

・収益性向上に向けたMDの革新（資料12）の❷では「低効率カテゴリーの縮小、高効率カテゴリーの拡大」「ブランド・MD単位で
MD修正・効率化」「低収益自主編集平場の集約化」を進めていき店頭の効率化を図る。

・CRMのロイヤリティプログラムでは沢山買っていただけるお客さまによりしっかりと接客することでさらなる購買を図る。特に富裕層の
お客さまに対してはデジタルだけではなく、人をあつく充ててCRMの強化を図っていく。

・CRMのインバウンドについては今まで広告施策などをしていなかったため、今後は広告施策などを入れて動員を図っていく。
・シームレス化（資料14）については4月から新アプリをリリースし秋までに全社統合をしていく予定。また、デジタル会員のID獲得を
全社として推進し2021年までに300万人の獲得を目指す。

・シームレスの取り組みの中でMIカードポイントを現金・他クレ顧客にもポイント付与できるサービスを予定しデジタル会員の獲得を図る。
今後はカード以外のお客さまに関しての購買も含んだ顧客分析基盤を作っていく。

・オンラインビジネス（資料15）については2022年度以降の利益貢献を目指し、事業KPIを会員数（イセタンドアー）や購入者（meeco)
などに設定し、予定通り進捗。

※CRM：顧客満足と顧客ロイヤルティを通じて収益性向上を目指す戦略

資料17

※GCP＝グループカスタマープログラム

※KPI（重要業績評価指標）：目標の達成度合いを計るために

継続的に計測・監視される定量的な指標。
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前年比 予算比

新宿本店（MD 00-89） 182,208 97.4% 96.0%
日本橋本店（MD 00-89） 93,801 96.0% 98.6%
銀座店 67,452 97.9% 95.1%

基幹３店舗計 343,461 97.1% 96.5%
立川店 26,898 99.1% 98.0%
浦和店 29,635 97.2% 97.9%
相模原店 11,555 81.4% 102.4%
府中店 8,550 81.6% 109.2%
恵比寿店 ※ 4,470 82.6% 76.7%
 支店計 81,108 92.5% 98.1%
 支店計(除く相模原・府中） 61,003 96.8% 96.0%
デジタル事業部 1,209 722.1% 74.3%
ユニフォーム事業部 5,539 100.2% 115.7%
法人事業部 15,027 101.2% 114.4%
新宿店スペシャリティストア営業部 4,100 92.3% 98.4%
日本橋店　サテライト営業部 7,036 94.2% 96.8%

 首都圏事業会社計 464,716 96.8% 97.3%
首都圏事業会社計(除く相模原・府中） 444,611 97.6% 97.0%

売上高(百万)

２）三越伊勢丹

●売上・利益ともに予算に対し大きくマイナスしています。主力である基幹店の売上の落ち込みが目立ちます。
●特に増税後の消費マインドの低下に加え、災害や暖冬などの環境与件で大きく売上が落ち込みました。
●環境与件等で売上が大きく変化する中、今後は百貨店としての新たなビジネスモデルを確立する必要があります。

（１）三越伊勢丹の業績

※第３四半期実績は第３四半期決算資料より引用

※通期予測は第２四半期決算資料より引用

■㈱三越伊勢丹 第３四半期決算状況

➊増税後は2支店の営業終了もあり減収を見込んでいたが、暖冬による冬物衣料の不振や台風による店舗休業などの影響もあり予想以上に
厳しい結果となった。

➋今回の通期予測では三越伊勢丹単体には言及されていないが、第4四半期でのインバウンドの状況などから厳しい状況が予測される。
➌第2四半期までは増税前の駆け込み需要で高額品が好調。また伊勢丹相模原店・府中店での閉店セールも追い風となり順調に推移。
❹基幹店が前年・予算ともに厳しい結果となった。新宿・日本橋はリモデルによる売場面積の減の影響もあった。またインバウンドに
関しても韓国をはじめ訪日外国人の伸び率鈍化により厳しい結果となった。

・三越日本橋本店では、「世界最高のおもてなし百貨店」をコンセプトに、デジタルを活用した新しいおもてなしの仕組みを導入し
2018年10月に第一期リモデルオープン。2019年春より第二期リモデルに着手し、時計、宝飾、美術等のカテゴリーを対象とし
2020年春の完成を目指す。2019年11月には、宝石サロンが「ジュエリーギャラリー」として、美術館やギャラリーでアート作品を
鑑賞するように、自由で特別な空間の中で特別なジュエリーに出会える場所としてオープン。

・伊勢丹新宿本店では、2019年春より本館を段階的にリフレッシュオープン。その中、ここ数年売上規模が急激に拡大していた化粧品
フロアを拡大させ、11月20日に１階と２階の２フロア がグランドオープン。化粧品オンラインストア「meeco」とも連動し、新しい
お客さまの獲得にも繋げていく。

・ＥＣ事業では、基幹３店と連動した企画や展開商品の拡大、デジタルを活用した新たなサービスの導入によりお客さまの利便性向上に
取り組んでいる。2020年４月には、現在複数存在し統一化できていない三越と伊勢丹のサイトとアプリを統合し、暖簾を越えて
お買物と店舗イベント情報を一つのプラットフォームに集約し顧客接点を統合することで、シームレス推進に向けた準備を進めている。

単位：億円 第2四半期決算（累計） 第３四半期決算（累計） 通期予測(第２四半期）

端数切捨て 実績 前年比 前年差 実績 前年比 前年差 予測 前年比 前年差

売上 3,090 103.4% +102 4,647 96.8% ▲154 6,341 100.0% ▲1 

売上総利益 871 102.1% +18 1,312 95.5% ▲62 1,821 100.5% +8 

販売管理費 857 103.3% +27 1,298 99.5% ▲5 1,740 99.0% ▲18 

営業利益 80 87.9% ▲11 108 63.8% ▲61 190 103.7% +6 

1

■㈱三越伊勢丹 店舗別売上状況 2019年4月～12月累計売上

※グループウェア確定売上より引用

第3四半期決算では
三越伊勢丹単体の
通期予測修正は
発表されていません

4

前年比 予算比

食品･レストランＭＤ統括部 74,311 99.8% 98.6%
婦人･雑貨･子供ＭＤ統括部 57,782 73.1% 97.0%
化粧品ＭＤ統括部 44,464 96.1% 93.3%
特選ＭＤ統括部 95,136 128.6% 98.9%
ライフデザインＭＤ統括部 28,653 89.6% 98.3%
紳士ＭＤ統括部 35,121 95.2% 88.2%
呉服営業部 2,996 90.4% 92.9%
美術営業部 3,427 94.2% 90.2%
クロスMD営業部 7,275 84.3% 97.0%
アナスイ営業部 986 106.3% 86.0%

MD統括部計（支店商品統括部・プロモーション営業部除く） 350,259 97.4% 96.3%
MD統括部計（支店商品統括部・プロモーション営業部含む） 462,661 98.0% 97.7%

売上高(百万)

■㈱三越伊勢丹 MD統括部別売上状況（2019年4月～12月）

※恵比寿店は定借比率が高い為、定借含む総売上（商品売上+みなし売上）

での前年比は95.3％

■㈱三越伊勢丹 基幹店別免税売上状況（2019年4月～12月）

前年比 前年差
新宿本店 20,578 91.4% ▲ 1929
日本橋本店 2,485 95.6% ▲ 113
銀座店 19,830 97.4% ▲ 537
その他 289 75.0% ▲ 96

三越伊勢丹計 43,183 94.2% ▲ 2676

売上高(百万)

※第３四半期決算資料より引用

資料18
2

3

3

※相模原・府中店は2019年9月末に営業終了

4

資料19 資料20

資料21
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Ⅱ．2020年度 賃金要求（案）について
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（１）賃金要求の方針

• 賃金要求の具体的方針については、三越伊勢丹グループ労働組合(ＩＭＧＵ)の「2020年度春の交渉
ＩＭＧＵ本部基本方針」に基づき要求を組み立てます。

（２）各雇用形態における賃金要求

• 今回の賃金要求では、人事賃金制度に基づいた要求（適正な評価や業績に応じた賃金反映等）や
賃金面でのセイフティーネットに関わる最低賃金要求についても従来どおり雇用形態ごとに行います。

①ベースアップ
• 社員・メイト社員については、グループ共通ベースアップ算出式に基づき要求を行っています。
• また、ベースアップ算出式を適用していない雇用形態（エルダースタッフ・フェロー社員・エルダー
フェロー・スペシャリティスタッフ・エルダースペシャリティスタッフ）についてはベースアップの
構成要素に基づき判断します。

②定期昇給
• 定期昇給は、昇給・昇格制度がある全ての雇用形態において、「役割成果主義の推進」「やりがい・働
きがい」の観点から、制度上の評価分布・本給表・昇給表の要求、及び昇格者数の確認等をおこないま
す。

③賞与
• 賞与については、評価制度があるすべての雇用形態において「役割成果主義の推進」「やりがい・

働きがい」の観点から、制度上の評価分布・支給表の要求をおこないます。

④初任給・採用賃金
• 個別契約となる雇用形態を除き、全ての雇用形態の初任給・採用賃金の要求を行います。

⑤最低賃金
• 最低賃金については、日常生活を営む上で最低限維持すべき月例給の水準を確保することによる
「安心感」の観点から、「2020年度春の交渉 IMGU本部最低賃金要求基準」に基づき、
｢扶養者年齢別（月例）、企業内（月収・時間給）｣の最低賃金の要求をおこないます。

⑥労使通年協議への対応
• 2019年度の通年協議で審議決定する項目のうち、賃金に関わる内容については2020年度の要求に

反映をおこないます。

三越伊勢丹グループ労働組合はメンバー一人ひとりの生活する上での安心感を守り、働く上で「やりがい」や
「夢」を持つことのできる環境を構築していくことがますます重要となると考えています。
外部環境について、景気は、輸出を中心に弱さが続いているものの、緩やかに回復している状況です。

一方、10月からの増税の影響と海外経済の減速等を背景に外需が弱くなることが懸念されます。
物価は原油価格の下落などの与件はあるが、36カ月連続のプラスで緩やかな上昇傾向は続いています。
百貨店業界の動向として、10月以降は消費増税・台風・暖冬の影響や駆け込み需要の反動により衣料品を中心に
苦戦している状況です。
そのような環境の中、㈱三越伊勢丹HDSの第三四半期決算発表の中で通期営業利益予測が300億円から200億円に

下方修正されました。また、新型肺炎による影響からインバウンドの業績が厳しくなることが予想されます。
こうした厳しい状況を乗り越えていくために三越伊勢丹では「店舗」と「人」と「デジタル」を活用し、より顧客
接点を強化することが必要であると考えています。
上記の認識を持った上で、2020年度 春の交渉における「賃金要求」「労使通年協議」の取り組みを

おこないます。

１．賃金要求の考え方

※2020年度に予定されているステージC・メイト社員制度について2020年度中に制度改定された場合、
人事賃金制度改定内容に伴い改めて賃金要求を行います。
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審議決定事項社員対象

Ⅲ．2020年度 社員月例賃金および年間賞与要求

２．賃金要求の概要

項目 内容 関連
資料

ベースアップ
ベースアップ算出式に基づき、社員については、一律1,000円のベースアップを要求します。
※ベースアップの要求の賃金反映のタイミングは、給与計算期間等を踏まえ、下記の通りとします。
既存者⇒4月16日～ 転換者⇒4月16日～ 新入社員⇒4月1日～

P15

本給評価

社員ステージＣ－ｔの本給評価は絶対評価とし、運用等が適正におこなわれている事を確認します。 ー

社員ステージＣの本給評価については、昇給表および本給表に基づき、Ｓ・Ａ評価３割以上、Ｂ評価（およびＣ評価）
７割未満の分布とすることを要求します。 ー

社員ステージBの本給評価については、昇給表および本給表に基づき、Ｓ・Ａ評価３割以上、Ｂ評価（およびＣ評価）
７割未満の分布とする。 ー

特別社員の本給評価は、絶対評価とし、運用等が適正におこなわれている事を確認します。 ー

運用に関する要求

○ 面談の実施状況を労使で確認をおこないます。
○ 以下の内容について、人事異動時や評価反映時において適正な運用がなされていることを、労使で確認をおこないます。

・全体および資格別の平均本給 （人事異動の前後、評価反映の前後、制度改定後）
・社員ステージＣの職務別ランク別の人数分布 (人事異動の前後、評価反映の前後）
・社員ステージＢの等級別・役割別・ランク別の人数分布（人事異動の前後、評価反映の前後）
・社員ステージＢにおいて役割が大きく変更する異動の有無

ー

＜昇格者数の確認内容＞ ○社員ステージＣ → 社員ステージＢ 54名
○社員ステージB１ → 社員ステージB２ 130名程度 ○社員ステージＢ → 社員ステージＡ 15名
※社員ステージＣ－tの４年経過後の格付けについては、労使で確認をおこないます。

ー

初任給 今回ベースアップを行うことや採用競争力を考慮し、222,000円(社員ステージＣ-ｔ)を要求します。 ー
本給表・昇給表 本給表・昇給表を要求します。 P16

最低賃金

月例賃金 172,000円を下回らないことを要求します。
※今回要求する月例の最低賃金は、三越伊勢丹で働く月例給の雇用形態の中で、最下限の水準を基準とします。
対象となるのは、「社員・メイト社員・月例給エルダースタッフ」の中で、最下限となるメイト社員(172,000円)の採用賃金を
基準とします。
※今回要求する最低賃金は、2020年4月1日～2021年３月31日の在籍者を対象とします。なお、障がい者雇用
については別途対応します。

ー

扶養者年齢別
最低賃金 基準内賃金が年齢別・扶養者別最低賃金を下回る場合には、その差額を手当として支給することを要求します。 P18

賞与評価要求

社員ステージＣ（メイト社員を含む）の評価をポイント表に基づきポイント換算し、全体平均を4.1ポイント以上とする。
※社員ステージＣ、メイト社員の賞与評価における「Ｓ評価の運用拡大」については、対象を全社とし上記の評価要求とは
別に運用していきます。
※シニアスタイリストについては絶対評価を基本とし評価結果を労使で確認します。

P18

社員ステージＢの評価をポイント表に基づきポイント換算し、全体平均を５.１ポイント以上とする。 P19
賞与要求 賞与支給表を要求します。 P18

１．社員賃金要求に関する本年度の考え方

＜月例賃金要求＞
○ ベースアップは、グループ共通ベースアップ算出式に基づき要求の判断をおこないます。
○ 「適正な評価制度の運用による役割成果主義の推進」と「やりがい・働きがい」の観点から、制度上の

評価分布・本給表・昇給表の要求をおこないます。
＜最低賃金要求＞
○ 最低賃金については、日常生活を営む上で最低限維持すべき月例給の水準を確保することによる
「安心感」の観点から、「2020年度春の交渉 IMGU本部最低賃金要求基準」に基づき、企業内および
扶養者年齢別の最低賃金の要求をおこないます。

＜賞与要求＞
○ 賞与については「役割成果主義の推進」｢やりがい・働きがい」の観点から、 制度上の評価分布・
支給表の要求をおこないます。

○ 2019年度の労使通年協議にて協議をおこなってきた制度改定を反映した内容にて、
社員および特別社員の賞与支給表の要求をおこないます。
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対象雇用形態:社員、メイト社員

基準となるベースアップ額 ＝ 基礎額292,000円 × 物価上昇率に応じた係数

・物価上昇率は、総務省統計局発表の消費者物価指数（全国・総合）の前年同月比を使用します。
・物価上昇率に応じた係数は、上記表に対して係数を特定します。
・算出式で使用する物価上昇率は10月までの確定値を元に下記の式にて算出する。
（「１～10月までの物価上昇率合計」+「見なし物価上昇率（11月、12月分）×2カ月」）÷12
※「見なし物価上昇率」は、８月・９月・10月の消費者物価指数の平均値を使用する。
・暦年平均の物価上昇率および見なし物価上昇率は、少数第２位を四捨五入し、第１位までとする。

<ベースアップ算出式に基づく消費者物価指数の推移>

※参考資料 2020年度・2021年度・2022年度 グループ共通ベースアップ算出式

３.2020年度のベースアップ要求の考え方

現行制度（本給表・昇給表及び評価分布）に基づき、「ステージC-tで入社し、ステージBで60歳定年を迎えたモデル」に基づき
算定しています。職務や等級の変更に伴う賃金引き上げ分も含めた賃金引上げ率は、「2.11%（平均賃金引上げ額8,921円）」と
試算されます。
また、今回のベースアップ1,000円に伴う賃金引上げ率は、「0.27％」と試算されます。
なお、メイト社員から社員転換した社員の方は対象とはしていません。

■算出方法

①本給引き上げ額 : モデル上の本給最高額 - 勤続初年度の本給

②平均賃金引き上げ額 : （①本給引き上げ額） ÷ モデル上の本給最高額の勤続年数

③平均賃金引き上げ率 : （②平均賃金引き上げ額） ÷ 平均本給（※）

※平均本給は、毎年度の春の交渉時に確認している３月末時点の要員予測をベースに算出された数値を使用。

＜社員ステージB・ステージC 平均賃金引上げ率＞

物価上昇率 係数 基礎額×係数 ベースアップ額
0.0％以下 0.000 0円 0円
0.1% 0.001 292円 500円
0.2% 0.002 584円 500円
0.3% 0.003 876円 1,000円
0.4% 0.004 1,168円 1,000円

0.5％以上 - - 1,000円

2020年度のベースアップ要求については、下記の「グループ共通のベースアップ算出式」に基づいた要求を行います。
ベースアップ算出式に基づく2019年暦年の物価上昇率が0.4%であることから、物価上昇率に応じた係数は0.004となり、基礎額
292,000円にその係数を乗じると1,168円となることから、物価上昇に応じたベースアップ額は1,000円となります。以上より、ベースアッ
プ算出式に基づき、一律1,000円のベースアップを要求します。

ベースアップ算出式に基づき、一律1,000円のベースアップを要求します。

単位:％

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 暦年平均

0.2 0.2 0.5 0.9 0.7 0.7 0.5 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4
みなし値(８月～10月平均)
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４．本給表・昇給表

＜役割成果給＞ （単位：円） （単位：円）＜ベース給＞

＜社員ステージＣ昇給表＞

※役割成果給の範囲外対応期間中にＡ評価以上の場合、
評価加算(４ランク)をおこないます。

社員ステージＣ

評価 ﾗﾝｸｱｯﾌﾟ数
Ａ 2
Ｂ 1
Ｃ 0

＜ベース給＞ ＜社員ステージC－ｔ昇給表＞

※1年目はC評価でも１ランクアップ

（単位：円）

社員ステージＣ－ｔ

ﾗﾝｸ A職 Ｌ職 ＳＬ職 販売・一般 業務
1 145,000 145,000
2 143,000 143,000
3 141,000 141,000
4 139,000 139,000
5 137,000 137,000
6 135,000 135,000
7 133,000 133,000
8 131,000 131,000
9 129,000 129,000
10 127,000 127,000
11 125,000 125,000
12 123,000 123,000
13 121,000 121,000
14 119,000 119,000 119,000 119,000
15 117,000 117,000 117,000 117,000
16 115,000 115,000 115,000 115,000
17 113,000 113,000 113,000 113,000
18 111,000 111,000 111,000 111,000
19 109,000 109,000 109,000 109,000
20 107,000 107,000 107,000 107,000
21 105,000 105,000 105,000 105,000
22 103,000 103,000 103,000 103,000
23 101,000 101,000 101,000 101,000
24 99,000 99,000 99,000 99,000
25 97,000 97,000 97,000 97,000
26 95,000 95,000 95,000 95,000
27 93,000 93,000 93,000 93,000
28 91,000 91,000 91,000 91,000
29 89,000 89,000 89,000 89,000
30 87,000 87,000 87,000 87,000
31 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000
32 83,000 83,000 83,000 83,000 83,000
33 81,000 81,000 81,000 81,000
34 79,000 79,000 79,000 79,000
35 77,000 77,000 77,000 77,000
36 75,000 75,000 75,000 75,000
37 73,000 73,000 73,000 73,000
38 71,000 71,000 71,000 71,000
39 69,000 69,000 69,000 69,000 69,000
40 67,000 67,000 67,000 67,000 67,000
41 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000
42 63,000 63,000 63,000 63,000 63,000
43 61,000 61,000 61,000 61,000 61,000
44 59,000 59,000 59,000 59,000 59,000
45 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000
46 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000
47 53,000 53,000 53,000 53,000 53,000
48 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000
49 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000
50 47,000 47,000 47,000 47,000 47,000
51 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000
52 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000
53 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000
54 39,000 39,000 39,000 39,000 39,000
55 37,000 37,000 37,000 37,000 37,000
56 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000
57 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000
58 31,000 31,000 31,000
59 29,000 29,000 29,000
60 27,000 27,000 27,000
61 25,000 25,000 25,000
62 23,000 23,000 23,000
63 21,000 21,000
64 19,000 19,000
65 17,000 17,000
66 15,000 15,000
67 13,000 13,000
68 11,000
69 9,000
70 7,000
71 5,000
72 3,000

店頭・ラインスタッフ・後方スタッフ
セールス

シニア
スタイリスト

評価 ランク S A B C
職務ごとの最上位ランク 0 0 0 -1
A職・シニアスタイリスト:２～６ランク

L職・セールス:15～16ランク　SL職:25～26ランク
販売・一般:32～33ランク　業務:40～41ランク

1 0 0 -1

A職・シニアスタイリスト:７～16ランク
L職・セールス:17～29ランク　SL職:27～38ランク
販売・一般:34～44ランク　業務:42～50ランク

3 2 0 0

A職:17～32ランク　シニアスタイリスト:17～23ランク
L職・セールス:30～43ランク　SL職:39～50ランク
販売・一般:45～55ランク　業務:51～61ランク

3 2 1 0

L職・セールス:44～57ランク　SL職:51～62ランク
販売・一般:56～67ランク　業務:62～72ランク 4 3 1 0

ランク
アップ数

資格 金額
ステージＣ 200,000

ランク 金額
１ 256,000
２ 251,000
3 246,000
4 241,000
5 236,000
6 231,000
新任 222,000

※ベースアップの1,000円を上乗せした本給表となります。
ベースアップ要求はベース給に反映しています。

※ベースアップの1,000円を上乗せした本給表となります。
ベースアップ要求はベース給に反映しています。
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ランク 金額

1 429,000
2 428,000
3 427,000
4 426,000
5 425,000
6 424,000
7 423,000
8 422,000
9 421,000
10 420,000
11 419,000
12 418,000
13 417,000
14 416,000
15 415,000
16 414,000
17 413,000
18 412,000
19 411,000
20 410,000
21 409,000
22 408,000
23 407,000
24 406,000
25 405,000
26 404,000
27 403,000
28 402,000
29 401,000
30 400,000
31 399,000
32 398,000
33 397,000
34 396,000
35 395,000 ランク 金額

36 394,000 36 394,000
37 393,000 37 393,000
38 392,000 38 392,000
39 391,000 39 391,000
40 390,000 40 390,000
41 389,000 41 389,000
42 388,000 42 388,000
43 387,000 43 387,000
44 386,000 44 386,000
45 385,000 45 385,000
46 384,000 46 384,000
47 383,000 47 383,000
48 382,000 48 382,000
49 381,000 49 381,000
50 380,000 50 380,000
51 379,000 51 379,000
52 378,000 52 378,000
53 377,000 53 377,000
54 376,000 54 376,000
55 375,000 55 375,000
56 374,000 56 374,000
57 373,000 57 373,000
58 372,000 58 372,000
59 371,000 59 371,000
60 370,000 60 370,000
61 369,000 61 369,000
62 368,000 62 368,000
63 367,000 63 367,000
64 366,000 64 366,000
65 365,000 65 365,000
66 364,000 66 364,000

67 363,000
68 362,000
69 361,000
70 360,000
71 359,000
72 358,000
73 357,000
74 356,000
75 355,000
76 354,000
77 353,000
78 352,000
79 351,000
80 350,000
81 349,000
82 348,000
83 347,000
84 346,000
85 345,000
86 344,000
87 343,000
88 342,000
89 341,000
90 340,000
91 339,000
92 338,000
93 337,000
94 336,000
95 335,000
96 334,000
97 333,000
98 332,000
99 331,000

100 330,000
101 329,000
新任 325,000

ステージＢー2

ステージＢー1

資 格 金 額

Ｂ-２ 105,000

Ｂ-１ 75,000

＜個人成果給＞ (単位:円)

役割 金 額
① 80,000

② 60,000

③ 40,000

④ 20,000

⑤ 10,000

＜役割給＞ (単位:円)

＜資格給＞ (単位:円)

＜ステージＢ昇給表＞

社員ステージＢ

＜特別社員 本給表＞ （単位：円）

＜特別社員 昇給表＞

特別社員

Ａ Ｂ Ｃ
Ｓゾーン 1 0 0
Ⅰゾーン 2 1 0
Ⅱゾーン 3 2 1

ランクアップ数 評価

ゾーン ランク 本給 ゾーン ランク 本給 ゾーン ランク 本給 ゾーン ランク 本給

S

1 386,700 

Ⅰ

24 333,400

Ⅱ

47 279,900

Ⅱ

70 226,400

2 384,500 25 331,000 48 277,700 71 224,200

3 382,000 26 328,900 49 275,300 72 222,000

4 379,700 27 326,300 50 272,900 73 219,500

5 377,500 28 324,200 51 270,700 74 217,200

6 375,100 29 321,700 52 268,400 75 215,000

7 372,800 30 319,300 53 265,900 76 213,500

8 370,600 31 317,100 54 263,800 77 212,000

9 368,100

Ⅱ

32 314,700 55 261,300 78 210,500

10 366,000 33 312,400 56 259,000 79 209,000

11 363,600 34 310,100 57 256,700 80 207,500

12 361,100 35 307,900 58 254,400 81 206,000

13 359,000 36 305,400 59 252,100 82 204,500

14 356,600 37 303,300 60 249,800 83 203,000

15 354,200 38 300,800 61 247,500 84 201,500

16 351,900 39 298,400 62 245,100 85 200,000

17 349,800 40 296,300 63 242,800 86 198,500

18 347,200 41 293,800 64 240,400 87 197,000

19 345,100 42 291,400 65 238,100 88 195,500

20 342,600 43 289,300 66 235,800 89 194,000

21 340,300 44 286,800 67 233,500 90 192,500

22 338,100 45 284,700 68 231,100 91 191,000

23 335,600 46 282,200 69 228,900 92 189,500

93 188,000 

※ベースアップの1,000円を上乗せした本給表
となります。ベースアップ要求は資格給に反
映しています。

※ベースアップの1,000円を上乗せした本給表となります。ベース
アップ要求は本給に反映しています。

レンジ ランク Ｓ Ａ Ｂ Ｃ

Ｂ２:1ランク
Ｂ1:36ランク 0 0 0 ー5

R１ B2:2～10ランク 6 1 0 -5

Ｒ２ Ｂ２:11～28ランク
Ｂ1:37～57ランク 8 3 ０ －5

Ｒ３ Ｂ２:29～47ランク
Ｂ1:58～79ランク 10 5 2 －3

Ｒ４ Ｂ２:48～65ランク
Ｂ1:80～100ランク 12 7 3 ー1

Ｂ２:66ランク
Ｂ1:101ランク・新任 12 7 3 0

※ステージB昇格後２年目の個人成果給は、
B-１としての個人成果給の下限に格付けし、
その上で１年目の評価に応じた昇給をおこな
うものとします。
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５．2020年度要求基準に基づく扶養者・年齢別最低賃金の保障月額(詳細はP104参照)

※水準設定については、人事院の標準生計費・総務省の「家計調査」や「物価上昇分（暦年・総合・全国）」等を加味して決定しています。
※保障額の支給については、本人の申告に基づき行われます。4月中に会社より基準額及び申告方法（申告期日や申告書等）に関する通達があり、

5月支給給与にて4月分と合わせた保障額が支給されます。なお、保障分は月例給への対応 とし、賞与へは反映しません。
※ 扶養者・年齢別最低賃金は、人事院の標準生計費・総務省の「家計調査」や「物価上昇分（暦年・総合・全国）」等を加味して決定していますので、

基準額の水準は年度毎に設定されます。

６．賞与支給表・ポイント表

評価 Ｓ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

ポイント ６ ５ ４ ３ ２

社員ステージＣ－ｔ 「賞与支給表」

※2021年４月1日に入社した社員ステージＣ-ｔの６月賞与は0.5ヵ月となります。

支給ヵ月

2020 年
12月

2021年
6月

1.25 1.25

評価別支給ヵ月
Ｓ 2.20
Ａ 1.60
Ｂ 1.40
Ｃ 1.20
Ｄ 1.00

支給ヵ月

2020年
12月

2021年
6月

1.25 1.25

評価 Ａ職 Ｌ職 ＳＬ職 販売 業務 セールス シニア
スタイリスト

SS 3.8 
Ｓ 2.7 2.4 2.1 1.8 1.4 2.4 3.1 
Ａ 2.0 1.8 1.6 1.4 1.2 1.8 2.5 
Ｂ 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 1.6 1.9 
Ｃ 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 1.4 1.3 
Ｄ 1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 1.2 1.2 

職務別評価別支給表(2020年12月・2021年6月、単位:ヵ月)

社員ステージＣ 「賞与支給表」

社員ステージＣ－ｔ、社員ステージC 「賞与評価ポイント表」

職務 Ａ職 Ｌ職 ＳＬ職 販売・一般

転換者初回賞与(ヵ月) 2.2 2.1 2.0 1.9

※2021年４月1日にメイト社員から社員に転換した社員ステージCの6月賞与は下記の表の通りの支給となります。

(単位:円）

年齢 一人扶養 二人扶養 三人扶養 四人扶養
～27 174,700 184,700 194,700 204,700

28 184,900 194,900 204,900 214,900
29 195,100 205,100 215,100 225,100
30 205,200 215,200 225,200 235,200
31 215,400 225,400 235,400 245,400
32 225,600 235,600 245,600 255,600
33 235,800 245,800 255,800 265,800
34 246,000 256,000 266,000 276,000
35 256,200 266,200 276,200 286,200
36～ 266,400 276,400 286,400 296,400
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社員ステージＢ 「賞与支給表」

支給ヵ月

Ｂ-２・Ｂ-１共通

2.0

＜2020年12月＞

（単位:ヵ月）

＜2021年６月＞

特別社員「評価別賞与支給表」

ランク 支給ヵ月
1 2.97 
2 2.89 
3 2.80 
4 2.71 
5 2.62 

※なお、社員ステージAについても社員ステージBと同様の考え方に基づく支給表で支給することを確認しています。

※ 賞与算出式＝（資格給＋個人成果給+役割給）×支給ヵ月

＜2020年12月・2021年6月＞

2019年度労使通年協議における制度改定を反映した内容で要求をおこないます。(詳細はP57)

役割① 役割② 役割③ 役割④ 役割⑤ 役割給なし 新任
9 6.3 6.0 5.7 5.5 5.2 4.9 5.2
8 6.0 5.7 5.4 5.2 4.9 4.6 4.9
7 5.7 5.4 5.1 4.9 4.6 4.3 4.6
6 5.4 5.1 4.8 4.6 4.3 4.0 4.3
5 5.1 4.8 4.5 4.3 4.0 3.7 4.0
4 4.8 4.5 4.2 4.0 3.7 3.4 3.7
3 4.5 4.2 3.9 3.7 3.4 3.1 3.4
2 4.2 3.9 3.6 3.4 3.1 2.8 3.1
1 3.9 3.6 3.3 3.1 2.8 2.5 2.8

B-1

役割① 役割② 役割③ 役割④ 役割⑤ 役割給なし
9 6.5 6.2 5.9 5.7 5.4 5.1
8 6.2 5.9 5.6 5.4 5.1 4.8
7 5.9 5.6 5.3 5.1 4.8 4.5
6 5.6 5.3 5.0 4.8 4.5 4.2
5 5.3 5.0 4.7 4.5 4.2 3.9
4 5.0 4.7 4.4 4.2 3.9 3.6
3 4.7 4.4 4.1 3.9 3.6 3.3
2 4.4 4.1 3.8 3.6 3.3 3.0
1 4.1 3.8 3.5 3.3 3.0 2.7

B-2
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社員の年間賞与の支給対象・基準日・支給方法は、以下の通り要求します。

１．社員の2020年12月・2021年６月 基本賞与

１）支給対象
・2020年12月賞与 2020年４月１日から2020年９月30日まで勤務し引き続き支給当日在籍している者。
・2021年６月賞与 2020年10月１日から2021年３月31日まで勤務し引き続き支給当日在籍している者。
ただし、期間中欠勤・休職日数等のあるものは、それぞれ定めた支給方法で支給する。その際、欠勤日数・休職日数等は
期間中の休日・連続休暇等を除く実質日数とし、それにより出勤日数を算出する。なお、賞与日割については、それぞれの期間の
所定労働日数を基礎に算出する。
２）基準日
・2020年12月賞与 本給、職務、および資格は、2020年９月30日現在とする。

※2020年４月１日から2020年12月１日までに社員からエルダースタッフに転換した者は、エルダースタッフとしての賞与を支給する。
・2021年６月賞与 本給、職務、および資格は、2021年３月31日現在とする。

※2021年４月１日にメイト社員から社員に転換した者は、4月１日現在とする。
※2020年10月１日から2021年６月１日までに社員からエルダースタッフに転換した者は、エルダースタッフとしての賞与を支給する。

３）支給方法
①社員ステージＣ-ｔ

ａ）期間中欠勤のない者
2020年 12月 : 本給×1.25ヵ月＋評価別支給ヵ月 2021年 ６月 : 本給×1.25ヵ月＋評価別支給ヵ月

社員の2020年12月・2021年６月 基本賞与

ｂ）期間中欠勤、休職のある者
2020年12月 :（本給×1.25ヵ月＋評価別支給ヵ月）×

2021年6月 :（本給×1.25ヵ月＋評価別支給ヵ月）×

②社員ステージＣ
ａ）期間中欠勤のない者

2020年12月 : 本給×1.25ヵ月＋職務別評価別支給ヵ月
2021年６月 : 本給×1.25ヵ月＋職務別評価別支給ヵ月

ｂ）期間中欠勤、休職のある者
2020年12月 :（本給×1.25ヵ月＋職務別評価別支給ヵ月）×

2021年６月 :（本給×1.25ヵ月＋職務別評価別支給ヵ月）×

出勤日数

所定労働日数

出勤日数

所定労働日数

出勤日数

所定労働日数
出勤日数

所定労働日数③社員ステージＢ
ａ）期間中欠勤のない者

2020年12月 :本給×2.0ヵ月
2021年６月 :本給×役割別評価別支給ヵ月

ｂ）期間中欠勤、休職のある者
2020年12月 :本給×2.0ヵ月×

2021年６月 :本給×役割別評価別支給ヵ月×
④特別社員
ａ）期間中欠勤のない者

本給×ランク別支給ヵ月
ｂ）期間中欠勤、休職のある者

本給×ランク別支給ヵ月×

※特別社員のうち旧嘱託社員については別途労使協定を結び決定する。
※ 細部については労使協議の上決定する。

出勤日数

所定労働日数
出勤日数

所定労働日数

出勤日数

所定労働日数
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Ⅳ．2020年度 メイト社員月例賃金および年間賞与要求

審議決定事項メイト社員対象

１．メイト社員賃金要求に関する本年度の考え方

＜月例賃金要求＞
○ ベースアップは、グループ共通ベースアップ算出式に基づき要求の判断をおこないます。
○ 「適正な評価制度の運用による役割成果主義の推進」と「やりがい・働きがい」の観点から、制度上の

評価分布・本給表・昇給表の要求をおこないます。
＜最低賃金要求＞
○ 最低賃金については、日常生活を営む上で最低限維持すべき月例給の水準を確保することによる
「安心感」の観点から、「2020年度春の交渉 IMGU本部最低賃金要求基準」に基づき、企業内および
扶養者年齢別の最低賃金の要求をおこないます。

＜賞与要求＞
○ 賞与については「役割成果主義の推進」｢やりがい・働きがい」の観点から、 制度上の評価分布・
支給表の要求をおこないます。

○ 2019年度の労使通年協議にて協議をおこなってきた制度改定(業績連動賞与の解消、水準の拡充)を
反映した内容にて、賞与支給表の要求をおこないます。

２．賃金要求の概要

項目 内容 関連
資料

ベースアップ
ベースアップ算出式に基づき、メイト社員については、一律1,000円のベースアップを要求します。
※ベースアップの要求の賃金反映のタイミングは、給与計算期間等を踏まえ、下記の通りとします。

既存者⇒4月16日～ 転換者⇒4月16日～新入社員⇒4月1日～
ー

本給評価
メイト社員の本給評価については、昇給表および本給表に基づき、Ｓ・Ａ評価３割以上、Ｂ評価（およびＣ評価）
７割未満の分布とすることを要求します。
※入社1年目のメイト社員（店付・営業部付）についてはＢ評価を基本とし、結果を労使で確認します。

ー

運用に関する要求

○ 面談の実施状況を労使で確認をおこないます。
○ 以下の内容について、人事異動時や評価反映時において適正な運用がなされていることを、
労使で確認をおこないます。
・ 平均本給 （人事異動の前後、評価反映の前後）
・ 職務別の人数分布 （人事異動の前後、評価反映の前後）

ー

初任給
採用賃金は、今回ベースアップを行うことや採用競争力を考慮し、1,000円を上乗せして下記の通り要求します。
①店付・営業部付 172,000円 ②大・短大卒 182,000円
③既卒者 各店舗:187,000円以上 サテライト各店:175,000円

ー

本給表・昇給表 基本給表・昇給表を要求します。 P23

職務給表 職務給表を要求します。 P23

最低賃金

月例賃金 172,000円を下回らないことを要求します。
※今回要求する月例の最低賃金は、三越伊勢丹で働く月例給の雇用形態の中で、最下限の水準を基準とします。
対象となるのは、「社員・メイト社員・月例給エルダースタッフ」の中で、最下限となるメイト社員(172,000円)の採用賃
金を基準とします。
※今回要求する最低賃金は、2020年4月1日～2021年３月31日の在籍者を対象とします。なお、障がい者雇用に
ついては別途対応します。

ー

扶養者年齢別
最低賃金 基準内賃金が年齢別・扶養者別最低賃金を下回る場合には、その差額を手当として支給することを要求します。 P23

賞与評価要求
メイト社員（社員ステージＣを含む）の評価をポイント表に基づきポイント換算し、全体平均を4.1ポイント以上とする。
※社員ステージＣ、メイト社員の賞与評価における「Ｓ評価の運用拡大」については、対象を全社とし上記の評価要求
とは別に運用していきます。

P24

賞与要求 職務別評価別賞与支給表を要求します。 P24
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３.2020年度のベースアップ要求の考え方

平均賃金引上げ率の算定方法は「メイト社員として入社し、勤続20年まで（本給体系等を考慮）のモデル
(同一人のあゆみ)」に基づき算定しています。
現行制度（本給表・昇給表及び評価分布）に基づき、「メイト社員として入社し、勤続20年まで勤めた」

場合、職務変更に伴う賃金引上げ分も含めた賃金引上げ率は、「1.54%（平均賃金引上げ額3,550円）」と
試算されます。

また、今回のベースアップ1,000円に伴う賃金引上げ率は、「0.47％」と試算されます。

■算出方法

①本給引き上げ額 : モデル上の本給最高額 - 勤続初年度の本給

②平均賃金引き上げ額 : （①本給引き上げ額） ÷ モデル上の本給最高額の勤続年数

③平均賃金引き上げ率 : （②平均賃金引き上げ額） ÷ 平均本給（※）

※平均本給は、毎年度の春の交渉時に確認している３月末時点の要員予測をベースに算出された数値を使用。

＜メイト社員 平均賃金引上率＞

2020年度のベースアップ要求については、下記の「グループ共通のベースアップ算出式」に基づいた要求を行います。
ベースアップ算出式に基づく2019年暦年の物価上昇率が0.4%であることから、物価上昇率に応じた係数は0.004となり、基礎額
292,000円にその係数を乗じると1,168円となることから、物価上昇に応じたベースアップ額は1,000円となります。以上より、ベースアッ
プ算出式に基づき、一律1,000円のベースアップを要求します。

ベースアップ算出式に基づき、一律1,000円のベースアップを要求します。

対象雇用形態:社員、メイト社員

基準となるベースアップ額 ＝ 基礎額292,000円 × 物価上昇率に応じた係数

・物価上昇率は、総務省統計局発表の消費者物価指数（全国・総合）の前年同月比を使用します。
・物価上昇率に応じた係数は、上記表に対して係数を特定します。
・算出式で使用する物価上昇率は10月までの確定値を元に下記の式にて算出する。
（「１～10月までの物価上昇率合計」+「見なし物価上昇率（11月、12月分）×2カ月」）÷12
※「見なし物価上昇率」は、８月・９月・10月の消費者物価指数の平均値を使用する。
・暦年平均の物価上昇率および見なし物価上昇率は、少数第２位を四捨五入し、第１位までとする。

<ベースアップ算出式に基づく消費者物価指数の推移>

物価上昇率 係数 基礎額×係数 ベースアップ額
0.0％以下 0.000 0円 0円
0.1% 0.001 292円 500円
0.2% 0.002 584円 500円
0.3% 0.003 876円 1,000円
0.4% 0.004 1,168円 1,000円

0.5％以上 - - 1,000円

単位:％

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 暦年平均

0.2 0.2 0.5 0.9 0.7 0.7 0.5 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4
みなし値(８月～10月平均)

※参考資料 2020年度・2021年度・2022年度 グループ共通ベースアップ算出式
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４．本給表・昇給表

ランク 基本給 ランク 基本給 ランク 基本給 ランク 基本給 ランク 基本給 ランク 基本給
1 255,000 16 240,000 31 225,000 46 210,000 61 195,000 76 180,000
2 254,000 17 239,000 32 224,000 47 209,000 62 194,000 77 179,000
3 253,000 18 238,000 33 223,000 48 208,000 63 193,000 78 178,000
4 252,000 19 237,000 34 222,000 49 207,000 64 192,000 79 177,000
5 251,000 20 236,000 35 221,000 50 206,000 65 191,000 80 176,000
6 250,000 21 235,000 36 220,000 51 205,000 66 190,000 81 175,000
7 249,000 22 234,000 37 219,000 52 204,000 67 189,000 82 174,000
8 248,000 23 233,000 38 218,000 53 203,000 68 188,000 83 173,000
9 247,000 24 232,000 39 217,000 54 202,000 69 187,000 84 172,000
10 246,000 25 231,000 40 216,000 55 201,000 70 186,000
11 245,000 26 230,000 41 215,000 56 200,000 71 185,000
12 244,000 27 229,000 42 214,000 57 199,000 72 184,000
13 243,000 28 228,000 43 213,000 58 198,000 73 183,000
14 242,000 29 227,000 44 212,000 59 197,000 74 182,000
15 241,000 30 226,000 45 211,000 60 196,000 75 181,000

メイト社員 「基本給表」
（単位:円）

職務 職務給

L職・セールス職 20,000円

SL職 10,000円

メイト社員 「職務給」

※水準設定については、人事院の標準生計費・総務省の「家計調査」や「物価上昇分（暦年・総合・全国）」等を加味して決定しています。
※保障額の支給については、本人の申告に基づき行われます。4月中に会社より基準額及び申告方法（申告期日や申告書等）に関する通達があり、

5月支給給与にて4月分と合わせた保障額が支給されます。なお、保障分は月例給への対応 とし、賞与へは反映しません。
※ 扶養者・年齢別最低賃金は、人事院の標準生計費・総務省の「家計調査」や「物価上昇分（暦年・総合・全国）」等を加味して決定していますので、

基準額の水準は年度毎に設定されます。

※ベースアップの1,000円を上乗せした本給表となります。
ベースアップ要求は本給に反映しています。

※ 障がい者雇用については別途対応します。
※ 基本給表上の最上位ランクの金額が、ランクアップの上限となります。

５．2020年度要求基準に基づく扶養者・年齢別最低賃金の保障月額(詳細はP104参照)

(単位:円）

年齢 一人扶養 二人扶養 三人扶養 四人扶養
～27 174,700 184,700 194,700 204,700

28 184,900 194,900 204,900 214,900
29 195,100 205,100 215,100 225,100
30 205,200 215,200 225,200 235,200
31 215,400 225,400 235,400 245,400
32 225,600 235,600 245,600 255,600
33 235,800 245,800 255,800 265,800
34 246,000 256,000 266,000 276,000
35 256,200 266,200 276,200 286,200
36～ 266,400 276,400 286,400 296,400

メイト社員 「昇給表」

Ｓ Ａ Ｂ Ｃ

ランク
アップ数

1～30ランク ６ ３ ０ ０

31～40ランク ７ ４ １ ０

41～60ランク ９ ６ ３ ０

61～84ランク １１ ８ ５ ０

メイト社員（店付・営業部付） 「昇給表」

入社年次 B C

ランク
アップ数

2019年4月入社 5 ０

2020年4月入社 ― ―

※入社3年目以降はメイト社員「昇給表」にて昇給をおこないます。
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６．賞与支給表・ポイント表

評価 Ｓ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

ポイント ６ ５ ４ ３ ２

メイト社員「職務別評価別賞与支給表」

職務別評価別賞与支給表

S A B C D

販売・一般 2.50 1.60 1.50 1.40 1.30 

SL職 2.70 1.80 1.70 1.60 1.50 

L職・セールス職 3.00 2.10 1.90 1.80 1.70 

メイトｂ 選択者

賞与加算 0.2ヵ月

メイト社員「賞与評価ポイント表」

職務別評価別支給表(2020年12月・2021年6月、単位:ヵ月)

※ 賞与算出式＝（基本給＋職務給）×評価別支給ヵ月
※ 2021年４月入社のメイト社員の初回賞与（６月）は、1.4ヵ月とします。
※ ①2020年10月入社、および②2021年４月入社のメイト社員としての初回賞与はそれぞれ①2020年10月１日時点、

②2021年４月１日時点の職務における「Ｃ評価にあたる支給ヵ月」とします。
※ メイトｂ(社員転換を目指す制度）選択者については、支給表で定められた水準に加え上記の通り加算をおこないます。

メイト社員の年間賞与の支給対象・基準日・支給方法は、以下の通り要求します。

2020年12月・2021年６月 基本賞与

１）支給対象
・2020年12月賞与 2020年４月１日から2020年９月30日まで勤務し、引き続き支給当日在籍している者。
・2021年６月賞与 2020年10月１日から2021年３月31日まで勤務し、引き続き支給当日在籍している者。ただし、期間中欠勤・
休職日数等のあるものは、それぞれ定めた支給方法で支給する。その際、欠勤日数・休職日数等は期間中の休日・連続休暇等を除く
実質日数とし、それにより出勤日数を算出する。 なお、賞与日割については、それぞれの期間の所定労働日数を基礎に算出する。

２）基準日
・2020年12月賞与 基本給、職務給および職務は2020年９月30日現在とする。ただし、2020年10月１日入社者は10月１日現在とする。

※2020年４月１日から2020年12月１日までにメイト社員からエルダースタッフに転換した者は、エルダースタッフとしての賞与を支給する。
・2021年6月賞与 基本給、職務給および職務は2021年３月31日現在とする。ただし、2021年4月１日入社者は4月１日現在とする。

※2020年10月１日から2021年６月１日までにメイト社員からエルダースタッフに転換した者は、エルダースタッフとしての賞与を支給する。

３）支給方法
①メイト社員

ａ）期間中欠勤のない者 （基本給＋職務給）×職務別評価別支給ヵ月

ｂ）期間中欠勤、休職のある者 （基本給＋職務給）×職務別評価別支給ヵ月×

②メイト社員として初回の賞与のみ
・2020年12月賞与 （基本給＋職務給）×（2020年10月１日時点の職務のＣ評価にあたる支給ヵ月）
・2021年６月賞与 （基本給＋職務給）×（2021年４月１日時点の職務のＣ評価にあたる支給ヵ月）

出勤日数

所定労働日数

メイト社員（店付・営業部付）「基本賞与支給表」

対象者
支給ヵ月

2020年6月賞与 2020年12月賞与 2021年６月賞与

2019年4月入社 1.5 職務別評価別支給表に応じた支給とする

2020年4月入社 1.4 1.5 1.5

※上記の要求内容は、入社1年目の店付部付メイト社員が対象となります。入社2年目以降はメイト社員基本賞与の
職務別評価別支給表に応じた水準となります。

（単位:ヵ月）
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審議決定事項エルダースタッフ対象

Ⅴ．2020年度 エルダースタッフ賃金および年間賞与要求

２．賃金要求の概要

項目 内容 関連
資料

ベースアップ P26

賃金要求 －

最低賃金 Ｐ26

年間賞与要求
・エルダースタッフⅠ～Ⅳの2020年度賞与は1.0ヶ月で要求します。
・賞与加算は S評価 0.4ヶ月 A評価 0.2ヶ月で要求します。

Ｐ26

１．エルダースタッフ賃金要求に関する本年度の考え方

2020年度の要求は人事制度に則った要求をおこないます。
＜賃金要求＞

○ ベースアップは、3つの構成要素に基づき要求の判断をおこないます。

＜最低賃金要求＞

○ 生活者の観点から、「最低賃金要求」をおこないます。
○ 最低賃金についても、時給制・月給制それぞれの要求となります。

※60歳到達時に224,000円を下回る場合は60歳到達時の処遇水準（メイト社員の職務給は除く）
を継続します。
※上記に加え、会社が特殊な職務を担うことを前提に処遇水準を設定する場合は、
労使で確認をおこないます。
※ベースアップ要求分を月例賃金に反映しています。

・エルダースタッフⅠおよびⅡの時間給について表の通り要求します。
・エルダースタッフⅢの月例賃金を224,000円、
なお会社が個別に任命するエルダースタッフⅣの月例賃金は304,000円とすることを要求する。

＜三越伊勢丹のベースアップの考え方＞

物価上昇が個人の生活に与える影響に対しては、雇用形態の別なく対応するべきであると考えることから、ベース
アップ要求をおこないます。要求にあたっては、企業の置かれた環境を十分認識しつつ、社員・メイト社員のベース
アップが月額1,000円の水準であることとのバランスを考慮し、月例賃金1,000円・時間給5円のベースアップを要
求します。

＜2020年度ベースアップ要求に関わる3つの構成要素に対する考え方＞

①物価上昇分
2019年暦年の物価上昇率は0.5％となり上昇している状況です。

②生産性向上分
2019年度の通期予測については第三四半期決算発表にて連結の業績予測が下方修正されるなど厳しい状況です。

③担う役割と賃金バランス
直近1年間におけるエルダースタッフに求められる役割や働き方に大きな変化は見受けられないことから、
担う役割と賃金水準とのバランスにも変化はないことが想定されます。

※ベースアップは、エルダースタッフ月例賃金および時間給の引き上げで対応します。
※ベースアップの要求の賃金反映のタイミングは、給与計算期間等を踏まえ次の通りとします。
月給制⇒4月16日～ 時給制⇒4月1日～

※今回要求する月例の最低賃金は、三越伊勢丹で働く月例給の雇用形態の中で、最下限の水準を基準とします。
対象となるのは、「社員・メイト社員・月例給エルダースタッフ」の中で、最下限となるメイト社員(172,000円)の採用賃
金を基準とします。
※ 今回要求する最低賃金は、2020年4月1日～2021年３月31日の在籍者を対象とします。
なお、障がい者雇用については別途対応します。

・月例賃金 172,000円を下回らないことを要求します。

・エルダースタッフについて、月給制は一律1,000円、時給制は一律5円のベースアップ要求をおこないます。
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３．時間給表

職種 店頭販売 顧客サービス セールスⅠ セールスⅡ 事務・業務

時間給 1,125円 1,125円 1,325円 1,125円 1,025円

※会社が特殊な職務を担うことを前提に処遇水準の見直しが必要と判断した場合は、労使で確認をおこないます。
※ベースアップ要求分を時間給に反映しています。

４．最低賃金

※組合は、地域別に時間給の最低賃金を定めている本部方針に基づき、事業所ごとに最低賃金を設定します。
上記要求水準は、本部方針に基づいた水準をベースに制度上の最下限水準を使用しています。

※2020年度中に上記水準が公的最低賃金（各都道府県の地域別及び産業別最低賃金）を下回った場合は、「公的最低賃金
の改定発効される年月日以前に改定水準を適用する」ことを労使確認の上、組合機関会議（本・支部執行委員会）にて
審議決定します。

時給制エルダースタッフ

ない
東京都内の
事業所

千葉県内の
事業所

神奈川県内
の事業所

埼玉県内の
事業所

茨城県内の
事業所

群馬県内の
事業所

栃木県内の
事業所

福島県内の
事業所

大阪府内の
事業所

1,020円 930円 1,020円 935円 920円 920円 920円 920円 1,020円

１）支給対象
・2020年12月賞与

2020年４月1日から2020年９月30日まで勤務し、引き続き支給当日在籍している者。
・2021年６月賞与

2020年10月１日から2021年３月31日まで勤務し、引き続き支給当日在籍している者。
ただし、期間中欠勤のあるものは、後述の支給方法にて支給する。

２）基準日
・2020年12月賞与

時間給は2020年12月１日現在のものとする。なお、2020年４月１日から12月１日までに
エルダースタッフに転換した者は、エルダースタッフとしての賞与を支給する。

・2021年６月賞与
時間給は2021年６月１日現在のものとする。なお、2020年10月１日から2021年６月１日までに
エルダースタッフに転換した者は、エルダースタッフとしての賞与を支給する。

３）支給方法
①時給制エルダースタッフ

a)期間中欠勤のない者 エルダースタッフ本給×1.0ヵ月
（時給制 : みなし本給＝時間給×週契約時間×52週/12ヵ月、円単位切上げとする）

b)期間中欠勤のある者
月初から月末までの１ヵ月間にまったく出勤がない場合は、１／６を控除する。

②月給制エルダースタッフ
a) 期間中欠勤のない者 基本給×1.0ヵ月

b）期間中欠勤、休職のある者 基本給×1.0ヵ月×

※細部については労使協議の上決定する。

５．年間賞与

エルダースタッフ 2020年12月・2021年6月支給賞与
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審議決定事項フェロー社員対象

Ⅵ．2020年度 フェロー社員賃金および年間賞与要求

１．フェロー社員賃金要求に関する本年度の考え方

2020年度の要求は人事制度に則った要求をおこないます。主な要求項目に関する基本的な考え方は以下の通りです。
＜賃金要求＞
○ ベースアップは、4つの構成要素に基づき要求の判断をおこないます。
○「適正な評価制度の運用による役割成果主義の推進」と「やりがい・働きがい」の
観点から、人事制度に則った「評価分布」と「貢献度ポイント表および能力給改定表」の要求をおこないます。

＜最低賃金要求＞
○ 生活者の観点から、「最低賃金要求」をおこないます。

２．賃金要求の概要

項目 内容 関連
資料

ベースアップ －

評価要求

・フェロー社員Ⅰの評価については、貢献度ポイント表に基づき、
A評価以上3割以上、 B評価（およびC評価）7割未満の分布とする。
※フェロー社員Ⅰにおける評価は退職金制度貢献度ポイントに反映されます。
・フェロー社員Ⅱの評価については、能力給改定表・能力給表および昇給表に基づき、
A評価以上3割以上、B評価（およびC評価）7割未満の分布とする。
併せて以下を要求します。

・面談の実施状況を労使で確認する ・評価反映後の平均時給について、労使で確認をおこなう

－

貢献度ポイント表
退職金算定式

支給係数
能力給改定表

要求

・「貢献度ポイント表」「退職金算定式」「支給係数」「能力給改定表」を表の通り要求します。 Ｐ28

最低賃金要求 ・時間給は事業所別最低賃金を下回らないことを要求します。 Ｐ29

採用賃金要求 ・各事業所、職種で設定される採用賃金が920円を下回らないことを要求します。 －

年間賞与要求 Ｐ30

＜三越伊勢丹のベースアップの考え方＞
物価上昇が個人の生活に与える影響に対しては、雇用形態の別なく対応するべきであると考えることから、ベースアップ要求をおこない

ます。要求にあたっては、企業の置かれた環境を十分認識しつつ、社員・メイト社員のベースアップが月額1,000円の水準であることとの
バランスを考慮し、時間給5円のベースアップを要求します。

＜2020年度ベースアップ要求に関わる４つの構成要素に対する考え方＞
①物価上昇分
2019年暦年の物価上昇率は０.5％となり上昇している状況です。

②生産性向上分
2019年度の通期予測については第三四半期決算発表にて連結の業績予測が下方修正されるなど厳しい状況です。

③担う役割と賃金バランス
直近1年間におけるフェロー社員に求められる役割や働き方に大きな変化は見受けられないことから、担う役割と賃金水準
とのバランスにも変化はないことが想定されます。
④採用賃金上昇分
採用賃金については、直近の時給水準に大きな変化が見受けられないため、現在籍者に対する大きな影響
は無いと判断します。

※ベースアップの要求の賃金反映のタイミングは、給与計算期間等を踏まえ次の通りとします。
既存者⇒4月11日～

※ベースアップは、フェロー社員のベース給の引き上げ(815円⇒820円)で対応をおこないます。

・2020年12月・2021年６月支給賞与を次の支給算出式で算出した額で支給することを要求します。

※ 旧サムタイマー社員（賞与選択者）の定年後再雇用者（エルダーフェロー）は、賞与支給対象期間中のフェロー社員
としての在籍期間に応じて賞与を按分して支給します。

※2020年度は、今回ベースアップをおこなうことや採用競争力を考慮し、5円を上乗せして要求します。

各支給額＝賞与支給対象期間の基本給（契約内＋契約外）総額÷６

・フェロー社員のベースアップについては一律5円のベースアップを要求します。
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３．貢献度ポイント表・退職金算定式・支給係数・能力給改定表

フェロー社員Ⅰ(有期・無期)「貢献度ポイント表」

貢献度評価 Ｓ Ａ Ｂ Ｃ
貢献度ポイント 1.1 0.8 0.6 0.3

＜2019年度下期評価および2020年度上期評価＞

※ 下半期（10月～3月）の評価は7月にポイント付与をおこない、上半期(4月～9月）の評価は翌年1月にポイント付与を
おこないます。

※ 評価によるポイントに関わらず、累積ポイントは13が上限となります。

フェロー社員Ⅰ(有期)「退職金算定式」「支給係数」

＜退職金算定式＞
退職金＝退職時の週契約時間×52×累積貢献度ポイント総数（上限13）×支給係数

＜支給係数＞

再契約回数 １回 ２回 ３回 ４回 ５回 ６回 ７回 ８回 ９回 10回 11回以上

支給計数 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

フェロー社員Ⅰ(無期)「退職金算定式」「支給係数」

初回再契約
からの年数

１年超
2年

２年超
3年

３年超
4年

４年超
5年

５年超
6年

６年超
7年

７年超
8年

８年超
9年

９年超
10年 10年超

支給計数 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

フェロー社員Ⅱ(有期)「能力給改定表」

ゾーン 累積能力給 Ｓ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

Ｓ 200円～350円 15円 5円 0円 0円 0円
Ⅰ 75円～195円 20円 10円 5円 0円 0円
Ⅱ 0円～70円 25円 15円 10円 0円 0円

※ 下半期（10月～3月）の評価は7月11日以降の時給に反映し、上半期（4月～9月）の評価は翌年の1月11日以降の
時給に反映されます。

※ 評価による昇給額に関わらず、累積能力給は350円が上限となります。

＜退職金算定式＞
退職金＝退職時の週契約時間×52×累積貢献度ポイント総数（上限13）×支給係数

＜支給係数＞

＜2019年度下期評価および2020年度上期評価＞
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フェロー社員Ⅱ(無期)「能力給表」および「昇給表」

＜フェロー社員Ⅱ(無期)「能力給表」＞ 単位:円 ＜フェロー社員Ⅱ(無期)「昇給表」＞

※ 下半期（10月～3月）の評価は7月11日以降の時給に反映し、
上半期（4月～9月）の評価は翌年の1月11日以降の 時給に反映されます。

※ 評価による昇給額に関わらず、累積能力給は350円が上限となります。

ゾーン ランク 能力給 ゾーン ランク 能力給 ゾーン ランク 能力給

S

1 350

Ⅰ

32 195

Ⅱ

57 70
2 345 33 190 58 65
3 340 34 185 59 60
4 335 35 180 60 55
5 330 36 175 61 50
6 325 37 170 62 45
7 320 38 165 63 40
8 315 39 160 64 35
9 310 40 155 65 30
10 305 41 150 66 25
11 300 42 145 67 20
12 295 43 140 68 15
13 290 44 135 69 10
14 285 45 130 70 5
15 280 46 125 71 0
16 275 47 120
17 270 48 115
18 265 49 110
19 260 50 105
20 255 51 100
21 250 52 95
22 245 53 90
23 240 54 85
24 235 55 80
25 230 56 75
26 225
27 220
28 215
29 210
30 205
31 200

ゾーン ランク Ｓ Ａ Ｂ Ｃ D

Ｓ 1～31ランク 3 1 0 0 0

Ⅰ 32～56ランク 4 2 1 0 0

Ⅱ 57～71ランク 5 3 2 0 0

４．最低賃金

※ 組合は、地域別に時間給の最低賃金を定めている本部方針に基づき、事業所ごとに最低賃金を設定します。
上記要求水準は、本部方針に基づいた水準をベースに制度上の最下限水準を使用しています。

※ 2020年度中に上記水準が公的最低賃金（各都道府県の地域別及び産業別最低賃金）を下回った場合は、「公的最低賃金
の改定発効される年月日以前に改定水準を適用する」ことを労使確認の上、組合機関会議（本・支部執行委員会）にて
審議決定します。

東京都内の
事業所

千葉県内の
事業所

神奈川県内
の事業所

埼玉県内の
事業所

茨城県内の
事業所

群馬県内の
事業所

栃木県内の
事業所

福島県内の
事業所

大阪府内の
事業所

1,020円 930円 1,020円 935円 920円 920円 920円 920円 1,020円
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５．年間賞与（旧サムタイマー社員賞与選択者のみ）

フェロー社員(旧サムタイマー社員賞与選択者)の2020年12月・2021年６月支給賞与

１）支給対象
・賞与支給対象期間中に旧サムタイマー社員（賞与選択者）としての在籍期間があり、引き続き賞与支給日
当日に在籍している者。ただし、支給日当日までにエルダーフェローⅠに転換した者は除く

２）支給対象期間
・2020年12月賞与

2020年４月11日から2020年10月10日
・2021年６月賞与

2020年10月11日から2021年４月10日

３）支給方法
・賞与支給対象期間の基本給（契約内＋契約外）総額÷６

※細部については労使協議の上決定する。
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審議決定事項

審議決定事項エルダーフェロー対象

Ⅶ．2020年度 エルダーフェロー賃金要求

１．エルダーフェロー賃金要求に関する本年度の考え方

2020年度の要求は人事制度に則った要求をおこないます。
主な要求項目に関する基本的な考え方は以下の通りです。

＜賃金要求＞
○ ベースアップは、3つの構成要素に基づき要求の判断をおこないます。

○ エルダーフェローのやりがい・働きがいの向上に向けて、
特に高い成果を挙げているメンバーを対象とした評価加算金の要求をおこないます。

＜最低賃金要求＞
○ 生活者の観点から、「最低賃金要求」をおこないます。

２．賃金要求の概要

項目 内容 関連
資料

ベースアップ ー

最低賃金要求 Ｐ32

評価加算金要求 Ｐ32

＜三越伊勢丹のベースアップの考え方＞

物価上昇が個人の生活に与える影響に対しては、雇用形態の別なく対応するべきであると考えることから、ベース
アップ要求をおこないます。要求にあたっては、企業の置かれた環境を十分認識しつつ、社員・メイト社員のベース
アップが月額1,000円の水準であることとのバランスを考慮し、時間給5円のベースアップを要求します。

＜2020年度ベースアップ要求に関わる3つの構成要素に対する考え方＞

①物価上昇分
2019年暦年の物価上昇率は0.5％となり上昇している状況です。

②生産性向上分
2019年度の通期予測については第三四半期決算発表にて連結の業績予測が下方修正されるなど厳しい状況です。

③担う役割と賃金バランス
直近1年間におけるエルダーフェローに求められる役割や働き方に大きな変化は見受けられないことから、
担う役割と賃金水準とのバランスにも変化はないことが想定されます。

・エルダーフェローのベースアップについては一律5円のベースアップを要求します。

※ベースアップの要求の賃金反映のタイミングは、給与計算期間等を踏まえ次の通りとします。
既存者⇒4月11日～

※ベースアップは、エルダーフェローの時間給の引き上げで対応します。

・時間給が事業所別最低賃金を下回らないことを要求します。

・評価加算金を（2019年下期評価・2020年上期評価）を以下の通り要求します。
S評価 30,000円 A評価 15,000円
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３．最低賃金

４．評価加算金

・評価結果については労使で確認をおこないます。
※支給対象

・2019年下期評価（2020年8月支給）
2019年10月1日から2020年3月31日まで勤務し、引き続き支給日当日に在籍している者。

・2020年上期評価（2021年2月支給）
2020年4月1日から2020年9月30日まで勤務し、引き続き支給日当日に在籍している者。

※ 組合は、地域別に時間給の最低賃金を定めている本部方針に基づき、事業所ごとに最低賃金を設定します。
上記要求水準は、本部方針に基づいた水準をベースに制度上の最下限水準を使用しています。

※ 2020年度中に上記水準が公的最低賃金（各都道府県の地域別及び産業別最低賃金）を下回った場合は、「公的最低賃金
の改定発効される年月日以前に改定水準を適用する」ことを労使確認の上、組合機関会議（本・支部執行委員会）にて
審議決定します。

東京都内の
事業所

千葉県内の
事業所

神奈川県内
の事業所

埼玉県内の
事業所

茨城県内の
事業所

群馬県内の
事業所

栃木県内の
事業所

福島県内の
事業所

大阪府内の
事業所

1,020円 930円 1,020円 935円 920円 920円 920円 920円 1,020円
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審議決定事項

審議決定事項スペシャリティスタッフ対象

Ⅷ．2020年度 スペシャリティスタッフ賃金要求

１．スペシャリティスタッフ賃金要求に関する本年度の考え方

2020年度の要求は人事制度に則った要求をおこないます。
主な要求項目に関する基本的な考え方は以下の通りです。

＜賃金要求＞
○ ベースアップは、２つの構成要素に基づき要求の判断をおこないます。

○ 2017年度 春の交渉より、賃金の引き上げ率の要求をおこないます。

＜最低賃金要求＞
○ 生活者の観点から、「最低賃金要求」をおこないます。

項目 内容 関連
資料

ベースアップ －

賃金改訂要求 －

最低賃金要求 Ｐ34

２．賃金要求の概要

・スペシャリティスタッフのベースアップについて、年間12,000円のベースアップを要求します。

※ベースアップの要求の賃金反映のタイミングは、給与計算期間等を踏まえ次の通りとします。
既存者⇒4月1日～
※ベースアップは、スペシャリティスタッフ各人の年俸の引き上げで対応します。

＜三越伊勢丹のベースアップの考え方＞

物価上昇が個人の生活に与える影響に対しては、雇用形態の別なく対応するべきであると考えることから、ベースアップ要求をおこな
います。要求にあたっては、企業の置かれた環境を十分認識しつつ、社員・メイト社員のベースアップが月額1,000円の水準であるこ
ととのバランスを考慮し、ベースアップ分として年間12,000円のベースアップを要求します。

＜2020年度ベースアップ要求に関わる２つの構成要素に対する考え方＞

①物価上昇分
2019年暦年の物価上昇率は0.5％となり上昇している状況です。
②生産性向上分
2019年度の通期予測については第三四半期決算発表にて連結の業績予測が下方修正されるなど厳しい状況です。

・2020年度の賃金改定をおこなうスペシャリティスタッフ(エルダースペシャリティスタッフ含む)の
年俸額を時間単価に換算し、全体平均0.7％以上引き上げることを要求する。
※ 上記の賃金改定要求内容は、ベースアップ要求とは別に引き上げをおこなうことを要求します。
※ 年度末（3月末時点）の年俸額を時間単価に換算します。
※ 結果については労使で確認をおこないます。

・スペシャリティスタッフは、年間の給与金額や就業時間を個別に契約する年俸制で契約をおこなっています。
そのため最低賃金要求は、年間収入や月例賃金ではなく年俸を時間単価に換算し要求をおこないます。
＜時間単価算出の計算式＞

年俸 ÷ 年間の契約時間

・最低賃金要求は、年俸を時間単価に換算した上で事業所別最低賃金水準を下回らないことを要求します。
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３．最低賃金

※ 組合は、地域別に時間給の最低賃金を定めている本部方針に基づき、事業所ごとに最低賃金を設定します。
上記要求水準は、本部方針に基づいた水準をベースに制度上の最下限水準を使用しています。

※ 2020年度中に上記水準が公的最低賃金（各都道府県の地域別及び産業別最低賃金）を下回った場合は、「公的最低賃金
の改定発効される年月日以前に改定水準を適用する」ことを労使確認の上、組合機関会議（本・支部執行委員会）にて
審議決定します。

東京都内の
事業所

千葉県内の
事業所

神奈川県内
の事業所

埼玉県内の
事業所

茨城県内の
事業所

群馬県内の
事業所

栃木県内の
事業所

福島県内の
事業所

大阪府内の
事業所

1,020円 930円 1,020円 935円 920円 920円 920円 920円 1,020円
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審議決定事項

審議決定事項エルダースペシャリティスタッフ対象

Ⅸ．2020年度 エルダースペシャリティスタッフ賃金要求

１．エルダースペシャリティスタッフ賃金要求に関する本年度の考え方

2020年度の要求は人事制度に則った要求をおこないます。
主な要求項目に関する基本的な考え方は以下の通りです。

＜賃金要求＞
○ ベースアップは、２つの構成要素に基づき要求の判断をおこないます。

○ 2017年度 春の交渉より、賃金の引き上げ率の要求をおこないます。

＜最低賃金要求＞
○ 生活者の観点から、「最低賃金要求」をおこないます。

２．賃金要求の概要

項目 内容 関連
資料

ベースアップ －

賃金改訂要求 －

最低賃金要求 P36

＜三越伊勢丹のベースアップの考え方＞

物価上昇が個人の生活に与える影響に対しては、雇用形態の別なく対応するべきであると考えることから、ベースアップ要求をおこな
います。要求にあたっては、企業の置かれた環境を十分認識しつつ、社員・メイト社員のベースアップが月額1,000円の水準であるこ
ととのバランスを考慮し、ベースアップ分として年間12,000円のベースアップを要求します。

＜2020年度ベースアップ要求に関わる２つの構成要素に対する考え方＞

①物価上昇分
2019年暦年の物価上昇率は0.5％となり上昇している状況です。
②生産性向上分
2019年度の通期予測については第三四半期決算発表にて連結の業績予測が下方修正されるなど厳しい状況です。

・エルダースペシャリティスタッフのベースアップについて、年間12,000円のベースアップを要求します。
※ベースアップの要求の賃金反映のタイミングは、給与計算期間等を踏まえ次の通りとします。
既存者⇒4月1日～

※ベースアップは、エルダースペシャリティスタッフ各人の年俸の引き上げで対応します。

・2020年度の賃金改定をおこなうエルダースペシャリティスタッフ(スペシャリティスタッフ含む)の
年俸額を時間単価に換算し、全体平均0.7％以上引き上げることを要求する。
※ 上記の賃金改定要求内容は、ベースアップ要求とは別に引き上げをおこなうことを要求します。
※ 年度末（3月末時点）の年俸額を時間単価に換算します。
※ 結果については労使で確認をおこないます。

・エルダースペシャリティスタッフは、年間の給与金額や就業時間を個別に契約する年俸制で契約をおこなっています。
そのため最低賃金要求は、年間収入や月例賃金ではなく年俸を時間単価に換算し要求をおこないます。
＜時間単価算出の計算式＞

年俸 ÷ 年間の契約時間

・最低賃金要求は、年俸を時間単価に換算した上で事業所別最低賃金水準を下回らないことを要求します。
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３．最低賃金

※ 組合は、地域別に時間給の最低賃金を定めている本部方針に基づき、事業所ごとに最低賃金を設定します。
上記要求水準は、本部方針に基づいた水準をベースに制度上の最下限水準を使用しています。

※ 2020年度中に上記水準が公的最低賃金（各都道府県の地域別及び産業別最低賃金）を下回った場合は、「公的最低賃金
の改定発効される年月日以前に改定水準を適用する」ことを労使確認の上、組合機関会議（本・支部執行委員会）にて
審議決定します。

東京都内の
事業所

千葉県内の
事業所

神奈川県内
の事業所

埼玉県内の
事業所

茨城県内の
事業所

群馬県内の
事業所

栃木県内の
事業所

福島県内の
事業所

大阪府内の
事業所

1,020円 930円 1,020円 935円 920円 920円 920円 920円 1,020円
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Ⅹ.2019年度労使通年協議の取り組み
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報告事項全員対象

１． 2019年度 労使通年協議について

○この章では、2019年度の労使通年協議の取り組みについてご報告します。
春の交渉議案書における審議決定事項は下記の通りとなります。

この章のポイント

やりがい 夢安心

ワークライフ
バランス セーフティネット 福利厚生

人事賃金制度
（賃金制度）

人事賃金制度
（人材育成）

下支え

１．2019年度 労使通年協議の考え方

「安心」「やりがい」「夢」 雇用を通じた安心・日々の業務を通じたやりがい・自己実現に向けた夢
「人事賃金制度(賃金制度)」 メンバーが高いモチベーションで働ける仕組み
「人事賃金制度(人材育成）」 持てる力を最大限発揮できる仕組み
「ワークライフバランス」 仕事と生活の調和
「セーフティネット」 安心して働ける環境
「福利厚生」 働きやすい環境

＜組合としての人に関わる諸制度の考え方＞

①仕組み ②運用

③働き方

＜３つの視点＞

①仕組み
メンバーのやりがい・働きがいにつながる仕組みの構築や現行制度の課題解決に向けた仕組みの見直し
②運用
制度の適正な運用に向けた実態の把握と課題への対応
③働き方
働く環境のベースとなる「適正な時間管理」によるメンバーのやりがい・働きがいの向上、「ハラスメントの防止」による
働きやすい 職場環境の構築

2019年度労使通年協議においては「組合としての人に関わる諸制度の考え方」および「３つの視点」を踏まえて協議をおこなってきました。

対象の雇用形態 検討項目 制度改定のタイミング

社員・メイト社員

社員ステージC制度改定の方向性 2020年10月～

メイト社員制度改定の方向性 2020年10月～

賞与制度改定に向けた検討 2020年12月支給賞与～

確定拠出年金(DC)マッチング拠出制度の導入 2020年12月募集予定

エルダースタッフ 無期雇用化と制度拡充に向けた検討 2020年4月～

フェロー社員・エルダーフェロー 有給休暇付与日数の拡充 2020年4月～

スペシャリティスタッフ・
エルダースペシャリティスタッフ 有給休暇付与日数の拡充 2020年4月～

全雇用形態
半日有給休暇制度の検討 2020年4月～

在宅勤務の対象者拡大 2020年4月～
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３．2019年度の通年協議項目について

２．労使通年協議について

・労使通年協議とは「年間を通じて労使で課題認識の共有、解決策の議論をおこない必要な制度改定の成案化
を目指す」協議形態です。
・今年度の労使通年協議においては、制度を中心に検討をおこなう「人事制度部会」に加えて、特に｢働く環境の
整備」に向けて「働き方部会」を引き続き設置し、仕組みや運用だけでなく「適正な時間管理」についても労使協議
をおこなってきました。

9月 10月 11月 12月 2月

労
使
通
年

協
議
の
流
れ

1月5月 6月 7月 8月

労
使
委
員
会

労使部会　（月１～２回程度）
労
使
委
員
会

労
使
協
議
会
で

確
認

労使部会（月１～２回程度）
労
使
協
議
会
で

最
終
確
認

労
使
委
員
会

春
の
交
渉

労使事務局 労使事務局

＜労使通年協議の流れ＞

専
門
協
議
会

専
門
協
議
会

専
門
協
議
会

対象の雇用形態 検討項目 ２月ＭＶ議案書における位置づけ

社員 ネクストキャリア制度改定について 報告事項

社員・メイト社員
賞与制度改定に向けた検討 審議決定事項

確定拠出年金(DC)マッチング拠出制度の検討 審議決定事項

社員ステージC 人事制度改定に向けた検討 途中経過報告事項

メイト社員 人事制度改定に向けた検討 途中経過報告事項

エルダースタッフ 無期雇用化や制度拡充に向けた検討 審議決定事項

社員・メイト社員・
エルダースタッフ 在宅勤務の対象者拡大 審議決定事項

フェロー社員・エルダーフェロー 初商手当の見直し 報告事項

フェロー社員・エルダーフェロー
エルダースタッフ・

スペシャリティスタッフ・
エルダースペシャリティスタッフ

有給休暇付与日数の拡充 審議決定事項

スペシャリティスタッフ スペシャリティスタッフ制度改定に向けた検討 報告事項

全雇用形態
半日有給休暇制度の検討 審議決定事項

働く環境の整備 報告事項
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２．社員ステージC・メイト社員人事制度改定について

○制度改定における基本的な考え方や今後のスケジュールについてお伝えします。

この章のポイント

検討項目 具体的事項 議案書における位置づけ

社員ステージC・メイト社員の人事制度改定
基本的な考え方 報告事項

今後のスケジュール 報告事項

社員ステージC・メイト社員対象

１．制度改定における基本的な考え方

＜１＞人事制度を検討する上での基本的な考え方

基本的な考え方 概要

経営戦略との整合性 経営戦略との整合性が図られているかどうか

多様性 さまざまな事情を持ったメンバーへの対応ができているか

役割成果 現行の制度のベースとなる役割成果の考え方に合致しているか

中⾧期的なやりがい・働きがい ⾧期間にわたってやりがい・働きがいを維持向上することができているか

公平性 さまざまな所属や組織にとって偏った仕組みになっていないか

収益向上 成果に対する配分は適正におこなわれているかどうか

＜２＞ステージC・メイト社員人事制度改定における基本的な考え方

•上司との関係性等による大きな役割変動および賃金変動が可能な仕組みではないこと公平・公正

•役割変動によるリスクを気にすることなく、新たな領域・所属にチャレンジすることができるような
仕組みであること

チャレンジする風土

•一回の人事異動による役割変動よりも、⾧期間にわたる地道な再現性のある成果発揮を重視するこ
と中⾧期のやりがい・働きがい

•さまざまな事情を抱えるメンバーにとって一回の休職等による賃金への影響を数年かかっても
取り戻せないような仕組みではないこと一定の安心感

コース限定 エリア限定 期待役割 担う役割

メイト社員a あり あり Ｌ職
販売・SL職・Ｌ職

メイト社員b あり なし Ｌ職

社員ステージＣ なし なし Ａ職 販売・SL職・Ｌ職
Ａ職・シニアスタイリスト

＜３＞社員ステージCとメイト社員の雇用形態間のバランス

・社員ステージCとメイト社員における雇用形態間のバランスは、コース限定やエリア限定、期待役割における違い等を総合的に踏まえた
仕組みとなっています。
・一方で、同一労働同一賃金への社会的な要請・関心が高まっている状況を踏まえると、今後の制度改定にあたっては、担う役割や
その限定のあり方と処遇とのバランスいう観点から、雇用形態間の違いの明確化に向けた検討をおこなう必要があります。

報告事項

＜現状における整理＞
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２．制度改定全体のスケジュールについて

・2020年2月のメンバーズVOICEでは本給制度改定の方向性や賞与制度の改定に関する審議決定をおこないます。
・2020年5月のテーマ別VOICEでは、本給および賞与の詳細について、対象メンバーへの説明をおこなっていきます。
・2020年9月のメンバーズVOICEでは、制度改定に伴う移行ルールに関してお伝えしたうえで、2020年10月より制度改定後の
制度による運用をスタートしていきます。
※メンバーズVOICE:全雇用形態対象 テーマ別VOICE:対象を限定（今回は社員ステージC、メイト社員を想定）

＜社員ステージC・メイト社員制度改定スケジュールイメージ＞

2020年２月

＜春の交渉メンバーズVOICE＞

制度改定の方向性の確認

2020年５月

＜テーマ別VOICE＞

制度の詳細の決定

2020年9月

＜メンバーズVOICE＞

新制度への移行ルールの決定

2020年10月

新制度の運用スタート

2020年6月 2020年10月 2020年12月 2021年6月

本給

昇給

賞与

退職給付

社員転換

ステージＣ

メイト社員

一般
ＳＬ

Ｌ

Ａ キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ

管
理
業
務
の

能
力
・
割
合

ステージＣ

メイト社員

ス
タ
イ
リ
ス
ト

Ｃ
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト

マ
ー
チ
ャ
ン
ダ
イ
ザ
ー

Ｐ
ス
タ
イ
リ
ス
ト

そ
の
他…

顧
客
へ
の

価
値
提
供
力

＜従来の「ＳＭ・ブロック制」での管理方法とキャリアステップ＞
※職務階層＝責任の大きさを上げていくことがキャリアアップ

＜新しいお買場運営での管理方法とキャリアステップ＞
※各機能の中もしくは跨ぎながら個人の力を上げていくことがキャリアアップ

・組織と業務フローの改革として、 ⅰ）最小単位をブロック制とした組織から営業部内での機能別組織への改編、
ⅱ）従来職務レベルに限定していた権限を、雇用形態ごとに設定することでの顧客対応の改善を進めています。
・ⅰ）は、１９年度より、ＳＭ/Ｂ・ブロック制の廃止と機能別組織へ組織改編を進めています。
・ⅱ）は、２０年４月から、業務運営上の多階層を解消し、職務ごと(Ａ職・Ｌ職)に設定していた業務権限を、
雇用形態ごと(ステージＣ・メイト社員)に設定する見直しを検討しています。

＜社員ステージC・メイト社員制度改定スケジュールイメージ＞

現行制度の本給 制度改定後の本給

現行の昇給表
による昇給

改定後の支給表
による支給

現行の支給表
による支給

現行の支給表に
基づく支給

改定後の昇給表
による昇給

現行制度の退職給付 改定後の水準による退職給付

制度改定後の制度を前提とした募集・選考

・2020年10月より新制度の運用をスタートしていきます。
・賞与については、その評価対象期間を踏まえ、2020年12月支給賞与まで現行制度における支給をおこない、2021年6月より
制度改定後の賞与支給表による支給をおこなっていきます。
・社員転換試験の受験資格については、2020年2月時点で制度改定の方向性について労使による確認をおこなっていることを踏まえ、
2020年度受験（2021年4月転換）より、制度改定後のルールに基づく募集・選考をおこなっていきます。（詳細については議案書
P56参照）

＜参考資料:会社資料＞運営モデル見直しに伴う店頭におけるキャリアステップのあり方の変化

現在、会社では下記の通り店頭を中心として組織と業務フローの見直しが進められています。人事制度改定にあたっては、このような組織階層
やキャリアステップにおける変化を踏まえた上で、検討をおこなっていく必要があると言えます。
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３．社員ステージC制度改定に向けた検討

○社員ステージCの人事制度改定の方向性をお伝えします。具体的には、本給制度改定の方向性や
賞与制度の改定についてお伝えします。

主な内容

社員ステージC・特別社員対象

検討項目 具体的事項 議案書における位置づけ

社員ステージC
人事制度改定に向けた検討

制度改定の概要 審議決定事項

本給制度改定の方向性 途中経過報告事項

賞与制度改定の方向性 途中経過報告事項

退職給付制度改定の方向性 途中経過報告事項

C-t社員制度における検討 途中経過報告事項

評価権限に関する検討 途中経過報告事項

途中経過報告事項

１．本給制度改定の方向性

＜現行制度＞

・役割によって毎年変動
・毎年の評価によって変動

＜役割成果給＞ ＜ベース給＞

ステージＣ共通
固定水準

(￥199,000)

＜制度改定の概要＞

役割によって変動

役割と成果を反映

役
割
・
評
価
に
よ
っ
て
変
動

・毎年の評価によって変動
・グレード毎に上限水準

＜個人成果給＞ ＜役割給＞

評
価
に
よ
っ
て
昇
給

役割➁ 役割①

役割の大きさによって変動

役割毎の水準

＜資格給＞

ステージC 共通水準

成果の積み上げを反映 役割の大きさを反映

ベースアップ等を反映

グ
レ
ー
ド
③

グ
レ
ー
ド
➁

グ
レ
ー
ド
①

資格給

・本給について、役割と成果をベースとした現在の考え方は変更しないものの、そのバランスのあり方や役割と成果の本給反映部分の
あり方について、現行制度における課題を踏まえ見直しをおこなっていきます。
・具体的には、これまでと比較して、「役割の変動」よりもむしろ「成果の積み上げ」をより重視する仕組みへと見直しをおこなっていきます。
また、役割変動と成果の反映部分の明確化をおこなうとともに、役割変動がタイムリーに賃金に反映される仕組みとしていきます。

<現行制度における考え方＞

役割の変動 成果の積み上げ＞
<制度改定後の考え方＞

役割の変動 成果の積み上げ＜

＜１＞制度改定の概要 審議決定事項
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＜３＞役割給について

定義 制度改定時の対象者

役割給➁ ステージCとして、期待される役割が相対的に大きい 基本的に、現在のシニアスタイリストを想定

役割給① ステージCとして期待される役割・責任の大きさ、現在のA職相当 原則、ステージC全員を想定

・基本的に、制度改定時における役割給の定義および対象者は上記を前提としていきます。
・役割給➁は、ステージCとして相対的に大きい役割を担う場合に任命される役割給として定義をおこないます。制度改定時には、
現在のシニアスタイリストのように、特に顧客接点において高い成果を期待される人材を対象として任命をおこなっていくことを想定
しています。
・役割給①は、ステージCとして期待される役割の大きさ(権限、責任の大きさ）を反映し、原則としてステージC全員(役割給②
任命者を除く)を任命するものとします。
・役割給の具体的な水準については、個人成果給や資格給とのバランスを踏まえ、今後検討をおこなっていくものとします。

<これまでの考え方＞ ＜今後の考え方＞

役割の大きさの違い

＜２＞ステージCにおける区分の設定について

・ステージCにおける区分の名称について、 「グレード」という名称を前提に検討をおこなっています。
・ステージＣにおけるグレードは、期待役割ではなく「期待成果」を前提に整理をおこなっていきます。（期待成果の詳細について
議案書P45を参照）具体的には、ステージCとして成果発揮の再現性が高く、より大きな成果発揮が期待される区分を上位
グレードとして整理していきます。
・ステージC制度改定における基本的な考え方(役割の反映部分と成果の反映部分の分離)を踏まえ、グレードによる担う役割
には違いを設けないものとします。
・区分間の進級の条件については、成果の積み上げという位置づけを踏まえ、一定ランク到達および進級考課を前提に検討を
おこなっています。

項目 概要

名称 グレード

区分の数 ３つ

目的 同一資格内における一定のステップ感、中⾧期のやりがい・働きがい

上位等級の定義 期待成果の高さ（成果発揮の再現性が高くより高い成果発揮を期待される)

担う役割 グレードによって担う役割に違いは設けない

処遇への反映 グレード別の本給表(個人成果給）や賞与支給表を設定

区分間の進級 一定ランク(グレード間重複ランク)到達＋進級考課 を前提に検討

職務による違い

役割➁ 役割①

相対的に大きい役割 ステージCとして共通して期待される役割

・役割給は、組織上の特定の職務ではなく、期待される役割の大きさを処遇に反映する仕組みとしていきます。基本的には、会社と
して期待される役割の大きさに応じて、任命される仕組みを前提としています。

ステージB昇格
受験要件

現行制度 制度改定後
4月1日時点で、ステージC在籍が原則3年以上経過した
方(ステージC-t社員は、ステージC在籍1年以上経過し

た方)、昇格考課「A」で、会社が認めた方
原則、変更はおこなわない

＜ステージB昇格受験要件＞

・ステージBの期待役割に変更がないことから、ステージB昇格要件について基本的には変更はおこなわないものとします。具体的には、
ステージCのどのグレードからの受験も可能としていく方向で検討をおこなっていきます。

途中経過報告事項
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＜４＞個人成果給について

・現行制度においては、役割変動と成果の積み上げのいずれも役割成果給に反映しています。
・制度改定後は、役割変動と成果の積み上げの反映先を分離し、成果の積み上げ(毎年の評価反映)については個人成果給
に反映をおこなっていきます。また、役割変動による個人成果給の変更は一切おこなわないものとします。

＜基本的な考え方＞

賃金反映のあり方

役割変動
役割成果給

成果の
積み上げ

賃金反映のあり方

役割変動 役割給

成果の
積み上げ 個人成果給

＜現行制度＞ ＜制度改定後＞

・昇格(ステージB昇格)に関わる原資および昇給(評価による昇給)に関わる原資について、制度改定後も現行制度に
おける水準を基本的に維持していきます。
・制度上だけではなく、運用実態に関しても労使で確認をおこなっていきます。具体的には、人事異動後や評価反映後の
原資の動向について今後も継続して労使確認をおこなっていきます。

昇格原資
昇給原資 制度改定後も維持

・期待成果とは、再現性の高さと期待される成果の大きさによって定義をおこないます。
・再現性の高さとは、異なる所属･担当・役割においても安定的に高い成果を発揮することが期待できることを意味しています。
・成果の大きさとは、より難易度の高い成果行動目標の達成が期待できることを意味しています。

※三越伊勢丹における成果の定義について、現行制度を継続していきます。(下記参照)

期待成果
期待される成果の大きさ

期待される再現性の高さ

＜成果の定義について＞

能力主義 結果主義

成果主義

・潜在能力や意欲態度を中心とした能力主義や、最終成果だけを重視した結果主義とは違い、成果主義は成果につながること
が予想されるアウトプット(中間成果)や業績そのものを表わす最終成果までを評価します。
・本給評価においては、特に再現性の高いアウトプットとして成果行動を評価指標としています。

潜在能力 意欲態度 成果行動 中間成果 最終成果

＜参考資料:期待成果について＞
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職務階層
本給額

202,000
204,000
206,000
208,000
210,000
212,000
214,000
216,000
218,000
220,000
222,000
224,000
226,000
228,000
230,000
232,000
234,000
236,000
238,000
240,000
242,000
244,000
246,000
248,000
250,000
252,000
254,000
256,000
258,000
260,000
262,000
264,000
266,000
268,000
270,000
272,000
274,000
276,000
278,000
280,000
282,000
284,000
286,000
288,000
290,000
292,000
294,000
296,000
298,000
300,000
302,000
304,000
306,000
308,000
310,000
312,000
314,000
316,000
318,000
320,000
322,000
324,000
326,000
328,000
330,000
332,000
334,000
336,000
338,000
340,000
342,000

シニスタ職

344,000

A職 Ｌ職 ＳＬ職 一般職 業務Ｓ職 セールス職

＜現行の本給表(役割成果給＋ベース給)＞

※金額は本給合計、体系は現行の役割成果給表

・個人成果給の検討にあたっては、本給合計の上限金額等については、基本的には現在の水準から大きな変更をおこなわない
ものとします。
・具体的な水準設定にあたっては、昇給のあり方(昇給表）を含め、下記のイメージを前提に詳細に関する検討を今後おこなっ
ていきます。

＜本給表(個人成果給＋資格給＋役割給)改定イメージ＞

※金額は本給合計、体系は改定後の個人成果給表イメージ

＜個人成果給改定イメージ＞

グレード
本給額
344,000
343,000
342,000
341,000
340,000
339,000
338,000
337,000
336,000
335,000
334,000
333,000
332,000
331,000
330,000
329,000
328,000
327,000
326,000
325,000
324,000
323,000
322,000
321,000
320,000
319,000
318,000
317,000
316,000
315,000
314,000
313,000
312,000
311,000
310,000
309,000
308,000
307,000
306,000
305,000
304,000
303,000
302,000
301,000
300,000
299,000
298,000
297,000
296,000
295,000
294,000
293,000
292,000
291,000
290,000
289,000
288,000
287,000
286,000
285,000
284,000
283,000
282,000
281,000
280,000
279,000
278,000
277,000
276,000
275,000
274,000
273,000
272,000
271,000
270,000
269,000
268,000
267,000
266,000
265,000
264,000
263,000
262,000
261,000
260,000
259,000
258,000
257,000
256,000
255,000
254,000
253,000
252,000
251,000
250,000
249,000
248,000
247,000
246,000
245,000
244,000
243,000
242,000
241,000
240,000
239,000
238,000
237,000
236,000
235,000
234,000
233,000
232,000
231,000
230,000
229,000
228,000
227,000
226,000
225,000
224,000
223,000
222,000
221,000
220,000
219,000
218,000
217,000
216,000
215,000
214,000
213,000
212,000
211,000
210,000
209,000
208,000
207,000
206,000
205,000
204,000
203,000
202,000

グレード3 グレード2 グレード1
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２．賞与制度改定の方向性

支給ヵ月

12月 6月

1.25 1.25

評価 Ａ職 Ｌ職 ＳＬ職 販売 業務 セールス シニア
スタイリスト

SS 3.8 
Ｓ 2.7 2.4 2.1 1.8 1.4 2.4 3.1 
Ａ 2.0 1.8 1.6 1.4 1.2 1.8 2.5 
Ｂ 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 1.6 1.9 
Ｃ 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 1.4 1.3 
Ｄ 1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 1.2 1.2 

職務別評価別支給表(単位:ヵ月)

＜社員ステージＣ 「賞与支給表」＞

＜１＞検討の方向性

<基本的な考え方＞ ＜検討の前提＞

役割重視から
成果(の積み上げ)重視へ

職務階層の縮小

＜検討の方向性＞

グレード別水準設定

現行水準の維持

・賞与制度の検討にあたっては、役割から成果(の積み上げ)重視へという制度改定全体の方向性および、職務階層の縮小
や現行水準維持という制度改定における前提を踏まえ、役割別評価別の水準設定から、グレード別評価別の水準設定
へと見直しをおこなっていきます。

＜２＞制度改定イメージ

評価 Ａ職 Ｌ職 ＳＬ職 販売 セールス

Ｓ 2.7 2.4 2.1 1.8 2.4 

Ａ 2.0 1.8 1.6 1.4 1.8 

Ｂ 1.8 1.6 1.4 1.2 1.6 

Ｃ 1.6 1.4 1.2 1.0 1.4 

Ｄ 1.4 1.2 1.0 0.8 1.2 

評価 グレード３ グレード２ グレード１

Ｓ 2.7 2.5 2.4 

Ａ 2.0 1.9 1.8 

Ｂ 1.8 1.7 1.6 

Ｃ 1.6 1.5 1.4 

Ｄ 1.4 1.3 1.2 

＜参考資料:現行制度＞

・賞与制度の改定にあたっては、制度改定全体の方向性を踏まえ、成果の積み上げを反映することを目的とし、基本的には
グレード別の支給表としていきます。

・役割の大きさの支給表への反映のあり方や、具体的な支給表水準については、現行水準の維持という観点も踏まえ、
今後継続して検討をおこなっていきます。

<現行制度の支給表 単位:ヵ月＞ <制度改定後の支給表（イメージ）:単位:ヵ月＞

（賞与支給額＝本給合計✖支給表ヵ月） （賞与支給額＝本給合計✖支給表ヵ月）
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３．退職給付制度改定の方向性

＜１＞検討の方向性

<基本的な考え方＞ ＜検討の範囲＞

出身会社別制度の
統合に向けた検討

退職金一時金

＜制度改定の方向性＞

確定拠出年金

制度統合に向けた検討

出身会社別水準の継続

・社員ステージCの退職給付制度は、出身会社別の制度設計となっているため、社員ステージCの制度改定にあたっては、
出身会社別制度の統合に向けた検討をおこなってきました。
・しかし、特に確定拠出年金の水準については、これまでの経緯(I社員におけるキャッシュバランスプランの解消と確定拠出
年金への移管)から、水準差が大きいため完全統合に伴う影響が非常に大きい状況です。
・上記を踏まえ、退職一時金については出身会社別の水準統合をおこなうものの、確定拠出年金については出身会社別の
制度を継続する方向で検討をおこないます。
・また、制度の位置づけを踏まえ、具体的な検討範囲は、今後の積み立て分とし、これまでの積み立て分に関する変更は
基本的におこなわないものとします。

＜２＞退職一時金の統合に向けた検討の方向性(イメージ)

ステージC:７
C-t:５

退職一時金ポイント

A職 L職・
セールス職 SL職 販売・一般 業務 特別加算 積立期間

I社員 10 ６ ４ ２ １ 24 35年
M社員 ８ ８ ８ ８ ８ なし 定年まで

ステージC:７
C-t:５

退職一時金ポイント

ステージC共通水準 特別加算 積立期間

社員 検討中(現行のM社員の水準を前提に検討） なし 定年まで

＜３＞確定拠出年金

旧CB移管分 月例掛金（ステージ共通）
I社員 9000

標準報酬月額✖14.5÷1000＋9000円
M社員 ０

・制度改定における基本的な考え方（役割の変動から成果の積み上げへ）や、今後の会社の方向性（職務階層の
縮小）を踏まえ、退職一時金の積み立てポイントについては、役割の大きさにおける違いは設けず、基本的にはステージC
共通の水準設定としていきます。
・具体的な水準については、現行のM社員の水準を前提に検討をおこなっています。
・現在、I社員のみでおこなっている賞与評価における特別加算（S・A評価時）は、制度改定における基本的な考え方
（中⾧期のやりがい・働きがい）を踏まえ、2020年12月支給賞与時を最後に廃止するとともに、その原資はI社員におけ
る積立期間の延⾧（35年→定年まで）に活用していくものとします。

<現行制度＞

<制度改定後＞

<現行制度＞

現行制度を継続

・確定拠出年金については、その影響の大きさを踏まえ基本的に出身会社別の水準となっている現行の制度を継続していきます。
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４．Cーｔ社員制度における検討

<検討の前提＞ ＜検討の方向性＞

採用人数の変化 C-ｔ社員期間の見直し

育成のあり方

賃金変動のあり方組織改正・人事制度改定

育成面の課題

＜１＞検討の方向性

＜２＞Cーｔ社員期間における検討

項目 概要

Cーｔ社員期間 4年間(延⾧あり)

ステージB昇格 C-ｔからの直接受験は不可
(ステージCからの受験のみ)

＜現行制度＞ ＜検討の方向性＞

項目 概要

Cーｔ社員期間 6年間程度

ステージB昇格 C-ｔからの直接受験が可能

＜３＞賃金変動のあり方

ランク 金額

1 255,000

2 250,000

3 245,000

4 240,000

5 235,000

6 230,000

評価 昇給額
Ａ 10,000
Ｂ 5,000
Ｃ 0

資格 金額

A職下限水準 282,000

ランク 本給額
1 286,000
2 282,000
3 278,000
4 274,000
5 270,000
6 266,000
7 262,000
8 258,000
9 254,000
10 250,000
11 246,000
12 242,000
13 238,000
14 234,000
15 230,000
16 221,000

ランク Ａ Ｂ Ｃ

1～7 8,000 4,000 0

8～15 16,000 8,000 0

16 21,000 13,000 9,000

・C-t社員制度は、現在の社員ステージC人事制度を前提に構築がされているため、人事制度改定や組織のあり方の見直し
（職務階層の見直し）といった今後の方向性を踏まえると、C-ｔ社員の仕組みも見直しをおこなう必要があると言えます。
・具体的には、現在の育成面における課題等を踏まえたC-t期間の見直しや、人事制度改定の方向性（成果の積み
上げを重視）等を踏まえた、賃金変動のあり方の見直しについて検討をおこなっていきます。

・現在の制度における、C-t社員期間は4年間となっていますが、定期採用社員の多くが受験をおこなうステージBの昇格審査
受験のタイミング（入社6年目）等を踏まえると、育成期間とのギャップがある状況です。こうした現状や一人ひとりの志向を
踏まえたきめ細かい育成という観点から、育成期間の延⾧に向けた検討をおこなっていきます。

一
般
職

C-t

A
職

L
職

S
L
職

C-t

グ
レ
ー
ド
➂

グ
レ
ー
ド
②

グ
レ
ー
ド
①

＜現行制度＞ ＜検討の方向性＞

＜制度改定のイメージ＞

＜現行制度＞ ＜制度改定後＞

・現行制度においては、C-t期間終了後は、任命された職務の下限ランクに格付される仕組みになっており、C-t期間の成果
の積み上げ（昇給）は、ステージC格付時にリセットされる仕組みとなっています。今後は、人事制度改定の方向性を踏まえ、
C-t期間の成果の積み上げがステージC格付時に反映される仕組みとしていきます。
・また、賃金変動のあり方の検討にあたっては、在籍中のC-t社員への影響を踏まえた上で、検討をおこなっていくものとします。



50

社
員

フ
ェ
ロ
ー
社
員

エ
ル
ダ
ー
ス
タ
ッ
フ

ス
ペ
シ
ャ
リ
テ
ィ
ス
タ
ッ
フ

メ
イ
ト
社
員

特
別
社
員

エ
ル
ダ
ー
フ
ェ
ロ
ー

エ
ル
ダ
ー

ス
ペ
シ
ャ
リ
テ
ィ
ス
タ
ッ
フ

５．評価権限に関する検討

<検討の前提＞ ＜検討の方向性＞

被評価者にとっての納得性

ステージCを対象とした
評価権限の一部付与マネジメント面における育成

雇用形態間の納得性

・組織改正や要員数の変化によって、所属によっては被評価者にとっての評価に対する納得性という観点からは、現状は課題
がある状況と言えます。
・また、現在進められている組織改正の方向性（職務階層の縮小）等を踏まえると、ステージBに求められるマネジメントと
してのマインドを中⾧期的に育成していく仕組み作りが必要な状況と言えます。
・そして、雇用形態間の納得性や同一労働同一賃金という観点からは、雇用形態間の違いの明確化に関する必要性は
一層高まっている状況です。
・上記の考え方を踏まえ、ステージCを対象とした評価権限の一部付与に関する検討をおこなっていきます。

＜１＞検討の方向性

＜２＞評価対象者等のイメージ

項目 概要

被評価者 フェロー社員、エルダーフェロー

検討の範囲 一次評価（フェロー社員）、評価加算申請（エルダーフェロー）

対象者 ステージCの中で任命を基本とする

評価者教育 任命者に対する評価者教育をおこなう

制度開始時期 検討中

・その期待役割を踏まえ、ステージCへの評価権限の付与は、被評価者や担う評価フローについても限定的なものとします。
・具体的には、フェロー社員・エルダーフェローを対象とした、一次評価や評価加算申請等に関する権限を担うことを前提
に検討をおこなっています。
・評価権限付与の対象者は基本的には社命による任命としますが、その基準や方法については今後検討をおこなっていく
ものとします。
・評価者として任命された場合には、会社として評価者教育をおこなっていくことを前提に検討を進めています。
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４．メイト社員制度改定に向けた検討

〇メイト社員の人事制度改定の方向性をお伝えします。具体的には、本給制度や賞与制度の改定について
お伝えします。

主な内容

メイト社員対象

検討項目 具体的事項 議案書における位置づけ

メイト社員
人事制度改定に向けた検討

制度改定の概要 審議決定事項

本給制度改定の方向性 途中経過報告事項

賞与制度改定の方向性 途中経過報告事項

メイト社員ｂ解消に伴う対応 途中経過報告事項

社員転換試験受験要件に関する検討 途中経過報告事項

途中経過報告事項

＜１＞制度改定の概要
＜現行制度＞

・評価によって変動

＜基本給＞ ＜職務給＞

＜制度改定の概要＞

役割によって変動

成果の積み上げを反映

・評価によって変動
・グレード毎に上限水準

＜個人成果給＞ ＜役割給＞

評
価
に
よ
っ
て
昇
給

＜資格給＞

共通水準

共通水準
(ベースアップ等を反映)

成果の積み上げを反映役割を反映

Ｌ
職 Ｓ

Ｌ
職

・役割によって変動

評
価
に
よ
っ
て
昇
給

１．本給制度改定の方向性

当初設定なし
(次年度以降継続協議)

グ
レ
ー
ド
①

グ
レ
ー
ド
④

グ
レ
ー
ド
③

グ
レ
ー
ド
②

本給

賞与

チャレンジする風土

中⾧期のやりがい・働きがい

一定の安心感

公平・公正

雇用形態間の納得性の向上に向けた対応
（賞与制度の拡充）

成果の積み上げを重視した仕組み
（中⾧期の昇給可能性）

・本給制度の検討にあたっては、制度改定の目的（中⾧期のやりがい・働きがい）を踏まえと、成果の積み上げをより重視した
仕組みとしていきます。具体的には、評価による昇給可能性がより中⾧期にわたって実感できるような制度改定をおこなってい
きます。
・賞与については、雇用形態間の納得性の向上に向けて、水準の拡充に向けた検討をおこなっていきます。

＜制度改定の目的＞ ＜制度改定の方向性＞

審議決定事項
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＜２＞メイト社員における区分の設定について

・メイト社員における区分の名称について、 「グレード」という名称を前提に検討をおこなっています。
・メイト社員におけるグレードは、期待役割ではなく「期待成果」を前提に整理をおこなっていきます。 （期待成果の詳細について
議案書P45を参照）具体的には、メイト社員として成果発揮の再現性が高く、より大きな成果発揮が期待される区分を上
位グレードとして整理していきます。
・区分間の進級の条件については、成果の積み上げという位置づけを踏まえ、一定ランク到達および進級考課を前提に検討を
おこなっています。
・グレードの処遇への反映にあたっては、本給（グレード別の本給表）および、賞与支給にておこなっていくものとします。

項目 概要

名称 グレード

区分の数 ４つ

目的 同一資格内における一定のステップ感、中⾧期のやりがい・働きがい

上位等級の定義 期待成果の高さ（成果発揮の再現性が高くより高い成果発揮を期待される)

処遇への反映 グレード別の本給表(個人成果給）や賞与支給表を設定

区分間の進級 一定ランク(グレード間重複ランク)到達＋進級考課 を前提に検討

＜３＞役割給について
<検討の前提＞ ＜検討の方向性＞

職務階層の縮小
（制度改定時には）

役割給の設定をおこなわない
雇用形態間の違いの明確化

・現在、会社では組織の見直しが進められており、マネジメントラインにおける職務階層の縮小がおこなわれています。
・また、雇用形態間における納得性という観点からは、社員ステージCとの違いの明確化を更におこなう必要があります。
・こうした状況を踏まえ、今回の制度改定時にメイト社員としての役割給は設定しないものとします。
・しかし、一方でメイト社員において顧客接点における成果を処遇する仕組みに関する検討の必要性は高いと言えます。
そのため、マネジメントラインではなく、顧客接点における高い成果を処遇する仕組みとしての役割給の設定については
次年度以降も継続して検討をおこなっていきます。

＜４＞個人成果給について

<検討の前提＞ ＜検討の方向性＞

現行制度における課題
昇給可能性が

⾧期に継続する仕組み
制度改定の目的

・現行のメイト社員の本給表は、無期雇用化以前に設計されたものをベースとしており、その昇給のあり方は必ずしも⾧期勤続を
前提としたものとは言えない状況です。
・今回の人事制度改定の目的（中⾧期のやりがい・働きがい、成果の積み上げの重視）と現行制度における課題を踏まえ、
個人成果給の設定にあたっては、⾧期に昇給可能性が継続する仕組みを前提に検討をおこなっています。

・昇給(評価による昇給)に関わる原資について、制度改定後も現行制度における水準を基本的には維持していきます。
・制度上だけではなく、その運用実態に関しても労使で確認をおこなっていきます。具体的には、人事異動後や評価反映後の
原資の動向について継続して労使確認をおこなっていきます。

昇給原資 制度改定後も維持

＜基本的な考え方＞

途中経過報告事項



53

＜個人成果給の改定イメージ＞

＜現行の本給表(基本給＋職務給)＞ ＜本給表(個人成果給＋資格給)改定イメージ＞

※金額は本給合計、体系は制度改定後の個人成果給表イメージ

・個人成果給の検討にあたっては、本給合計の上限金額等については、基本的には現在の水準から大きな変更をおこなわない
ものとします。
・具体的な水準設定にあたっては、昇給のあり方(昇給表）を含め、下記のイメージを前提に詳細に関する検討を今後おこなっ
ていきます。

グレード
本給額

274,000
273,000
272,000
271,000
270,000
269,000
268,000
267,000
266,000
265,000
264,000
263,000
262,000
261,000
260,000
259,000
258,000
257,000
256,000
255,000
254,000
253,000
252,000
251,000
250,000
249,000
248,000
247,000
246,000
245,000
244,000
243,000
242,000
241,000
240,000
239,000
238,000
237,000
236,000
235,000
234,000
233,000
232,000
231,000
230,000
229,000
228,000
227,000
226,000
225,000
224,000
223,000
222,000
221,000
220,000
219,000
218,000
217,000
216,000
215,000
214,000
213,000
212,000
211,000
210,000
209,000
208,000
207,000
206,000
205,000
204,000
203,000
202,000
201,000
200,000
199,000
198,000
197,000
196,000
195,000
194,000
193,000
192,000
191,000
190,000
189,000
188,000
187,000
186,000
185,000
184,000
183,000
182,000
181,000
180,000
179,000
178,000
177,000
176,000
175,000
174,000
173,000
172,000

グレード２グレード１ グレード３ グレード４
職務階層

本給額
274,000
273,000
272,000
271,000
270,000
269,000
268,000
267,000
266,000
265,000
264,000
263,000
262,000
261,000
260,000
259,000
258,000
257,000
256,000
255,000
254,000
253,000
252,000
251,000
250,000
249,000
248,000
247,000
246,000
245,000
244,000
243,000
242,000
241,000
240,000
239,000
238,000
237,000
236,000
235,000
234,000
233,000
232,000
231,000
230,000
229,000
228,000
227,000
226,000
225,000
224,000
223,000
222,000
221,000
220,000
219,000
218,000
217,000
216,000
215,000
214,000
213,000
212,000
211,000
210,000
209,000
208,000
207,000
206,000
205,000
204,000
203,000
202,000
201,000
200,000
199,000
198,000
197,000
196,000
195,000
194,000
193,000
192,000
191,000
190,000
189,000
188,000
187,000
186,000
185,000
184,000
183,000
182,000
181,000
180,000
179,000
178,000
177,000
176,000
175,000
174,000
173,000
172,000

Ｌ・セールス職 ＳＬ職 一般職 総計
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２.賞与制度改定の方向性
＜１＞検討の方向性

<基本的な考え方＞ ＜検討の前提＞

成果の積み上げを重視 職務階層の縮小

＜検討の方向性＞

グレード別水準設定

メイトｂの解消

・賞与制度の検討にあたっては、役割から成果(の積み上げ)重視や水準拡充による雇用形態間の納得性の向上という
制度改定全体の方向性および、職務階層の縮小やメイトｂの解消という制度改定における前提を踏まえ、役割別評価別
の水準設定から、グレード別評価別の水準設定へと見直しをおこなっていきます。

水準の拡充

職務別評価別支給表

S A B C D

販売・一般 2.50 1.60 1.50 1.40 1.30 

SL職 2.70 1.80 1.70 1.60 1.50 

L職・セールス職 3.00 2.10 1.90 1.80 1.70 

メイトｂ 選択者

賞与加算 0.2ヵ月

＜現行制度＞

＜参考資料＞

＜２＞制度改定イメージ

S A B C D

L職・
セールス職 3.00 2.10 1.90 1.80 1.70 

SL職 2.70 1.80 1.70 1.60 1.50 

販売・一般 2.50 1.60 1.50 1.40 1.30 

S A B C D

グレード４ 3.0 2.5 2.3 2.2 2.1

グレード３ 2.9 2.2 2.0 1.9 1.8

グレード２ 2.7 2.0 1.8 1.7 1.6

グレード１ 2.5 1.9 1.7 1.6 1.5

・賞与制度の改定にあたっては、制度改定全体の方向性を踏まえ、成果の積み上げを反映することを目的とし、基本的には
グレード別の支給表としていきます。

・具体的な水準の検討にあたっては、雇用形態間の納得性という観点から、支給水準の拡充に向けた検討を進め
ていきます。

・具体的な支給表については、雇用形態間のバランスや評価によるメリハリという観点も踏まえ今後継続して検討をおこなって
いきます。

<現行制度の支給表＞ <制度改定後の支給表（イメージ）＞
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３．メイト社員ｂの解消に関する検討

<検討の前提＞ ＜検討の方向性＞

メイトｂの解消

賞与支給の見直し

メイトｂを対象とした本拠地選択

雇用形態間のバランス

＜１＞検討の方向性

＜２＞賞与支給表の見直し

0.1ヵ月
0.5ヵ月

メイトｂ メイトa メイト社員

<現行の支給水準＞ <検討の方向性＞

＜３＞メイト社員ｂを対象とした本拠地選択

項目 概要

対象者 メイト社員ｂ（2020年4月時点）

本人選択 複数選択（第2希望まで、いずれかで新宿エリア・日本橋エリア・銀座エリアを選択)

本人選択のタイミング 2020年上期中

異動への反映 制度改定時のみ(単年度)

異動反映のタイミング 検討中（2020年10月を想定）

本拠地変更 本人希望については毎年の自己申告にて会社に伝える（異動への反映は社命による）

・雇用形態間の違いの明確化という観点から、エリア間の異動が可能なメイト社員ｂという区分は今後解消していきます。
・メイト社員ｂの解消にあたっては、賞与支給表の見直しやメイト社員ｂを対象とした本拠地選択等に関する検討をおこ
なっていきます。

・メイト社員ｂの解消にあたって、現在メイト社員ｂを対象におこなっている賞与加算分（年間0.4ヵ月）についても解消
をおこないますが、メンバーにとっての納得性という観点から、今後はメイト社員全体を対象に賞与支給表水準の拡充
（詳細は議案書P54参照）をおこなっていきます。

・メイト社員ｂの解消にあたって、現在のメイト社員ｂを対象とした本拠地選択をおこなっていきます。
・具体的な選択にあたっては、本人希望(第2希望まで選択）を聞いた上で、希望の範囲内で社命により決定するものとします。
・本人選択にあたっては、異動への反映という観点から、第2希望までに必ず新宿エリア・日本橋エリア・銀座エリアのいずれかを
含んだ内容で選択することを前提とします。（ただし、選択はあくまでもメイト社員としての通勤可能範囲内のエリアとします）
・制度改定後の本拠地変更に関する希望は、基本的には不可とするものの、本人希望については毎年の自己申告にて
申し出が可能な仕組みとしていきます。（異動への反映はあくまでも社命によるものとします）
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４．社員転換試験の受験資格要件に関する検討

・所属を超えた公平性(所属によって職務任命のハードルの高さにはバラつきがある等)や、キャリアにおける選択肢の拡大
(機会の拡大)という観点から、社員転換試験の受験要件の見直しに向けた検討をおこなっています。
・具体的には、社員転換試験の受験資格要件のうち、職務任命については今後要件としない方向で協議をおこなっています。
・一方で、育成や本人への意識づけといった観点からは、職務任命の代替となるような要件についても検討をおこなう必要がある
と言えます。

＜１＞検討の方向性

コース 社員転換試験の受験要件

販売・販売支援コース メイトｂを選択し、職務を担い成果を発揮している

法人外商コース メイト社員として満3年以上(中途入社は満2年以上)を有し、職務を担い成果を発揮している

本社コース メイト社員として満3年以上(中途入社は満2年以上)の経験を有し、職務を担い成果を発揮している

<基本的な考え方＞ ＜制度改定の方向性＞

公平性

選択肢の拡大 職務任命の要件
に関する見直し

＜検討の方向性＞

職務任命を
受験要件としない

組織の見直し

＜参考＞現行の社員転換試験の受験要件

＜２＞今後の受験資格について

項目 検討の方向性

今後の受験資格 在籍年数や個人成果給ランク、転換考課(評価)等を前提に検討中

制度改定のタイミング 2020年度の受験(2021年4月転換)から適用

代替となる
要件の検討

・社員転換試験の今後の受験資格については、公平性や想定される対象者数等を踏まえ、現在協議を進めています。
・具体的には、在籍年数や個人成果給ランク、転換考課（評価）等を前提に検討をおこなっています。
・2020年度の社員転換試験（2021年4月転換）の受験より、制度改定後の受験資格にて、募集および選考をおこなっていく
ものとします。具体的な受験資格については、2020年5月頃を目処に発信をおこなっていく予定です。
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５．賞与制度改定に向けた検討

〇賞与制度改定に向けた検討ついてお伝えします。具体的には社員ステージB賞与制度改定および社員
ステージC・メイト社員賞与制度における計数ウェイトの見直しについてお伝えします。

主な内容

社員・メイト社員対象

検討項目 具体的事項 議案書における位置づけ

社員ステージB人賞与制度 賞与制度改定 審議決定事項

社員ステージC・メイト社員賞与制度 計数ウェイトの見直し 審議決定事項

１．ステージB賞与制度改定について

<検討の前提＞ ＜検討の方向性＞

賞与評価における中心化傾向 ガイドラインの見直し

評価の計数ウェイト見直し

評価段階の見直し雇用形態間のバランス

賞与評価における納得性

＜１＞検討の方向性

・賞与評価における中心化傾向という現状の課題を踏まえ、評価におけるメリハリに向けて賞与表のガイドラインの見直しや、評価
段階の見直しに関する検討をおこなっています。
・雇用形態間のバランスや賞与評価における納得性という観点から、賞与評価における計数ウェイトの見直しをおこなっていきます。

審議決定事項

＜２＞賞与支給表の見直し(評価段階の見直し)

・評価における納得性と評価におけるメリハリを踏まえ、評価段階の見直しをおこないます。具体的には、現在の5段階評価を見直し、
今後は9段階による評価としていきます。
・また、評価段階の見直しに伴って、賞与支給表の見直しをおこなっていきます。具体的には、2021年6月支給賞与から反映を
おこなっていきます。
・制度改定後の運用状況については、労使で確認をおこなっていきます。

＜現行の賞与支給表 単位:ヵ月＞ ＜制度改定後の賞与支給表 単位:ヵ月＞

※賞与支給額(6月支給)＝本給×支給表ヵ月 ※賞与支給額(6月支給)＝本給×支給表ヵ月

役割① 役割② 役割③ 役割④ 役割⑤ 役割給なし
9 6.5 6.2 5.9 5.7 5.4 5.1
8 6.2 5.9 5.6 5.4 5.1 4.8
7 5.9 5.6 5.3 5.1 4.8 4.5
6 5.6 5.3 5.0 4.8 4.5 4.2
5 5.3 5.0 4.7 4.5 4.2 3.9
4 5.0 4.7 4.4 4.2 3.9 3.6
3 4.7 4.4 4.1 3.9 3.6 3.3
2 4.4 4.1 3.8 3.6 3.3 3.0
1 4.1 3.8 3.5 3.3 3.0 2.7

B-2

役割① 役割② 役割③ 役割④ 役割⑤ 役割給なし 新任
9 6.3 6.0 5.7 5.5 5.2 4.9 5.2
8 6.0 5.7 5.4 5.2 4.9 4.6 4.9
7 5.7 5.4 5.1 4.9 4.6 4.3 4.6
6 5.4 5.1 4.8 4.6 4.3 4.0 4.3
5 5.1 4.8 4.5 4.3 4.0 3.7 4.0
4 4.8 4.5 4.2 4.0 3.7 3.4 3.7
3 4.5 4.2 3.9 3.7 3.4 3.1 3.4
2 4.2 3.9 3.6 3.4 3.1 2.8 3.1
1 3.9 3.6 3.3 3.1 2.8 2.5 2.8

B-1

役割① 役割② 役割③ 役割④ 役割⑤ 役割給なし

5 6.1 5.8 5.5 5.3 5.0 4.7
4 5.6 5.3 5.0 4.8 4.5 4.2
3 5.3 5.0 4.7 4.5 4.2 3.9
2 5.0 4.7 4.4 4.2 3.9 3.6
1 4.5 4.2 3.9 3.7 3.4 3.1

B-2

役割① 役割② 役割③ 役割④ 役割⑤ 役割給なし 新任

5 5.9 5.6 5.3 5.1 4.8 4.5 4.8
4 5.4 5.1 4.8 4.6 4.3 4.0 4.3
3 5.1 4.8 4.5 4.3 4.0 3.7 4.0
2 4.8 4.5 4.2 4.0 3.7 3.4 3.7
1 4.3 4.0 3.7 3.5 3.2 2.9 3.2

B-1
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＜４＞計数ウェイトの見直し

対象者 計数 成果行動

セールス・プライベートスタイリスト 70％ 30％

ステージB
計数目標あり 70％ 30%

計数目標なし 0％ 100％

ステージA
計数目標あり 80% 20％

計数目標なし 0％ 100％

＜現行制度＞ ＜制度改定後＞

対象者 計数 成果行動

セールス・
プライベート
スタイリスト

最大 60％ 40％

最小 50％ 50％

ステージB
最大 40％ 60%

最小 0％ 100％

ステージA
最大 50% 50％

最小 0％ 100％

・ステージ間のバランスと評価における納得性という観点から、賞与評価における計数ウェイトの見直しをおこないます。
・具体的には、雇用形態間の計数ウェイトのバランスを図るとともに、フィードバックにおける納得性の高い説明という観点からも、
成果行動のウェイトの引上げ等をおこなっていきます。また、資格ごとに計数ウェイトを固定としないことによって、業務内容や業務特性
の計数ウェイトへのきめ細かい反映を目指していきます。
・具体的には、 2021年6月支給賞与から運用をスタートしていきます。

＜３＞ガイドラインの見直し

項目 概要

分布 全体平均3.1ポイント以上

ガイドライン 中位評価が全体の50％以下

＜現行制度＞ ＜制度改定後＞
項目 概要

分布 全体平均5.1ポイント以上

ガイドライン 中位評価が全体の60％程度概ね55％～
65％の範囲内であることを労使で確認する

・評価段階の変更に伴う分布の見直しをおこなっていきます。
・今年度の賞与評価（2019年6月）においては、評価におけるメリハリを目的に、中位評価を全体の50％以下するガイドラインの
発信をおこなってきました。これにより、評価における中心化傾向が改善される等の一定の成果はあったと言えます。しかし、実態との
乖離も大きいため、評価における納得性という観点からも課題がある状況です。
・評価における納得性と評価におけるメリハリを踏まえ、ガイドラインの見直しをおこなっていきます。ガイドラインの見直しについては、
2020年6月支給賞与から運用をスタートしていきます。

２．社員ステージC・メイト社員の賞与評価における計数ウェイトの見直し
＜計数ウェイトの見直し＞

計数 成果行動

A職 60％ 40％

L職 50％ 50%

SL職 40％ 60％

販売・一般 30% 70％

セールス・プライベー
トスタイリスト 70％ 30％

＜現行制度＞ ＜制度改定後＞

対象者 計数 成果行動

社員ステージC・
メイト社員

最大 30％ 70%

最小 0％ 100％

セールス・
プライベート
スタイリスト

最大 60％ 40％

最小 50％ 50％

・ステージ間や雇用形態間のバランスと評価における納得性という観点から、社員ステージCおよびメイト社員に関しても、賞与評価に
おける計数ウェイトの見直しをおこないます。
・具体的には、ステージ間や雇用形態間の計数ウェイトのバランスを図るとともに、フィードバックにおける納得性の高い説明という観点
から、成果行動のウェイトの引上げ等をおこなっていきます。また、資格ごとに計数ウェイトを固定としないことによって、業務内容や
業務特性の計数ウェイトへのきめ細かい反映を目指していきます。
・具体的には、 2020年12月支給賞与から運用をスタートしていきます。
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６．ネクストキャリア制度改定について

○ネクストキャリア制度改定にあたって、制度改定の概要等についてお伝えします。

この章のポイント

検討項目 具体的事項 議案書における位置づけ

ネクストキャリア制度改定

取り組みの位置づけ・検討の方向性 報告事項

年齢別資格別加算金水準の見直し 報告事項

退職時期の拡大 報告事項

今後のスケジュール 報告事項

社員対象

１．取り組みの位置づけ

・ネクストキャリア制度は、2017年度より選択肢の拡大に向けて水準拡充や募集回数拡充といった制度改定をおこないました。
・制度改定は、選択肢の拡大という面では一定の成果があったものの、その原資への影響も決して小さくはないこと、構造改革
が当初の想定以上のペースで進捗してきていること、制度改定後一定の選択の機会は確保されてきたこと、費用計上のあり方
が決算に与える影響等を踏まえると、加算金の水準見直し等の制度改定に向けた検討をおこなう必要があると言えます。

２．検討の方向性

項目 検討の方向性

加算金水準 水準の見直し

対象者 現行の対象者を継続

募集回数 現行の回数を継続

退職時期 選択肢の拡大

・選択肢の拡大に向けた取り組み(対象者、募集回数、退職時期)は継続・拡大するものの、原資への影響等を踏まえ年齢
別ステージ別の加算金水準については2016年以前の水準を前提とした見直しをおこなっていきます。

～2019年度

年齢
ステージＡ ステージＢ ステージＣ

金額 金額 金額
35～39歳 1,000 800 
40～44歳 2,000 1,000 
45～47歳 3,000 1,500 
48歳 5,000 4,500 2,500 
49歳 5,000 4,500 2,500 
50歳 5,000 4,500 2,500 
51歳 4,800 4,300 2,350 
52歳 4,400 3,900 2,100 
53歳 4,000 3,500 1,850 
54歳 3,500 3,000 1,550 
55歳 3,000 2,500 1,250 
56歳 2,700 2,300 1,100 
57歳 2,500 2,000 1,000 
58歳 1,500 1,200 600 
59歳 500 400 200 

〇現行水準(～2019年度、単位:万円)

2020年度～

年齢
ステージＡ ステージＢ ステージＣ

金額 金額 金額
35～39歳 1,000 800 
40～44歳 1,900 1,000 
45～47歳 2,250 1,250 
48歳 2,500 2,250 1,250 
49歳 2,500 2,250 1,250 
50歳 2,700 2,500 1,500 
51歳 2,600 2,400 1,400 
52歳 2,500 2,300 1,300 
53歳 2,400 2,200 1,200 
54歳 2,300 2,100 1,100 
55歳 2,200 2,000 1,000 
56歳 2,000 1,800 900 
57歳 1,800 1,600 800 
58歳 1,000 800 400 
59歳 500 400 200 

〇改定後水準(2020年度～、単位:万円)

３．年齢別資格別加算金水準の見直し

報告事項
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５．スケジュール

2019年9月

制度改定に関する審議

2019年10月～

現行制度による募集

2020年度～

改定後制度による募集

＜制度改定スケジュール＞

・2019年度の募集については、現行制度の内容(水準・対象者)にて募集をおこなっていきます。
・2020年度の募集については、制度改定後の内容にて募集をおこなっていくこととします。

制度改定前(～2019年度) 制度改定後(2020年度～)

対象者

雇用形態 社員・特別社員 社員・特別社員

年齢
ステージＢ・ステージＣ:35歳以上59歳以下 ステージＢ・ステージＣ:35歳以上59歳以下

ステージＡ:48歳以上59歳以下 ステージＡ:48歳以上59歳以下

勤続年数 社員・特別社員としての勤続年数が
５年以上(休職期間を除く)

社員・特別社員としての勤続年数が
５年以上(休職期間を除く)

その他
受付期間内に所定の手続きにて申請 受付期間内に所定の手続きにて申請

会社が指定する退職日まで在籍 会社が指定する退職日まで在籍

募集

募集回数 年2回 年2回

募集時期
①(9月末退職)原則、6月1日～6月30日 ①(8月末退職、9月末退職)

原則、6月1日～6月30日

②(3月末退職)原則、10月1日～11月30
日

②(2月末退職、3月末退職)
原則、10月1日～11月30日

退職 退職時期
①9月末退職 ①8月末退職、9月末退職

②3月末退職 ②2月末退職、3月末退職

再雇用後
のキャリア

雇用形態 フェロー社員 フェロー社員

採用 筆記試験免除、面接のみ 筆記試験免除、面接のみ

労働条件 拠点・職種ごとの採用賃金 拠点・職種ごとの採用賃金

雇用転換(フェロー⇒メイト) 受験可能とする 受験可能とする

４．退職時期の見直し
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７.フェロー社員・エルダーフェローの制度改定について

○有給休暇の付与日数改定の報告と昇給のあり方についてお伝えします。

この章のポイント

フェロー社員・エルダーフェロー対象

審議決定事項

２.フェロー社員・エルダーフェローの有給休暇付与日数の拡充

<基本的な考え方＞ ＜具体的検討項目＞

他の雇用形態とのバランス
中⾧期のやりがい・働きがい

有給休暇の付与日数の拡充

昇給のあり方

初商手当の拡充

１.フェロー社員・エルダーフェローの制度改定における本年度の考え方

・社員・メイト社員が所定労働時間短縮などの制度改定を行ってきた中でフェロー社員・エルダーフェローの制度改定が十分に行えていないと
捉えています。加えて、現在の市場の動向を踏まえフェロー社員とエルダーフェローの中⾧期的なやりがい働きがいを考えると
制度拡充が必要であると考えております。

初回
（入社時）

同２回目
（１年以下）

同３回目
（１年超２年）

同４回目
（２年超３年）

同５回目
（３年超４年）

同６回目
（４年超５年）

同７回目
（５年超）

【新設】週５日かつ35時間契約 11日 12日 13日 15日 17日 19日 22日
【変更】週5日または週30時間以上

35時間未満契約 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日

4日かつ週30時間未満契約 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日

3日契約 5日 6日 6日 8日 9日 9日 11日

2日契約 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日

・現在のフェロー社員とエルダーフェローの有給休暇付与日数については、社員・メイト社員との総実労働時間との比較の観点で、
社員・メイト社員とバランスをとる必要があります。
・契約において１週間に５日以上勤務かつ１週間に35時間以上勤務されるフェロー社員・エルダーフェローの方々対象に、2020年10月の
有給休暇付与分から社員・メイト社員と同等に有給休暇が付与される支給表に改定いたします。

フェロー社員・エルダーフェローの
制度改定にむけた検討

有給休暇付与日数の拡充 審議決定事項

初商日手当拡充 審議決定事項後報告事項

次年度以降の検討 報告事項

入社月
週勤務日数・時間 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

【新設】週5日かつ35時間契約 11日 10日 10日 10日 10日 10日 6日 5日 4日 3日 2日 1日

【変更】週5日または週30時間以上
35時間未満契約 10日 10日 10日 10日 10日 10日 5日 4日 3日 0日 0日 0日

週4日かつ30時間未満契約 7日 7日 7日 7日 7日 7日 4日 3日 2日 0日 0日 0日

3日契約 5日 5日 5日 5日 5日 5日 4日 3日 2日 0日 0日 0日

2日契約 3日 3日 3日 3日 3日 3日 2日 1日 1日 0日 0日 0日

<入社時の年次有給休暇>

<入社時以降の年次有給休暇>

検討項目 具体的事項 議案書の位置付け
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３.フェロー社員・エルダーフェローの初商日手当拡充

・2020年１月の初商からフェロー社員とエルダーフェローの初商日手当を１時間あたり+500円から+800円に拡充しました。

<制度改定前> <制度改定後>

審議決定後報告事項

初回
（入社時）

同２回目
（１年以下）

同３回目
（１年超２年）

同４回目
（２年超３年）

同５回目
（３年超４年）

同６回目
（４年超５年）

同７回目
（５年超）

5日または週30時間以上契約 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日

4日かつ週30時間未満契約 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日

3日契約 5日 6日 6日 8日 9日 9日 11日

2日契約 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日

初回
（入社時）

同２回目
（１年以下）

同３回目
（１年超２年）

同４回目
（２年超３年）

同５回目
（３年超４年）

同６回目
（４年超５年）

同７回目
（５年超）

社員・メイト社員 11日 12日 13日 15日 17日 19日 22日

＜参考資料②:社員・メイト社員における有給休暇付与日数＞

＜参考資料①:現行制度＞

入社月
週勤務日数・時間 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

5日または週30時間以上契約 10日 10日 10日 10日 10日 10日 5日 4日 3日 0日 0日 0日

週4日かつ30時間未満契約 7日 7日 7日 7日 7日 7日 4日 3日 2日 0日 0日 0日

3日契約 5日 5日 5日 5日 5日 5日 4日 3日 2日 0日 0日 0日

2日契約 3日 3日 3日 3日 3日 3日 2日 1日 1日 0日 0日 0日

４.次年度以降の検討について

報告事項

・フェロー社員の昇給のあり方や貢献度ポイントのあり方については継続して次年度の10月改定を目指し継続協議いたします。
・60歳以降の働き方については今年度エルダースタッフ中心に制度改定を行ってまいりましたが、次年度以降はエルダーフェローになった際の
働き方やエルダーフェローの昇給のあり方など様々な視点から課題を整理し引き続き議論を行ってまいります。
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８．スペシャリティスタッフの制度改定について

○年間の総労働時間の設定と賃金変動率の設定についてお伝えいたします。

この章のポイント

スペシャリティスタッフ・エルダースペシャリティスタッフ対象

審議決定事項

<基本的な考え方＞ ＜具体的検討項目＞

・他の雇用形態とのバランス
・制度に対する納得性向上 契約時間上限の設定

賃金変動率の設定

有給休暇付与日数の拡充

１. 制度改定における本年度の考え方

・社員・メイト社員をはじめとする他の雇用形態との制度上のバランスを整え、スペシャリティスタッフとエルダースペシャリティスタッフ一人ひとりの
制度に対する納得性を高め、より安心感が得られるよう労使通年協議を行いました。

検討項目 具体的事項 議案書の位置付け

スペシャリティスタッフ制度改定について

有給休暇付与日数の拡充 審議決定事項

総契約時間が1840時間を超える方への対応 報告事項

賃金変動のあり方に関する検討 報告事項

次年度以降の検討 報告事項

２. 有給休暇付与日数の拡充

初回
（入社時）

同２回目
（１年以下）

同３回目
（１年超２年）

同４回目
（２年超３年）

同５回目
（３年超４年）

同６回目
（４年超５年）

同７回目
（５年超）

【改定】週35時間以上契約 11日 12日 13日 15日 17日 19日 22日
5日または週30時間以上35時間未満契約 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日

4日かつ週30時間未満契約 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
3日契約 5日 6日 6日 8日 9日 9日 11日
2日契約 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日

・現在の有給休暇の支給表では社員・メイト社員同等にフルタイム相当勤務されているスペシャリティスタッフ・エルダースペシャリティスタッフの
有給休暇付与日数が、社員・メイト社員と比較して少なく設定されています。
・年間総労働時間を週で計算し１週間に35時間以上勤務される契約のスペシャリティスタッフ・エルダースペシャリティスタッフの方々対象に、
社員・メイト社員同等に有給休暇が付与される支給表に改定いたします。

初回
（入社時）

同２回目
（１年以下）

同３回目
（１年超２年）

同４回目
（２年超３年）

同５回目
（３年超４年）

同６回目
（４年超５年）

同７回目
（５年超）

社員・メイト社員 11日 12日 13日 15日 17日 19日 22日

＜参考資料:社員・メイト社員における有給休暇付与日数＞

初回
（入社時）

同２回目
（１年以下）

同３回目
（１年超２年）

同４回目
（２年超３年）

同５回目
（３年超４年）

同６回目
（４年超５年）

同７回目
（５年超）

週37時間5分以上契約 11日 12日 13日 15日 17日 19日 22日
5日または週30時間以上契約 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日
4日かつ週30時間未満契約 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日

3日契約 5日 6日 6日 8日 9日 9日 11日
2日契約 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日

＜現行制度＞
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５. 次年度以降の検討

・ 60歳以降の働き方についてはエルダースペシャリティスタッフの無期雇用化やストック有給休暇制度の導入など様々な観点から
継続協議いたします。
・スペシャリティスタッフとエルダースペシャリティスタッフの条件改定に伴う評価や面談のあり方等は一人ひとりの納得性を高められるあり方を
協議してまいります。
・年間の契約時間については、今年度の対応は途中経過ととらえ、次年度以降も継続して1840時間に設定できるように協議します。

３. 総契約時間が1840時間を超える方への対応

・現在、スペシャリティスタッフとエルダースペシャリティスタッフは個別年間契約であることから各々の年間契約時間は個別に設定されています。
・その中でフルタイム勤務である社員・メイト社員を超える年間労働時間で契約されている方も存在しています。
・今回の制度改定では、2019年度の年間休日数が112日を下回るスペシャリティスタッフとエルダースペシャリティスタッフの方対象に
年間の休日数を112日に設定します。なお、この制度改定に伴う賃金変動は行わないこととします。
・複数年かけて、スペシャリティスタッフとエルダースペシャリティスタッフの年間契約時間上限を1840時間に設定できるように、
継続協議いたします。

４. 賃金変動のあり方に関する検討

・年俸改定において、大きな労働条件の見直し（大幅な年俸の減額等）が発生するような場合には事前に労使で確認を行います。
・また、その生活への影響の大きさを考慮し、単年での条件の見直しは一定の範囲内に収まるよう、配慮を行うことを労使で確認します。

報告事項

<検討の方向性><課題>

２回目の再契約で無期雇用となる中で、役割の見直しによ
り大幅に年俸が下がる可能性がある。

スペシャリティスタッフの年俸改定におけるあるべき変動幅のあ
り方について基準の検討を行う。
※60歳定年再雇用時の合理的な職務の見直しは除く。

<2020年度改定項目>

・有給休暇付与日数の拡充
・年間休日を最低112日に設定
・年俸改定において大きな労働条件の見直しが
発生するような場合には事前に労使で確認を
行う

<2021年度制度改定検討項目>

・エルダースペシャリティスタッフの無期雇用や
ストック有給休暇制度の導入など
・条件改定に伴う評価や面談のあり方の検討
・年間契約時間上限の継続検討
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９. エルダースタッフの制度改定について

○今年度のエルダースタッフの取り組みについて報告をします。

この章のポイント

１.エルダースタッフの無期雇用化について
・60歳以降の働き方については労使通年協議の中で、「労働市場の変化」「雇用への安心感」を視点に協議を進めて参りました。
その中で来年度はエルダースタッフを無期雇用化し、更なる雇用への安心感への対応を行っていきます。

２.エルダースタッフの無期雇用化に伴う対応

項目 詳細

対象者 全エルダースタッフ

開始時期 2020年4月

就業条件確認 原則、毎年3月におこなう

定年 65歳(雇用期間の満了）

60歳まで 60歳以降

社員・メイト社員 エルダースタッフ

無期 有期

＜現行制度＞

60歳まで 60歳以降

社員・メイト社員 エルダースタッフ

無期

１）傷病休職について

60歳まで 60歳以降

社員・メイト社員 エルダースタッフ

欠勤6ヵ月・休職2年 欠勤3ヵ月・休職3ヵ月

＜現行制度＞ ＜今後＞

60歳まで 60歳以降

社員・メイト社員 エルダースタッフ

欠勤6ヵ月・休職2年

・エルダースタッフの無期雇用化に伴い、傷病休職を改定し、新たにストック有給休暇制度を導入します。

＜今後＞

２）ストック有給休暇制度導入について

項目 導入項目・詳細

定年前の残日数持ち越し あり（上限日数230日、2020年4月以降新たにエルダースタッフになる者）

積立 あり

積立開始時期 2020年4月(2018年4月付与有給休暇分より対象)

積立上限日数 230日

使用事由・日数 60歳以前と変更はおこなわない

ストック１・ストック２ 60歳以前の区分を継続(ただし、買取については不可)

退職前一括取得 対象とする(ストック２を対象、上限230日）

買取 なし
現エルダースタッフへの
経過措置対応 別途記載（次ページへ）

審議決定事項エルダースタッフ対象

検討項目 具体的事項 議案書における位置づけ

エルダースタッフの制度改定について

エルダースタッフの無期雇用化について

審議決定事項エルダースタッフの無期雇用化に伴う対応

時給制エルダースタッフの有給休暇付与日数の拡充
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2020年3月末日時点年齢 残年数 経過措置付与日数（2020年4月1日付与）

64歳 1年 3日

63歳 2年 6日

62歳 3年 9日

61歳 4年 12日

60歳 5年 15日

・今年度はエルダースタッフの無期雇用化・それに伴う対応として新たにストック有給休暇制度導入を行いました。
次年度以降も引き続き法改正や労働市場や時代の変化に対応すべく、定年延⾧や定年前の役割に応じた働き方など
協議を継続していきます。

３）現在のエルダースタッフへのストック有給休暇経過措置対応について

3.時給制エルダースタッフの有給休暇付与日数の拡充

・エルダースタッフへストック有給休暇制度導入に伴い、制度導入前後の対象者の公平性・納得性を考慮し、2020年3月末日時点の
エルダースタッフ全員に対し、経過措置対応を行います。 但し、すでに残日数を買取している方は経過措置対象外とします。
経過措置の付与日数は、年間の社員ストック有給消化日数平均である3日を基準にエルダースタッフとしての残年数を掛けた日数とします。

・また2020年4月～の制度導入時には一括取得申請のタイミング（通常2か月前申請）やその他申請時期など
運用上出てくる経過措置の対応は適宜行っていきます。

項目 内容
内訳 ストック２

使用事由 現状通り
買取 なし

一括取得 あり

・現状の時給制エルダースタッフの有給休暇付与日数は、総実労働時間との比較の観点から、
社員・メイト社員とバランスをとる必要があります。
・契約において１週間に５日以上勤務かつ１週間に35時間以上勤務される時給制エルダースタッフに向け、
社員・メイト社員同等数に有給休暇が付与される支給表に改定いたします。

<ストック有給休暇経過措置付与数>

<ストック有給休暇経過措置の扱い>

同３回目
（１年超２年）

同４回目
（２年超３年）

同５回目
（３年超４年）

同６回目
（４年超５年）

同７回目
（５年超）

5日または週30時間以上契約 12日 14日 16日 18日 20日

4日かつ週30時間未満契約 9日 10日 12日 13日 15日

3日契約 6日 8日 9日 9日 11日

2日契約 4日 5日 6日 6日 7日

＜参考資料:社員・メイト社員における有給休暇付与日数＞

同３回目
（１年超２年）

同４回目
（２年超３年）

同５回目
（３年超４年）

同６回目
（４年超５年）

同７回目
（５年超）

※【新設】週５日かつ35時間契約 13日 15日 17日 19日 22日

※【変更】週5日または週30時間以上
35時間未満契約 12 14 16 18 20

4日かつ週30時間未満契約 9 10 12 13 15

3日契約 6 8 9 9 11

2日契約 4 5 6 6 7

<年次有給休暇の付与日数>
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10. 確定拠出年金（ＤＣ）マッチング拠出制度導入について

この章のポイント

検討項目 具体的事項 議案書における位置づけ

確定拠出年金（ＤＣ）マッチング拠出制度導入について 今後の導入スケジュール等 審議決定項目

社員・メイト社員対象

＜導入スケジュール＞

・公的年金の受給開始年齢引き上げや退職後の安心感に向け、本人の希望により拠出金を積み増すことができる
確定拠出年金（ＤＣ）マッチング拠出制度導入を行います。

掛け金総額は
月55,000円以内

・会社が拠出する確定拠出年金拠出額に加え、個人のお金を給与天引きで積み増せる制度。
個人が上乗せした拠出金は所得税非課税対象。

・対象者:マッチング拠出導入を規約に定めたＤＣ加入
・拠出金額:ＤＣ会社拠出金を超えない範囲で任意で拠出

（会社拠出含め 55,000円以内）
・拠出金額の単位:1円単位

参考:<確定拠出年金（ＤＣ）マッチング拠出制度とは>

<マッチング拠出のイメージ>

★自分の給与から
任意で上乗せ

会社拠出金

会社拠出金額を超えない
範囲で拠出可能

2020年4月

制度導入

2020年12月

募集開始

2021年1月

拠出開始

2021年2月

給与引き落とし

１．確定拠出年金（ＤＣ）マッチング拠出制度導入について

確定拠出年金（ＤＣ）
マッチング拠出制度導入

老後の安心感

将来のライフプランと資産形成

項目 内容

対象者 社員・メイト社員

募集期間 2020年12月予定※

申請方法 運用金融機関
本人によるＷＥＢ申請

掛け金変更 年1回（12月を予定）※

・詳細に関しては今後の通達・会社からのお知らせをご確認ください。

審議決定事項

※別途発信
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・10月にも再度組織改正があった影響などもあり、
時間外実績が伸びている。

・一方で、有休取得日数はMD統括部を除き前年並み。
・有休取得率目標を設定したステージA・B（特に
ステージA)については、取得率が上がっている。

・所定労働時間の短縮が大きかったことから、
年間総実労働時間では前年を大きく下回る見込み
であるが、内容には課題が残る。

全員対象

○「日本一働きやすい会社」を目指し、「時間」「環境」「業務」「意識・風土」の
４つのカテゴリーで取り組みを進めてきました。

この章のポイント

11．働く環境の整備

１．今年度の具体的な取り組みについて

１）時間:総実労働時間の短縮

＝ － ＋年間総実労働時間
年間所定労働時間

有給休暇取得分 時間外勤務分1日あたりの
所定労働時間 ・ 休日数

（１）所定労働時間短縮後の検証 （※月給制社員対象）

一人あたり時間外 一人あたり有休
4-7月
累計

4-12月
累計

4-12月
累計

合計 113% 115% 105%
スタッフ（HDS含む） 145% 148% 102%
MD統括部（各営業部） 109% 110% 108%
基幹店（総務業務・外商など） 127% 125% 101%
支店 104% 111% 101%

Time-3から検証
（前年比）

○過去のメンバーズVOICEでお伝えしている通り、今後は年間休日数増を軸足に、年間所定労働時間短縮を検討します。
○総実労働時間の短縮が目的ですので、有休取得率の安定的な高水準・時間外労働の削減が土台として必要です。
○また、他の雇用形態との労働時間のバランスも踏まえ、引き続き慎重に検討を進めます。

■メリハリある働き方を目指すためにも、有休取得率が安定的に高水準を維持できるようにしたい。
■システムの導入・組織改正など生産性を高める手段として実施されているはずなので、
本質的に時間外労働を削減できるような取り組みを行いたい。

検討項目 具体的事項 議案書における位置づけ

時間:総実労働時間の短縮
今年度からの働き方の変更に対する検証 報告事項

半日有給休暇制度の導入 審議決定事項

環境:フレキシブルな働き方の推進
在宅勤務の実施状況・サテライトオフィスの検討 報告事項

在宅勤務対象の拡大について 審議決定事項

業務:業務改善に向けた取り組み 労使での具体的改善検討項目について 報告事項

意識・風土:職場風土・個人の意識の改革 教育実施など具体来な取り組みについて 報告事項

次年度協議事項 現時点での組合案 報告事項

＝ － ＋
年間総実労働時間予測

1785時間
（前年△119時間）

有給休暇取得分予測
17.8日

（前年＋0.9日）

時間外勤務分予測
75:52

（前年＋9:43）

年間所定労働時間
1840時間

（前年△132時間）

…有休取得率上がるも、1日あたりの所定労働時間がマイナスとなったことから、時間で見ると前年よりもマイナスとなる

②今後の取り組みについて

①今年度の状況について
報告事項

※所定労働時間を構成する要素は、1日あたりの所定労働時間と年間休日数の2つです
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（３）半日有給休暇制度の導入 （※全雇用形態対象）

（２）一ヵ月変形勤務におけるLong＆Short勤務の検証 （※シフト勤務者対象）

○かねてよりニーズの高かった半日有給休暇制度を2020年4月より全雇用形態へ導入します。
○各自の有給休暇のうち、年間で5日分を半日単位で取得することが可能となります（年間10回使用可能）。
○申請・使用方法は基本的に既存の有給休暇と変わりませんが、半日単位（0.5日）をストックすることはできません。

○“使いにくい”という声があったことを受け、11月からシフトパターンを変更し、選択の幅を広げました。
○クリアランス初日にLong勤務を充てるなど、活用のシーンが増えてきているようですが、未活用の所属もあります。
○シフト勤務の範囲内ですが、少しでもメリハリある働き方ができるように積極的に活用しましょう。

■2019年11月～シフトパターンを変更したポイント（2019年10月議案書より再掲）

【本支店シフトパターンを共通化】
Long&Shortに限らず、
あの店のこのパターンを使いたい
という声に対応

【Long＆Shortのパターンを追加】
8:00～21:40の間で、ほぼ
15分間隔での始終業に対応
できるシフトを大幅に追加

【Long＆Shortの単位を追加】
店舗の営業時間に応じて、以下の
2パターンから選択可能に修正
①1時間or1.5時間 ②1時間or2時間

審議決定事項

➀取得理由
 ・有給休暇の取得促進を目的とすることから、取得理由は問わない。
②取得日数の上限
　・有給休暇の本来の意義（労働者の心身のリフレッシュを図ること・1日単位で取得すること）や当社グループにおける
　 有給休暇の位置づけ（連休制度による取得が原則）を踏まえ、年度あたり５日分・最大10回までの取得とする。
　　※今後取得日数の拡大を検討しないわけではないが、半日単位での取得が前提となってしまい、1日単位で
　　　 取りにくくなる弊害などを当初は想定。
③半日休暇取得時の1日の労働時間
　・半日休暇取得時の労働時間は、各人の所定労働時間の１/２とする。なお、基礎となる一日の所定労働時間は
　 10分単位とし、10分に満たない分数は切り捨てる。
　 【例】7:25勤務の場合（フレックスも同様）　⇒　10分未満切り捨て（7:20）÷２＝3:40（勤務時間）
④勤務時間の設定
　・半日有休の利用は所定労働日の始業時間から、または終業時間までの半日とする（シフトパターンにて設定）。
　・フレックス勤務者については、業務上必要とされる時間帯で、始業時刻・就業時刻を設定する。
　　※フレックス勤務者においても時間内での「中抜け」は禁止とする。
⑤時間外勤務の禁止
　・有給休暇の趣旨を踏まえ、半日有給休暇を取得する日は計画的な早出・残業を禁止とする。
　　※時間外勤務をするのなら半日有休を取得する意味がなくなりますし、以下⑥のように休憩の取得も必要になり、
　　　 更に拘束時間が⾧くなってしまう可能性があります。
⑥休憩
　・制度の趣旨を踏まえ、半日有給休暇を取得する日は、休憩を与えない。
　・ただし、当該日の実労働時間が6時間を超えた場合には45分、8時間を超えた場合には1時間の休憩を与える。
⑦請求
　・原則として２日前までに直属の上⾧に行うものとする。なお、会社は事業の正常な運営を妨げる場合は、その時季を変更することがある。
　　※既存制度の1日単位での有給休暇と同じであり、期初での連休計画策定時に申し出ることも可能。
⑧半日単位での年度を超えた持ち越し
　・年度の中で、原則として整数日数分（偶数回）利用することとする。
　・半日単位でストック有給休暇へ持ち越すことは不可とする。
⑨運用上の留意点
　・突発での遅刻・早退時などに半日有給休暇を充てるか否かは、本人の申請によるものとし、上⾧や会社が
　 半日有休の取得を推奨してはならない。

・月給制のシフト勤務者や、時給制社員にとっては、働き方の選択肢が大きく広がる取り組みである。
・一方、時間の裁量権があるフレックス勤務者にとってもメリットは大きく、例えば月末で勤務時間が
不足するなかでの、賃金控除を回避することができる（月末に体調不良で早く帰るなど）。

追加
解説

※半日有休と同時に検討を進めておりましたフレックスの複数月清算については、三越伊勢丹グループとしての取り組み
ガイドラインが出ていますが、システム対応ではなく、アナログに手作業での対応となるため、三越伊勢丹では導入を見送ります。
来年度以降、引き続き検討します。

報告事項
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２）環境:フレキシブルな働き方の推進

（１）在宅勤務の実施状況について

（３）サテライトオフィスの検討

在宅勤務者数推移 2017年度 2018年度 2019年度
（本人申請＋社命） 上期 下期 上期 下期 上期 下期

合計 33 54 56 86 155 259
フルタイム 11 22 24 47 109 203
育児勤務 22 32 32 39 46 56
統括部・営業部・事業部 20 35 27 37 66 155
後方スタッフ 13 19 29 49 89 104

内
訳
①
内
訳
②

・婦人子供雑貨統括部など、所属単位申請（5所属110名）が
あったため、フルタイムの在宅勤務者が大幅に増加した。

・申請ベースであり、実際の活用度などは別途検証が必要。
・所属単位申請では働き方を変えるキッカケとして導入
されているケースも多いため、検証の結果、好事例を
共有することで更なる活用を目指す。

○集中できるスペースの確保・移動時間の削減などのニーズへの対応として社内サテライトオフィスを整備しました。
○以下の４拠点に導入済みですが、今後は利用者の拡大を呼びかけるとともに、更なる整備の検討を進めていきます。
○社外サテライトオフィスについては、費用対効果の面での課題などから、今年度は検討を見送りました。

○在宅勤務の利用者は導入時の33名から大きく増え、所属単位申請（社命）を含めて259名までとなっています。
○生産性向上のために、働き方の選択肢を増やす取り組みですが、未だ制度の周知・理解向上が課題です。
○本質的には多くの従業員が働き方を見直し、様々な選択肢（場所・時間）を持って働けるようにしていくことが重要です。

報告事項

（２）在宅勤務制度の拡大について（2020年4月～） 審議決定事項

個人申請

社命

社員・メイト社員のうち店頭勤務者以外

エルダースタッフ（月給制）

所属単位での申請
（所属内での在宅勤務対象者が対象）

・ステージA（管理職）以外が対象
・新卒者は入社3年目以上（中途は半年以上）
・在宅頻度は4週8日以内

災害時などに限定して使用するための申請

・所属単位で設定し、ステージA(管理職)も対象
※従業員の同意が取れる場合のみ実施

・対象者・実施ルールなどは個人申請に準じるが、
最大でフル在宅までを可能とする

■社員・メイト社員同様の働き方をしているエルダースタッフ（月給制）のうち、
働き方がマッチし、本人が希望する場合に在宅勤務の対象者とする

■事由・期間・対象者を「緊急時対応」に限定した社命による在宅勤務を導入する
・従業員の安否や今日明日の営業に関わる重要な情報の収集・発信に関わる人
（所属⾧など管理職を含む）を対象として期初に任命（※本人同意必要）
・天災などの発生により通勤が著しく困難だと会社が判断し、所属⾧および
対象者に発信した時に実施（※基本的なルールは個人申請同様）

・出勤が難しい中で事前任命かつ下記業務で実施

○個人申請による在宅勤務の対象者にエルダースタッフ（月給制）を加えていきます。
○社命による在宅勤務の中に、災害時や大規模交通遮断発生時などのために、「災害時等 限定申請」を追加します。

エリア 建物（拠点） 使用可能時間
北豊ビル8階MIカフェ 9～11時・15～20時
西新宿本社ビル6階MIカフェ 9～11時・15～20時

日本橋 SDビル6階休憩室 9～11時・15～20時
銀座 新館13階従業員食堂 9～11時・16～20時

新宿

・パソコンなどの設備はありません。
・業務用モバイルPCがあれば、社内
ネットワーク（Wi-Fi）に接続できます。

・会議の前後の時間など、有効に業務に
充てることができます。

報告事項
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４）意識・風土:職場風土・個人の意識の改革

（１）あるべき・ありたい職場風土の共通認識化

ハラスメント
の
撲滅

心理的安全性の確保（対話の土台）

４つの不安
の排除

心理的安全性
を高める行動

信頼性の構築
（権限委譲の土台）

やりがいある目標設定面談・支援

構造と
明瞭さ

仕事の
意味

仕事の
ｲﾝﾊﾟｸﾄ

※心理的安全性…2018年6月議案書参照

今年度取り組んだ部分

③労使での具体的改善検討項目について（全社的なもの・太枠部分に今後の方向性を加筆）

2.伝票の電子化 3. 会議室の予約

導入の目的・利用のメリット周知

業務フローへの落とし込み

・目的・メリット・使い方が分からない
という声があがっている

・どのように使うかを考えることも
必要だが業務フローに組み込めないか

・施設依頼票、装飾依頼伝票など活用
頻度が高い伝票が手書きかつ複写

・店別に運用が異なるために電子申請化
困難なら伝票のExcel化ができないか

・会議室の予約ルール、使用実態把握
などを行う所管部門が存在しない

・所管部門を決め、会議室・ルールを
見える化することで効率化できないか

1. Office-365の活用

高頻度・手書き複写伝票の

電子申請化もしくは伝票電子化

会議室所管部門の明確化

予約および使用ルールの設定

情報共有

対話・権限委譲

各自の成長

新しい発想の創出

生産性・

信頼関係の向上

1

2

3

4

【より多くの変化を生み出すグッドサイクル】 対話が行われている状態
①情報共有…情報格差を減らし、より多くの人が考えられる土壌をつくる
②対話・権限委譲…多様な価値観を持った人が各々の考えを伝え合い、理解しあう
③成⾧・発想の創出…対話をもとに個々は行動変革を、組織は新たな発想の実現を
④生産性・信頼性の向上…結果が出ることでより高い成果と信頼関係が生まれる

■この状態を作る土台として、心理的安全性が必要
■対話やその土台となる会話が不安なくできる状態が求められる
➠1on1ミーティングの実施は心理的安全性の確保につながる

３）業務:業務改善に向けた取り組み

（１）業務の全般への考え方について
①2019年度 全社ルールについて（参考・2019年7月議案書より再掲）

②ベースとなる本質的に大切な考え方について（2019年10月議案書より再掲）

継続 強化 新設
書類作成ルール① 書類作成ルール② 有休取得目標 Office365の活用 ぺーパーレスの推進

ルーティン会議における必要書
類およびその枚数を部門⾧が決
め、徹底する

書類作成の指示時には目的と
期限を伝え、やり直しの際は具
体的に修正点を指示する

ステージA・Bともに55％以上を
全員が取得する
（連休で年間4週以上）
※前年ステージAは30％以上

Office365の活用を徹底し、
効率的に業務を行う
（各部門で目標設定）

口頭もしくはデジタルを活用して
会議・報告・答申を行うなど、
紙を使わない仕事の進め方を
する

○前回の議案書にも記載しました通り、仕事のやり方を変えるときや、新しい仕事に取り組むときには以下の３つが大事です。
○具体的には、『目的の明確化』 × 『やり方（使い方）の提示』 × 『メリットを実感できること』 がポイントです。
➠上⾧の方は部下に指示するときに、下級者の方は上⾧に確認するときに、３つのポイントを意識して話しましょう。

・Office365トップページの画面変更検討
・動画等を利用した活用イメージの共有
・活用事例の共有
・コミュニケーションルールの策定

・Office365を使用し、システム開発費用
がかからない取り組みの実行

・伝票の業務フローを見直し、その上で
申請化を推進

・施設依頼票の内容は機能別に電子化

・総務業務DIVやHDSが来年度より
新宿エリアの会議室の管理を実施予定
1.使用ガイドラインの設定・発信
2.清掃・備品管理のフロー策定
3.システムによる無駄予約のチェック

報告事項

報告事項
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■年間総実労働時間の短縮に向けて【継続】
・ターゲットとなる目標値の設定について
・所定労働時間のあり方について
・半日有給休暇導入後の検証について
・フレックス複数月清算の検討

（２）具体的な取り組み

①1on1ミーティングセミナーの開催

■1on1（One on One）MTG・・・ワンオンワンミーティング とは
・1～2週間に一度、15分ほどの時間をとって、上司と部下が
コミュニケーションをとる。内容は問わず部下のための時間。
・この時間を作ることにより、上司との間で心理的安全性を高める
こと・目標達成のための障害を取り除くことが目的。

■必要なスキル（★） ・・・ 1on1ミーティングセミナーより
1.承認力:相手の行動や存在を認める
2.傾聴力:相手が話したい状態をつくる
3.観察力:相手のタイプを観察しコミュニケーションを使い分ける
4.質問力:相手に主体的に考え気づきを得られる手助けをする

２．来年度の検討項目 （現時点・組合案）

○対話の必要性・土台となる考え方・必要なスキルなどを盛り込んだ1on1ミーティングセミナーが行われました。
○今年度はステージAのうち希望者約100名対象に実施しましたが、来年度は未受講のステージAと、営業部門で
部下を持つステージBにまで拡大し、集合教育形式で実施していき、他者尊重の職場風土醸成につなげる計画です。

○ステージA・B以外の現場のメンバーへは、セミナー受講者による各職場での教育実施をしていく予定です。

■上司が思っている以上に、部下は「話を聞いてもらえた」と感じており、心理的安全性の向上につながっている。
■一方で、現時点では上司と部下では「キャリアを考える上で有効」と感じる人数に差があるため、今後対話を
進めていくうえで、目標設定も含めた質の更なる向上が課題。

↓↓会社実施の「1on1ミーティング実施状況アンケート」結果より読み取れること↓↓

②従業員意識調査（労働組合2019年7～9月実施）による検証

○「自由闊達に意見を言えるか」については、対話における重要な指標ですが、雇用形態間で差が大きく出ています。
○背景には心理的安全性の不足が関係しており、邪魔・ネガティブと思われる不安が大きいと提案や意見が出せなくなります。
○必要なスキル（★）を全体で高めていくことで、多様な価値観を強さの源としていくことが求められています。

イキイキと働ける環境と思うか 自由闊達に意見を言えるか 心理的安全性が不足している（対上司・先輩）

はい
に近い

どちらとも
言えない

いいえ
に近い

はい
に近い

どちらとも
言えない

いいえ
に近い

無知と
思われる
不安

無能と
思われる
不安

邪魔と
思われる
不安

ﾈｶﾞﾃｨﾌﾞと
思われる
不安

社員（ステージA・B） 65.7 25.2 9.1 83.0 16.1 0.9 6.8 4.9 7.3 9.2
社員（ステージC) 54.8 32.9 12.3 75.7 17.5 6.8 7.2 5.5 7.5 8.3
メイト社員 50.9 35.7 13.4 69.7 22.3 8.0 10.0 7.3 10.2 10.7
フェロー社員 46.8 40.5 12.7 55.0 33.2 11.8 11.0 8.1 12.2 12.5
エルダースタッフ 63.8 28.6 7.6 68.6 22.0 9.4 7.6 6.7 11.1 10.7
エルダーフェロー 52.2 36.5 11.3 51.9 33.1 15.0 14.4 8.2 14.4 13.2
スペシャリティスタッフ 45.2 38.1 16.7 66.7 21.4 11.9 4.8 7.2 11.9 11.9

　　単位:％

■職場風土改革・意識改革について【継続】
・ステージA・B向け・・・対話の質のレベルアップ（“大きな変化”への対応）
・ステージA・B以外向け・・・具体的なOJT教育の進め方について

■その他【新規】
・組織や役割のあり方変化に伴う働き方の検証（新組織・新役割に対応した働き方・指示の仕方）
・制服への着替え時間取り扱いに関する検討（グループでの取り組みに連動）
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説明・情報提供
情報量の多い立場が
説明をすることが起点

質問・確認・意見
説明を受けたら、理解で
きるまで質疑・意見をする

理解
自分の考えは別途あって
も理解することはできる

納得
納得（腹落ち）ができると
更に主体的に取り組める

説明責任
（正確に・分かりやすく）

質問責任
（質問できる風土は重要）

理解は義務
（理解できれば仕事は進む）

納得は権利
（納得が更なるやる気に）

話対 話対

ここまではマストではないが、更なる成果につなげるために目指したい状態

（１）説明責任・質問責任

（２）さん付け・丁寧語（敬語） 運動 ※2017年5月議案書P.46参照

（３）目的・やり方・メリットの明示

●職場風土を変え、一人ひとりの意見やアイディアが尊重される職場にしていくことが、企業としての価値を高めます。
●「対話」をおこなうこと・仕事のやり方を「変化」させること・そのための土台が整っていることなどが必要です。
●以下の３つを上位職から意識して取り組み、全員が当たり前におこなえるようにムーブメント化していきましょう。

○対話は会話と異なり目的があっておこなわれます。その目的の達成のためには、“情報共有”が前提として必要となります。
○情報は多く持っている方が少ない方に提供し、情報量が一致して始めて対話が成り立ちます。よってまずは説明責任です。
○情報量を合わせたり、理解につなげたりするために質問が必要ですが、質問できる環境を整えるのは上⾧の責任です。

○「水平分業を理解し、さん付けをすることで風通しの良い風土を作る」ことが杉江さんより発信されました（2017年5月）。
○上⾧に対して「△△部⾧・□□マネージャー」などでなく、さん付けをする風土は根付いてきましたが、逆はどうでしょうか。
○水平分業では「誰が偉いということはない」ため、下級者や後輩に対しても、誰に対しても同じように接する必要があります。

○業務改善や新しいツールの導入など新しい仕事のやり方が入るときには、既述の通り“目的・やり方・メリット”が大事です。
○上⾧・先輩社員など指示をする立場がまず意識する必要があります。納得できる説明のキーワードのようなものです。
○一方、指示を受けて「分からない・納得できない」場合、目的・やり方・メリットの何が不足しているのか伝えることも重要です。

【上⾧→部下】ペーパーレスを徹底したい…

＜目的＞印刷コストの削減・書類保管場所の削減
＜やり方＞スキャナーを使い、ファイル名はルールを決め

て、共有フォルダに保管
＜メリット＞書類を探す時間の削減、必要な書類が手

に入りやすくなる!

【部下→上⾧】Teamsを使えと言われても…

＜目的＞グループでの情報共有・議論が簡単にできる
＜やり方＞業務スマホもPCもなく、いつどのタイミングで確認し

たらよいのか分からない・・・（※ここを伝える）
＜メリット＞チャット形式でメールよりも気楽に書き込める・途中

からグループに入っても過去のやり取りを確認できる

・鈴木さんさ、あれどうなったのよ
・あのさ～、こういうことじゃないんだよ～
・意見してないで言われたとおりにやれよ
・おい！鈴木！これやっとけ

・佐藤さん、申し訳ありません
・自分なりに考えてやったんですけど
・はい、言われたとおりにします
（・この人には何も言えないや…）

上長・先輩 下級者・後輩

・呼び捨てしたり、友達口調・命令口調で話すのは

潜在意識で自分の立場が上だと思っているから

・呼び捨てされたり、友達口調・命令口調で話され

ると、潜在意識で相手が上だと思ってしまう

➠対等な関係性での「対話」は難しい

・誰に対しても同じように「さん付け」をする

・敬語とまでは行かずとも、丁寧語を心掛ける

※○○さん、これやっといて！ はNG

○○さん、これお願いしますね などと伝える

➠対等な関係性で更なる「対話」が実現

■イメージ①（上長から部下への指示） ■イメージ②（部下から上長への意見）

【参考】働き方に関する全社運動“ムーブメント化”について （2019年10月議案書より再掲）
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2020年度の協議においては、役割成果主義の推進に向けて制度全般における整備に加えて、その下支えとなる
運用面や働く環境の視点も踏まえて協議をおこなっていきます。また、社員ステージＣ・メイト社員の制度改定に
ついては、2019年度の労使通年協議において確認してきた方向性を踏まえ、協議を進めていきます。

主な検討項目 検討の方向性

社員ステージＣ・メイト社員
人事制度改定

・2019年度労使通年協議において決定した方向性を踏まえ、社員ステージＣ・メイト社員の
制度改定について具体的な検討をおこなっていきます。
・2020年10月の制度改定に向けて、本給制度・賞与制度・退職給付制度の詳細について
具体的なた検討を進めていきます。
・制度改定にあたっての、具体的な移行ルールについて検討をおこなっていきます。

顧客接点における高い成果を
処遇する仕組みの検討

・ステージCにおけるシニアスタイリスト制度の今後の方向性について検討をおこなっていきます。
・メイト社員における新たな仕組みの構築に向けた検討を進めていきます。

ステージA・ステージBの
本給制度等における検討

・グループの方針に基づいた検討をおこなっていきます。具体的には、ステージAにおけるグループ
共通の役割給の導入や、グループ共通の枠組みの導入(ステージAにおけるPV管理の見直し
やステージBにおける共通の昇格制度の導入等)に向けた検討をおこなっていきます。

ステージA・ステージBの
賞与制度における検討

・賞与制度における、12月と6月の支給表のバランスや、適正な評価スパンの設定に向けた
検討をおこなっていきます。

賞与の交渉時期に関する検討 ・グループ共通の方針を踏まえた検討をおこなっていきます。具体的には、現在年間一括で
おこなっている賞与交渉について適正な交渉スパンのあり方について検討をおこなっていきます。

60歳以降の制度における検討 ・エルダーフェローおよびエルダースペシャリティスタッフにおける無期雇用化に関する検討をおこ
ないます。

スペシャリティスタッフに
おける検討 ・他の雇用形態とのバランスを踏まえ、適正な労働時間のあり方について検討をおこないます。

雇用形態間の均衡を
踏まえた検討 ・法改正や他社の動向、グループにおける方向性を踏まえた検討をおこないます。

キャリア形成支援制度
拡充の検討

・環境の変化を踏まえ、自律的なキャリア形成を支援するような、制度や機会拡充に関する
検討をおこないます。

働く環境の整備 ・これまでの取り組みによる成果と課題を踏まえ、継続的に取り組みをおこなっていきます。
特に、業務改善については、具体的な取り組みを進めていきます。

ⅩⅠ．2020年度労使通年協議事項について

報告事項

○ 2020年度労使通年協議項目についてお伝えします

この章のポイント

検討項目 具体的事項 議案書における位置づけ

2020年度労使通年協議項目 主な検討項目 報告事項

全員対象

2020年度労使通年協議の取り組み
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ⅩⅡ. 労働協約の改訂および新設
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➀2019年度労使協議に伴う労働協約の改訂
 全雇用区分共通、半日有給休暇制度導入に伴い以下規程の改訂をおこないます

□本則・労働条件

 エルダースタッフの無期雇用化に伴い以下規程の改訂をおこないます
□本則・人事～休日休暇
□就業形態規定、【新設】ストック有給休暇規定、賃金規定、育児勤務規定、介護・介護準備休業規程、介護・介護準備規程、
【新設】テレワーク規程

 社員のネクストキャリア制度改訂に伴い以下の規程の改訂をおこないます
□キャリア形成支援制度規定

 在宅勤務者に対し限定的に申請ができる[災害時 限定申請]の導入と、エルダースタッフ（月給制）に
在宅勤務を導入、以下の規程の改訂をおこないます。

□テレワーク規程

2020年度春の交渉では以下のポイントで労働協約の改訂・新設をおこないます。
①2019年度労使通年協議で検討してきた制度改定への対応
②法改正への対応
③実態に合せた対応

なお、メンバーズVOICEでは労働協約改定・新設の変更点のみ提案します。
条文については本則まで、付属諸規定の条文は３月の支部大会で審議決定します。

本則の改訂・新設の全文については
右記ＱＲコードからご覧いただけます。

Ⅻ．労働協約の改訂および新設

この章のポイント

全員対象 審議決定事項

１．改訂・新設 項目 ダイジェスト

②法改正に伴う労働協約の改訂および新設
 法律に則り、全雇用区分の下記の労働協約において改訂をおこないます
□介護・介護準備休業規程、介護・介護準備勤務規程

 労働施策推進法のハラスメントの防止措置義務の付帯決議に伴い、全雇用区分の下記の労働協約の改訂を
おこないます

□ハラスメント防止規程、就業規則・服務規律

➂実態に合わせた対応
 就業時間内の喫煙禁止を明文化、以下の規程の改訂をします
□就業規則・服務規律

 現状の懲戒基準と実際の判例に基づく運用に乖離があるため、実態に即した基準及び改訂をおこないます
□表彰・懲戒規程

ＩＤ：10で始まる社員コード
パスワード：ｉｍ

④その他
 健康情報取扱規程を新設に伴い、以下の改訂をおこないます
□本則・労働条件
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１．社員労働協約の改訂

章・節・表題 表題 変更点

第５章 人事
第２節 休職
第４節 退職

第511条 休職
第516条 退職

・休職の通算方法を明確に表記します
・”役員に就任し雇用契約が解除された時”は退職になることを明文化
・”届出及び連絡がないまま欠勤を続け、その欠勤期間が歴日で30日を超え、

所在が不明な時”は退職の扱いになることを明文化

第６章 労働条件
第１節 就業時間 第601条 労働時間 ・うるう年の扱いを明文化

第６章 労働条件
第２節 休日･休暇

第613条
年次有給休暇

・半日有給休暇を導入
⇒ １労働日未満のものについてはストック有給休暇に移行しません。

半日の定義は就業時間の２分の１とし、原則半日有給休暇を使用した日は、
原則時間外勤務なし、休憩時間は与えないものとします。

第614条 欠勤 ・『病気』の文言を『私傷病』に変更

第10章 安全衛生
第1002条
健康情報等の取扱
規程（新設）

・会社は、業務上知り得た社員の心身の状態に関する情報（健康情報等）を法令に
則って適正に取り扱う。
なお、取扱いは別に定める「健康情報等の取扱規程」による。

１）本則

規程・条文タイトル 変更点

就業形態規程

第308条
ワークスケジュール
の徹底

・他の雇用区分と合わせ、個人別のワークスケジュールは“毎月25日までに編成“に修正。

賃金規程

第307条 休職手当 ・休職手当のルールの追記
⇒ 健康保険上の給付が満了した場合、“傷病手当金不支給通知書をもって”支給されることを明文化

表彰・懲戒規程

第２条
表彰・懲戒の決定～
第11条 監督責任

・実際の運用スキーム変更に伴い労使審査会の記述を削除します。
・懲戒の基準を譴責から降格と懲戒（諭旨）解雇の二つに分け該当する行為を再編します。
・監督責任については、懲戒基準から外し別に新設します。

キャリア形成支援制度規程

第701条 対象者
第702条 退職

加算金

・ネクストキャリア制度において、
“会社在籍期間中に懲戒解雇事由または諭旨解雇事由に相当する背信行為を行った者は対象外とする”ことを
明文化。

・ネクストキャリア制度において、
退職加算金支給方法に懲戒解雇事由、または相当する背信行為を行った疑いがあるものについては明らかに
なるまで支給を停止することを明文化。
また会社退職後に明らかになった場合は退職加算金の一部の返還を求めることができることとします。

第706条
退職日と申請期間

・退職日と申請期間を変更
⇒ 申請期間については、退職日を8月30日もしくは9月29日に希望するものは6月1日から30日まで、

2月27日（閏年の場合は2月28日）もしくは3月30日に退職を希望するものは10月1日から11月30日
の間とします。

介護・介護準備休業規程

第4条 手続き
第5条 撤回

（新設）

・介護休業取得の申請に際し、要介護の期間について証明書及び医師の証明書提出を義務とさせることは不当
であることから期間の記述を削除します。
・介護休業を申し出たものは休業開始日の前日までは申し出の撤回ができます。
・また一度撤回した後に再び対象家族について申請した場合、撤回後の最初の申し出に限り認めます。

２）付属諸規程
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規程・条文タイトル 変更点

介護・介護準備勤務規定

第４条 手続き ・介護休業取得の申請に際し、要介護の期間について証明書及び医師の証明書を
提出させることは不当であることから期間の記述を削除します。

国内出向者規程

第10条 帰任時
家屋賃貸契約補助 ・帰任時に赴任前の地域に転居しないものについては、礼金等の一部補助の対象外とします。

安全衛生管理規程

第910条
健康診断結果で異常
所見があった場合

・パニックバリューが検出され、検診機関より連絡がきた場合は速やかに健康管理推進室に連絡するものとし
ます。

福利厚生規程

第304条
値引き除外品 ・各対象の他に、”各部門⾧が指定する商品・サービス”を明文化

ハラスメント防止規程

第101条 目的
第206条 その他の
あらゆるハラスメン
ト行為の禁止（新
設）

・記載の複数のハラスメントの定義に、ハラスメントの定義を網羅するため、“あらゆるハラスメント”を追加
しました。
・各ハラスメントの従業員が行ってはならない定義に、その他のあらゆるハラスメントの防止のため、性的指
向、性自認に関する言動によるものなど職場におけるハラスメント行為を行ってはならないことを明記しまし
た。

テレワーク規程

第22条 対象者 ・在宅勤務の災害時等、限定申請を整備しました。

職務発明規程

第2条 総則～
第19条 執行日及び
経過規程

・退職前に業務範囲に属する発明等をした場合において、退職後に判明した場合でも職務発明規程の適用にな
ります。
・従業員は職務発明等ではないと認定がなされない限り、特許等を受ける権利を第３者に譲渡してはなりませ
ん。会社の許可なく発明などについて自ら実施し会社以外の物にその実施を快諾してはなりません。
・発明者への通知について

⇒ 知的財産権を所管する部門の⾧は、従業員に対して異議申立ができる旨を記載した書面を交付（電磁
的記録をもって電子的方法により交付することを含む。以下、書面の交付について同じ）しなければならない。
・特許等を受ける権利の取得について

⇒ 個人の取得方法、共同開発においての取得方法、および個人・共同開発においての利益相当を明記。
・職務開発等該当性等の認定に対する異議の申し立てについては一ヶ月以内に申し立てができる。
・上記その他、優先的協議義務、出願、相当の利益の付与、共同開発者に対する補償などを明記。

就業規則・服務規律

第3条 基本的遵守
事項
第24条 その他のあ
らゆるハラスメント
の禁止（新設）

・就業時間内（休憩時間を除く）は禁煙とすることを明文化。

・各ハラスメントの従業員が行ってはならない定義に、その他のあらゆるハラスメントにより就業環境を害す
る行為をしてはならないことを明記します。各ハラスメントの事実が確認された場合は、ハラスメント防止規
程、表彰・懲戒規程に基づき懲戒処分が行われます。

２）付属諸規程
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２．メイト社員労働協約の改訂

１）本則

２）付属諸規程

章・節・表題 表題 変更点

第５章 人事
第２節 休職
第４節 退職

第512条 休職
第516条 退職

・休職の通算方法を明確に表記します
・”届出及び連絡がないまま欠勤を続け、その欠勤期間が歴日で30日を超え、

所在が不明な時”は退職の扱いになることを明文化

第６章 労働条件
第１節 就業時間 第601条 労働時間 ・うるう年の扱いを明文化

第６章 労働条件
第２節 休日･休暇

第613条
年次有給休暇

・半日有給休暇を導入
⇒ １労働日未満のものについてはストック有給休暇に移行しません。

半日の定義は就業時間の２分の１とし、原則半日有給休暇を使用した日は、
原則時間外勤務なし、休憩時間は与えないものとします。

第614条
欠勤 ・『病気』の文言を『私傷病』に変更

第10章 安全衛生
第902条
健康情報等の取扱規
程（新設）

・会社は、業務上知り得た社員の心身の状態に関する情報（健康情報等）を法令に
則って適正に取り扱う。なお、取扱いは別に定める「健康情報等の取扱規程」によ
る。

規程・条文タイトル 変更点

賃金規定

第305条 休職手当 ・休職手当のルールの追記
⇒ 健康保険上の給付が満了した場合、“傷病手当金不支給通知書をもって”支給されることを明文化

表彰・懲戒規定

第２条
表彰・懲戒の決定～
第11条 監督責任

・実際の運用スキーム変更に伴い労使審査会の記述を削除します。
・懲戒の基準を譴責から降格と懲戒（諭旨）解雇の二つに分け該当する行為を再編します。
・監督責任については、懲戒基準から外し別に新設します。

介護・介護準備休業規程

第4条 手続き
第5条 撤回

（新設）

・介護休業取得の申請に際し、要介護の期間について証明書及び医師の証明書提出を義務とさせることは不当
であることから期間の記述を削除します
・介護休業を申し出たものは休業開始日の前日までは申し出の撤回ができます。
・また一度撤回した後に再び対象家族について申請した場合、撤回後の最初の申し出に限り認めます。

介護・介護準備勤務規定

第４条 手続き ・介護休業取得の申請に際し、要介護の期間について証明書及び医師の証明書を提出させることは不当である
ことから期間の記述を削除します

福利厚生規程

第304条
値引き除外品 ・各対象の他に、”各部門⾧が指定する商品、サービス”を明文化

ハラスメント防止規程

第101条 目的
第206条 その他の
あらゆるハラスメン
ト行為の禁止（新
設）

・記載の複数のハラスメントの定義に、ハラスメントの定義を網羅するため、“あらゆるハラスメント”を追加
しました
・各ハラスメントの従業員が行ってはならない定義に、その他のあらゆるハラスメントの防止のため、性的指
向、性自認に関する言動によるものなど職場におけるハラスメント行為を行ってはならないことを明記しまし
た

テレワーク規程

第22条 対象者 ・在宅勤務の災害時等、限定申請を整備しました。

就業規則・服務規律

第3条 基本的遵守
事項
第24条 その他のあ
らゆるハラスメント
の禁止（新設）

・就業時間内（休憩時間を除く）は禁煙とすることを明文化。

・各ハラスメントの従業員が行ってはならない定義に、その他のあらゆるハラスメントにより就業環境を害す
る行為をしてはならないことを明記します。各ハラスメントの事実が確認された場合は、ハラスメント防止規
程、表彰・懲戒規程に基づき懲戒処分が行われます。
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３．スペシャリティスタッフ（無期・有期）労働協約の改訂

１）本則

２）付属諸規程

章・節・表題 表題 変更点

第５章 人事
第２節 休職
第４節 退職

第511条 休職
第516条（無）退職
第517条（有）退職

・休職の通算方法を明確に表記します
・”届出及び連絡がないまま欠勤を続け、その欠勤期間が歴日で30日を超え、

所在が不明な時”は退職の扱いになることを明文化

第６章 労働条件
第２節 休日･休暇

第613条
年次有給休暇

・半日有給休暇を追加
⇒ １労働日未満のものについてはストック有給休暇に移行しません。

半日の定義は就業時間の２分の１とし、原則半日有給休暇を使用した
日は、原則時間外勤務なし、休憩時間は与えないものとします。

・有給数の変更
⇒ 37時間以上から35時間以上へ上限をさげます。

第614条 欠勤 ・『病気』の文言を『私傷病』に変更

第９章 安全衛生
第902条
健康情報等の取扱 規
程（新設）

・会社は、業務上知り得た社員の心身の状態に関する情報（健康情報等）を
法令に則って適正に取り扱う。
なお、取扱いは別に定める「健康情報等の取扱規程」による。

規程・条文タイトル 変更点

賃金規定

第307条
休職手当

・休職手当のルールの追記
⇒ 健康保険上の給付が満了した場合、“傷病手当金不支給通知書をもって”支給されることを明文化

表彰・懲戒規定

第２条
表彰・懲戒の決定～
第11条 監督責任

・実際の運用スキーム変更に伴い労使審査会の記述を削除します。
・懲戒の基準を譴責から降格と懲戒（諭旨）解雇の二つに分け該当する行為を再編します。
・監督責任については、懲戒基準から外し別に新設します。

介護・介護準備休業規程

第4条 手続き
第5条 撤回

（新設）

・介護休業取得の申請に際し、要介護の期間について証明書及び医師の証明書提出を義務とさせることは不当
であることから期間の記述を削除します
・介護休業を申し出たものは休業開始日の前日までは申し出の撤回ができます。
・また一度撤回した後に再び対象家族について申請した場合、撤回後の最初の申し出に限り認めます。

介護・介護準備勤務規定

第４条 手続き ・介護休業取得の申請に際し、要介護の期間について証明書及び医師の証明書を提出させることは不当である
ことから期間の記述を削除します

福利厚生規程

第204条
値引き除外品 ・各対象の他に”各部門⾧が指定する商品・サービス”を明文化

ハラスメント防止規程

第101条 目的
第206条 その他の
あらゆるハラスメン
ト行為の禁止（新
設）

・記載の複数のハラスメントの定義に、ハラスメントの定義を網羅するため、“あらゆるハラスメント”を追加
しました
・各ハラスメントの従業員が行ってはならない定義に、その他のあらゆるハラスメントの防止のため、性的指
向、性自認に関する言動によるものなど職場におけるハラスメント行為を行ってはならないことを明記しまし
た

就業規則・服務規律

第3条 基本的遵守
事項
第24条 その他のあ
らゆるハラスメント
の禁止（新設）

・就業時間内（休憩時間を除く）は禁煙とすることを明文化。

・各ハラスメントの従業員が行ってはならない定義に、その他のあらゆるハラスメントにより就業環境を害す
る行為をしてはならないことを明記します。各ハラスメントの事実が確認された場合は、ハラスメント防止規
程、表彰・懲戒規程に基づき懲戒処分が行われます。
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４．フェロー社員（無期・有期）労働協約の改訂

１）本則

２）付属諸規程

章・節・表題 表題 変更点

第５章 人事
第２節 休職
第４節 退職

第512条 休職
第516条（無）退職
第517条（有）退職

・休職の通算方法を明確に表記します
・”届出及び連絡がないまま欠勤を続け、その欠勤期間が歴日で30日を超え、

所在が不明な時”は退職の扱いになることを明文化

第６章 労働条件
第２節 休日･休暇

第612条
年次有給休暇

・半日有給休暇を追加
⇒ １労働日未満のものについてはストック有給休暇に移行しません。

半日の定義は就業時間の２分の１とし、原則半日有給休暇を使用した日は、
原則時間外勤務なし、休憩時間は与えないものとします。

・有給数の変更
⇒ 週5日かつ35時間以上の契約のフェロー社員への有給数を増やします。

第614条 欠勤 ・『病気』の文言を『私傷病』に変更

第９章 安全衛生
第902条
健康情報等の取扱規
程（新設）

・会社は、業務上知り得た社員の心身の状態に関する情報（健康情報等）を法令に
則って適正に取り扱う。
なお、取扱いは別に定める「健康情報等の取扱規程」による。

規程・条文タイトル 変更点

賃金規定

第102条 賃金構成
第301条 曜日・

時間帯手当
第302条 （新設）

初商手当

・賃金構成に初商手当を追加
・曜日・時間帯手当の特定日から1/2を削除
・第302条で初商手当を整理

⇒ 初商の概念については、各店舗のその年の初営業日に出勤したものに対して初商手当を支給します。

賃金規定

第310条
休職手当

・休職手当のルールの追記
⇒ 健康保険上の給付が満了した場合、“傷病手当金不支給通知書をもって”支給されることを明文化

表彰・懲戒規定

第２条
表彰・懲戒の決定～
第11条 監督責任

・実際の運用スキーム変更に伴い労使審査会の記述を削除します。
・懲戒の基準を譴責から降格と懲戒（諭旨）解雇の二つに分け該当する行為を再編します。
・監督責任については、懲戒基準から外し別に新設します。

介護・介護準備休業規程

第4条 手続き
第5条 撤回

（新設）

・介護休業取得の申請に際し、要介護の期間について証明書及び医師の証明書提出を義務とさせることは不当
であることから期間の記述を削除します
・介護休業を申し出たものは休業開始日の前日までは申し出の撤回ができます。
・また一度撤回した後に再び対象家族について申請した場合、撤回後の最初の申し出に限り認めます。

介護・介護準備勤務規定

第４条 手続き ・介護休業取得の申請に際し、要介護の期間について証明書及び医師の証明書を提出させることは不当である
ことから期間の記述を削除します

福利厚生規程

第204条
値引き除外品 ・各部門⾧が指定する商品、サービスを明文化

ハラスメント防止規程

第101条 目的
第206条 その他の
あらゆるハラスメン
ト行為の禁止（新
設）

・記載の複数のハラスメントの定義に、ハラスメントの定義を網羅するため、“あらゆるハラスメント”を追加
しました
・各ハラスメントの従業員が行ってはならない定義に、その他のあらゆるハラスメントの防止のため、性的指
向、性自認に関する言動によるものなど職場におけるハラスメント行為を行ってはならないことを明記しまし
た

就業規則・服務規律

第3条 基本的遵守
事項
第24条 その他のあ
らゆるハラスメント
の禁止（新設）

・就業時間内（休憩時間を除く）は禁煙とすることを明文化。

・各ハラスメントの従業員が行ってはならない定義に、その他のあらゆるハラスメントにより就業環境を害す
る行為をしてはならないことを明記します。各ハラスメントの事実が確認された場合は、ハラスメント防止規
程、表彰・懲戒規程に基づき懲戒処分が行われます。
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５．エルダースタッフ労働協約の改訂

１）本則

章・節・表題 表題 変更点

第５章 人事
第１節 人事

第502条
定義と再雇用
第503条
エルダースタッフの
区分

・無期雇用化に伴いエルダースタッフの定義の変更
・無期雇用化に伴い、雇用契約書から労働条件確認書変更

第２節 休職 第512条
休職

・無期雇用化に伴い、欠勤・休職期間を社員と同様の水準に統合
⇒ 欠勤満6カ月に及んで7カ月目に入ったときは、休職とし期間は2年と

します
・”届出及び連絡がないまま欠勤を続け、その欠勤期間が歴日で30日を超え、

所在が不明な時”は退職の扱いになることを明文化

第４節 退職

第516条
退職
第517条
雇用期間（新設）
第518条
依願退職（新設）

・無期雇用化に伴い定義の変更
⇒ （新設）雇用期間については満65歳に達する月の月末の前日を

こえないものとします。
（新設）依願退職の届出については退職30日前までに所属⾧を経て会社に

退職届を提出しなければならない。

第５節 解雇 第519条
解雇 ・無期雇用化に伴い、私傷病のため６カ月の欠勤期間の削除

第６章 労働条件
第１節 就業条件

第601条
労働時間 ・無期雇用化に伴い、雇用契約締結時等の文言削除

第２節 休日･休暇

第611条
休日 ・無期雇用化に伴い、雇用契約締結時や雇用契約期間等の文言削除

第612条
年次有給休暇

・半日有給休暇を追加
⇒ １労働日未満のものについてはストック有給休暇に移行しません。

半日の定義は就業時間の２分の１とし、原則半日有給休暇を使用した日は、
原則時間外勤務なし、休憩時間は与えないものとします。

・有給数の変更
⇒ 週5日かつ35時間以上の契約のエルダースタッフへの有給数を増やします。

第613条
欠勤 ・『病気』の文言を『私傷病』に変更

第615条
産前産後休暇 ・無期雇用化に伴い、雇用契約期間内の文言削除

第９章 安全衛生
第902条
健康情報等の取扱規
程（新設）

・会社は、業務上知り得た社員の心身の状態に関する情報（健康情報等）を法令に
則って適正に取り扱う。
なお、取扱いは別に定める「健康情報等の取扱規程」による。
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２）付属諸規程
規程・条文タイトル 変更点

就業形態規定

第102条 総則～
第108条 時間外勤
務

・無期雇用化に伴い、再契約雇用時の文言を削除

【新設】ストック有給休暇規定

第1条目的～
第7条有効期限

・無期雇用化に伴い新設導入、定年前の残日数の持ち越しは可能です。
・現状の無期雇用の雇用区分とほぼ同様のルールで積立・使用ができます。
相違点は、60歳以下のストック有給休暇制度では買取はありますが、エルダースタッフのストック有給休暇
については買取はおこないません。

賃金規定

第102条 賃金構成
第104条 基本給
第306条
休職手当

・無期雇用化に伴い、契約内、個人の呼応契約書の文言削除
・休職手当のルールの追記

⇒ 健康保険上の給付が満了した場合、“傷病手当金不支給通知書をもって”支給されることを明文化

表彰・懲戒規定

第２条
表彰・懲戒の決定～
第11条 監督責任

・実際の運用スキーム変更に伴い労使審査会の記述を削除します。
・懲戒の基準を譴責から降格と懲戒（諭旨）解雇の二つに分け該当する行為を再編します。
・監督責任については、懲戒基準から外し別に新設します。

育児勤務規程

第７条 勤務時間帯 ・無期雇用化に伴い、契約開始の文言削除

介護・介護準備休業規程

第2条 対象～
第5条 撤回

（新設）

・無期雇用化に伴い、第３項を削除
・介護休業取得の申請に際し、要介護の期間について証明書及び医師の証明書提出を義務とさせることは不当
であることから期間の記述を削除します
・介護休業を申し出たものは休業開始日の前日までは申し出の撤回ができます。
・また一度撤回した後に再び対象家族について申請した場合、撤回後の最初の申し出に限り認めます。

介護・介護準備勤務規定

第４条 手続き ・介護休業取得の申請に際し、要介護の期間について証明書及び医師の証明書を提出させることは不当である
ことから期間の記述を削除します

福利厚生規程

第304条
値引き除外品 ・各対象の他に”各部門⾧が指定する商品・サービス”を明文化

ハラスメント防止規程

第101条 目的
第206条 その他の
あらゆるハラスメン
ト行為の禁止（新
設）

・記載の複数のハラスメントの定義に、ハラスメントの定義を網羅するため、“あらゆるハラスメント”を追加
しました
・各ハラスメントの従業員が行ってはならない定義に、その他のあらゆるハラスメントの防止のため、性的指
向、性自認に関する言動によるものなど職場におけるハラスメント行為を行ってはならないことを明記しまし
た

【新設】テレワーク規程

第１条 目的～
第25条 連絡 ・月給制エルダー社員に対して導入がされます。

就業規則・服務規律

第3条 基本的遵守
事項
第24条 その他のあ
らゆるハラスメント
の禁止（新設）

・就業時間内（休憩時間を除く）は禁煙とすることを明文化。

・各ハラスメントの従業員が行ってはならない定義に、その他のあらゆるハラスメントにより就業環境を害す
る行為をしてはならないことを明記します。各ハラスメントの事実が確認された場合は、ハラスメント防止規
程、表彰・懲戒規程に基づき懲戒処分が行われます。
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６．エルダースペシャリティスタッフ（無期・有期）労働協約の改訂

１）本則

２）付属諸規程

章・節・表題 表題 変更点

第５章 人事
第２節 休職
第４節 退職

第512条（有）
第510条（無）休職
第517条（有）
第515条（無）退職

・休職の通算方法を明確に表記します
・”届出及び連絡がないまま欠勤を続け、その欠勤期間が歴日で30日を超え、

所在が不明な時”は退職の扱いになることを明文化

第６章 労働条件
第２節 休日･休暇

第613条
年次有給休暇

・半日有給休暇を追加
⇒ １労働日未満のものについてはストック有給休暇に移行しません。

半日の定義は就業時間の２分の１とし、原則半日有給休暇を使用した
日は、原則時間外勤務なし、休憩時間は与えないものとします。

・有給数の変更
⇒ 37時間以上から35時間以上へ上限をさげます。

第615条（無）
第614条（有）欠勤 ・『病気』の文言を『私傷病』に変更

第９章 安全衛生
第902条
健康情報等の取扱規程
（新設）

・会社は、業務上知り得た社員の心身の状態に関する情報（健康情報等）を
法令に則って適正に取り扱う。
なお、取扱いは別に定める「健康情報等の取扱規程」による。

規程・条文タイトル 変更点

賃金規定

第307条
休職手当

・休職手当のルールの追記
⇒ 健康保険上の給付が満了した場合、“傷病手当金不支給通知書をもって”支給されることを明文化

表彰・懲戒規定

第２条
表彰・懲戒の決定～
第11条 監督責任

・実際の運用スキーム変更に伴い労使審査会の記述を削除します。
・懲戒の基準を譴責から降格と懲戒（諭旨）解雇の二つに分け該当する行為を再編します。
・監督責任については、懲戒基準から外し別に新設します。

介護・介護準備休業規程

第4条 手続き
第5条 撤回

（新設）

・介護休業取得の申請に際し、要介護の期間について証明書及び医師の証明書提出を義務とさせることは不当
であることから期間の記述を削除します
・介護休業を申し出たものは休業開始日の前日までは申し出の撤回ができます。
・また一度撤回した後に再び対象家族について申請した場合、撤回後の最初の申し出に限り認めます。

介護・介護準備勤務規定

第４条 手続き ・介護休業取得の申請に際し、要介護の期間について証明書及び医師の証明書を提出させることは不当である
ことから期間の記述を削除します

福利厚生規程

第204条
値引き除外品 ・各対象の他に”各部門⾧が指定する商品・サービス”を明文化

ハラスメント防止規程

第101条 目的
第206条 その他の
あらゆるハラスメン
ト行為の禁止（新
設）

・記載の複数のハラスメントの定義に、ハラスメントの定義を網羅するため、“あらゆるハラスメント”を追加
しました
・各ハラスメントの従業員が行ってはならない定義に、その他のあらゆるハラスメントの防止のため、性的指
向、性自認に関する言動によるものなど職場におけるハラスメント行為を行ってはならないことを明記しまし
た

就業規則・服務規律

第3条 基本的遵守
事項
第24条 その他のあ
らゆるハラスメント
の禁止（新設）

・就業時間内（休憩時間を除く）は禁煙とすることを明文化。

・各ハラスメントの従業員が行ってはならない定義に、その他のあらゆるハラスメントにより就業環境を害す
る行為をしてはならないことを明記します。各ハラスメントの事実が確認された場合は、ハラスメント防止規
程、表彰・懲戒規程に基づき懲戒処分が行われます。
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７．エルダーフェロー（無期・有期）労働協約の改訂

１）本則

２）付属諸規程

章・節・表題 表題 変更点

第５章 人事
第２節 休職
第４節 退職

第512条 休職
第517条 退職

・休職の通算方法を明確に表記します
・”届出及び連絡がないまま欠勤を続け、その欠勤期間が歴日で30日を超え、

所在が不明な時”は退職の扱いになることを明文化

第６章 労働条件
第２節 休日･休暇

第613条
年次有給休暇

・半日有給休暇を追加
⇒ １労働日未満のものについてはストック有給休暇に移行しません。

半日の定義は就業時間の２分の１とし、原則半日有給休暇を使用した日は、
原則時間外勤務なし、休憩時間は与えないものとします。

・有給数の変更
⇒ 週5日かつ35時間以上の契約のフェロー社員への有給数を増やします。

第614条
欠勤 ・『病気』の文言を『私傷病』に変更

第９章 安全衛生
第902条
健康情報等の取扱
規程（新設）

・会社は、業務上知り得た社員の心身の状態に関する情報（健康情報等）を法令に
則って適正に取り扱う。
なお、取扱いは別に定める「健康情報等の取扱規程」による。

規程・条文タイトル 変更点

賃金規定

第309条
休職手当

・休職手当のルールの追記
⇒ 健康保険上の給付が満了した場合、“傷病手当金不支給通知書をもって”支給されることを明文化

表彰・懲戒規定

第２条
表彰・懲戒の決定～
第11条 監督責任

・実際の運用スキーム変更に伴い労使審査会の記述を削除します。
・懲戒の基準を譴責から降格と懲戒（諭旨）解雇の二つに分け該当する行為を再編します。
・監督責任については、懲戒基準から外し別に新設します。

介護・介護準備休業規程

第4条 手続き
第5条 撤回

（新設）

・介護休業取得の申請に際し、要介護の期間について証明書及び医師の証明書提出を義務とさせることは不当
であることから期間の記述を削除します
・介護休業を申し出たものは休業開始日の前日までは申し出の撤回ができます。
・また一度撤回した後に再び対象家族について申請した場合、撤回後の最初の申し出に限り認めます。

介護・介護準備勤務規定

第４条 手続き ・介護休業取得の申請に際し、要介護の期間について証明書及び医師の証明書を提出させることは不当である
ことから期間の記述を削除します

福利厚生規程

第204条
値引き除外品 ・各部門⾧が指定する商品、サービスを明文化

ハラスメント防止規程

第101条 目的
第206条 その他の
あらゆるハラスメン
ト行為の禁止（新
設）

・記載の複数のハラスメントの定義に、ハラスメントの定義を網羅するため、“あらゆるハラスメント”を追加
しました
・各ハラスメントの従業員が行ってはならない定義に、その他のあらゆるハラスメントの防止のため、性的指
向、性自認に関する言動によるものなど職場におけるハラスメント行為を行ってはならないことを明記しまし
た

就業規則・服務規律

第3条 基本的遵守
事項
第24条 その他のあ
らゆるハラスメント
の禁止（新設）

・就業時間内（休憩時間を除く）は禁煙とすることを明文化。

・各ハラスメントの従業員が行ってはならない定義に、その他のあらゆるハラスメントにより就業環境を害す
る行為をしてはならないことを明記します。各ハラスメントの事実が確認された場合は、ハラスメント防止規
程、表彰・懲戒規程に基づき懲戒処分が行われます。
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ⅩⅢ．従業員意識調査 実施報告 

１. 調査の概要について 

１  目的
三越伊勢丹グループの将来にわたる発展にむけ、企業における課題解決やメンバーの不安を解消するため。 

アンケート結果は課題の把握と分析を行うとともに、経営との意見交換や職場懇話会など課題解決に向けて活用する。 

２  対象者
㈱三越伊勢丹に直接雇用される従業員（会社役員を除く）
社員（ステージ を含む）、特別社員、メイト社員、フェロー社員、スペシャリティスタッフ（エルダー含む）、エルダースタッフ、エルダーフェロー
※ いずれの雇用形態も非組合員を含みます

３  回答者数とその属性
（１）回答者数 6,058 名
（２）属性別の回答者数と構成比について ※対象人数は 2019 年 9 月 16 日現在

雇用形態・資格 対象人数（人） 回答人数（人） 回答率 構成比

社員ステージ A・B ％ ％

社員ステージ ％ ％

メイト社員 ％ ％

フェロー社員 ％ ％

スペシャリティスタッフ（エルダー含む） ％ ％

エルダースタッフ ％ ％

エルダーフェロー ％ ％

特別社員 3 60.0％ ％

不明 ― ― ％

全体 ％

４  調査方法および調査協力機関
WEB サイト上の設問にメンバーが回答する方式を取り、調査の企画・集計・分析においては
j.union 株式会社の協力を得ました。※全体の回答結果に関してはこちらでご覧いただけます。 →
ユーザー名：従業員コード 10桁 パスワード：ｉｍ
※回答欄が空欄の設問は三越伊勢丹では実施しておりません。

全員対象 
報告事項 

○ この章では、2019 年 7月から 2019 年 9月にかけて実施した従業員意識調査の実施

結果と、労働組合の考え方や取組みの方向性について報告します。

この章のポイント 
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２. 設問ごとの結果概要と対処すべき課題 

１）働き方改革について

結果概要 ・時間管理ルールの結果に関しては昨年と大きく変化はありませんでした。
個人ベースでみると昨年より打刻や時間管理に意識が上がっている回答を得られておりますが、昨
年同様、個人よりも職場全体で悪化する傾向にあります。
・また「業務改善が必要な項目」の設問に対してはメイト社員・フェロー社員中心に「施設・設備」
に課題が高くつき、ステージＡ・Ｂ中心に「組織や雇用形態の役割分担」に高い結果が出ました。

その他 意見など ・働き方改革の取り組みには賛同している 個人的に働きやすくなった
・所定労働時間の短縮などでプライベートの両立などしやすくなった
・時間外を削ることだけが働き方改革ではないので、本当の意味での「働きやすい職場環境」を
つくるべく上司のマネジメント、考え方の変化を望みます

対処すべき今後の課題 ・時間管理に関する個人の意識は上がっている一方で、職場全体の時間管理に関する意識はマ
ネジメント中心の意識改革が必要。
・運営モデルが変更や人事制度改定により業務改善や役割分担に課題認識を持つ従業員が多
く、それに関連して店舗の時間外が増加傾向になりつつある。
組合としても引き続き、現場の業務の改善の状況確認と「正しい時間管理」のルール発信・徹底
を行って参ります。

２） 企業風土の改革に向けた取り組みについて

結果概要 ・「職場におけるハラスメント撲滅の取り組みが進んでいるか」の設問に対し、全体の 6 割が「そう
思う」「どちらかといえばそう思う」と回答しました。昨年と同様にメイト社員・フェロー社員の順に
同様の「そう思う」「どちらかと言えばそう思う」という回答が低下する傾向にはあります。
・「あなたの職場ではハラスメントを見たり聞いたりする機会はありますか」という設問に対しては、
２０％が「ある」と回答し、パワーハラスメント 16.2％、セクシャルハラスメント 1.3％、その他
4.5％でした。これは雇用形態に限らず数値結果は同様に出ています。
・「あなたの職場では多くの仲間がイキイキと働くことができる環境であるか」の設問に関しては「どち
らとも言えない」「どちらかと言えばそう思わない」が昨年度と比べ数ポイント大きくなっています。

その他 意見など ・カスタマーハラスメントについて会社としての取り組みを望む
・ハラスメントにならないよう「指導」していく方法が難しい

対処すべき今後の課題 ・ハラスメント撲滅の取り組みに関しては取り組みの浸透と改善傾向はあると認識している一方
で、未だ 2 割が「ハラスメントがある」という現状は課題と捉え、引き続きハラスメント撲滅の取り組
みを強化していきます。
・今年度はハラスメントに関する e ラーニングの実施、セクシャルハラスメント防止啓発ポスターなど
を新たに実施しております。
・またその他として「カスタマーハラスメント」の取り組みの必要性、ハラスメントに該当しない正しい
指導方法、より良い職場風土についても引き続き労使で検討を進めます。
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３） 「働きやすさ日本一」の実現について
結果概要 ・働きやすさ日本一を実現する上で重視する労働条件として、「賃金」「仕事の内容」が上位

にあがっています。「賃金」を重視し、課題としている雇用形態はステージＣ、メイト社員、
フェロー社員となり、昨年と同様の結果となりました。
・また現状の課題としては「賃金」、「業務改善」、「労働条件の納得性・公平性」が高くなってお
ります。特に労働条件の公平性・納得性に関して、昨年は無かった設問ではありますが、現状の
働き方として運営モデルの変更や組織改正の最中にそう感じている従業員が多く出ているという
現状が読み取れます。
・「1 日の労働時間」に関する部分は現状として非常に低い結果となり、今年度からの所定労働
時間短縮の取り組みが一定の支持を得ていると見られます。

対処すべき今後の課題 ・次年度以降も引き続きステージ C・メイト社員人事制度について議論を進め、雇用形態間の
バランスや処遇改善について取り組みを継続します。
・施設面の改善は賃金・労働時間・休日休暇の動揺に働く上で従業員のモチベーションに大きく
関わることからＥＳ向上に向けた取り組みが非常に重要だと考えています。

４） 目標管理制度の運用状況について
結果概要 ・目標設定の期初面談は昨年同様に実施率90％台と高い状況にあります。

「面談を事前に知らされているか」の設問に対しては 90％近くが「事前に伝えられた」と回答し、
「自分で事前準備をしたか」の設問に対しては 70％に下がっており、被評価者の面談に対する事
前準備には若干課題が見受けられます。
・「上司はあなたの強み・弱み・個性を把握し、ふまえた上で具体的なアドバイスがあったか」には約
３０％が「どちらとも言えない」「どちらかと言えばそう思わない」と回答し、比較的高い状況。
・被考課者として「中間面談」の実施に関してはステージＡ・Ｂの約 80％が「された」と回答、ステ
ージ C、メイト社員は５０％ほどとなり、昨年と同様の回答結果となりました。
・面談時には「将来のキャリア」「職場の課題」「業務改善」を中心に話し合われています。

対処すべき今後の課題 ・目標設定面談やフィードバック面談が 100％実施されていない状況にあります。
併せて中間面談の実施率はステージＡ・ＢとステージＣ・メイト社員で実施率に差がある現状は
昨年と変わっていません。
・目標設定にあたっての被評価者の心構え、準備などには若干課題があります。
・今後も引き続き、面談実施の促進と内容の充実化、人事制度改定に伴い評価者・被評価者
への正しい目標設定のあり方・評価の教育などは労使で取り組みを検討していきます。
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５）企業の動向について
結果概要 ・「2018 年決算の内容を知っているか」の質問に対して、ステージＡ・Ｂの 90％以上は

「知っている」「大まかに知っている」と答えたのに対し、ステージＣは 65％
メイト社員は 42％、フェロー社員は 31％と段階的に減少しています。
・「中期経営計画」に関しての質問もステージＡ・Ｂは 90％以上、ステージＣは 52％、
メイト社員は 30％、フェロー社員は 25％と更に減少しています。
・「この 1 年間の企業の動向や 2018 年度決算発表、中期経営計画の内容を受けて自身の
考えに近いものとしては「業界の取り巻く環境の厳しさを感じた」61％、
「企業の将来に不安を感じた」42％と昨年よりも上昇しています。
・「わたしたちの考え方」に対する感想は「知っている」43％、「なんとなく知っている」
24％と認識している答えが一番多い状況で昨年よりも上がっています。
・デジタルトランスフォーメーションやお買い場運営モデルの変更に関しての意見も多く
寄せられました。

その他 意見など ・デジタル化は遅れがあるのは確かだが、他社にはない新しい視点で同業が打っていないところに
出ようとしている方向に希望を感じる
・デジタル化が進むのは賛成だが、社内インフラが不十分だと感じる
・社内全体として「デジタルとは何のためにあるのか」を理解されていない雰囲気も
未だに感じる、デジタル化した先のアウトプットが何かを考え、実行することが重要だ
・デジタルに苦手意識が高い方もまだ多い 社内としても研修などで触れる機会を
増やして欲しい
・お買い場運営モデルの変更は混乱していることも確かだが目指すべき方向性を明確にし、
適正な要員配置を遂行していけばより良い組織になると思う
・組織改革についての評価・検証を重ねていって良いものにしていければと思う
・今土台をしっかり作っていくことが大切、メンバーの働きやすい環境にすることが
今後の三越伊勢丹の為に非常に重要だと考えます

対処すべき今後の課題 ・デジタルトランスフォーメーションやシームレス化の取り組みは必要性を感じている一方で取り組
み手法、会社が「どう変わるのか」「何を目指すのか」がまだ伝わり切っていない状況です。これは
「企業の将来に対する不安」「自身のキャリアに関する不安」に繋がっているとも言えます。
・会社が大きく変わろうとする中で従業員一人ひとりが今何をすべきなのかを考え、行動することが
非常に重要であり、組合としても会社の取り組みや従業員の立場を理解・把握し、情報共有や
課題解決に向けて取り組みを進めていきます。
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３．今期の活動進捗と今後の取り組み 

・毎年実施している労働組合の意識調査では主に以下の切り口で設問し、回答いただいた内容をベースに組合活動を
進めております。第７期の進捗と今後の取り組みについては以下の通りです。

１） 「企業風土の改革に向けた取り組み」・・風通しの良い職場風土、多様性を受容し、生かす企業風土
・ハラスメント撲滅に向けて対応を強化 ハラスメントに対する意識はここ近年上がりつつあり、取り組みは進んでいます。
今後も引き続き「対話」を重視する職場風土醸成に向け、労使で進捗を確認しながら取り組んでいきます。

２） 「目標管理制度の運用について」・・人材育成としてのコミュニケーション
・意識調査の結果の通り、中間面談の実施率には課題が残っている状況です。
・今年度の通年協議では「ステージ C とメイト社員の制度改定」を主なテーマに協議を進めています。その中でよりメンバー
一人ひとりの納得性に繋がる目標設定・面談の実施が重要となる為、正しい制度理解なども併せて検討を行います。

３） 「働き方改革について」「日本一働きやすい会社の実現」・・働き方改革
・今年度は所定労働時間の短縮、休日の増加など年間の総労働時間短縮が短縮されています。
・上記は一定の成果には繋がっているものの、組織体制の変更などに伴い時間外や正しい働き方の推進には
引き続き強化して取り組んでいきたいと考えています。

４）「企業の動向に関して」・・企業の動向に関する情報共有と進捗確認
・会社の変化（デジタル化や組織改正）に対して経営との対話を重視し、その進捗を確認していきます。
・職場の組合役員との連携によるメンバーに根差したチェックとサポート機能の強化を継続していきます。

【第７期 今後の重点的な取り組み項目】 ※第７期運動方針より参照

活動カテゴリー 視点 重点取り組み
労働福祉活動

<人事制度>

・チャレンジする風土、一定の安心感

・中長期のやりがい、はたらきがい

・お客さま満足の最大化に向けたビジネスモデルの革新

・ステージＣ、メイト社員の人事制度改定

・フェロー社員の制度改定

・定年後再雇用制度のあり方

労働福祉活動

<働く環境の整備>

・「時間」「環境」「業務」「意識・風土」

のカテゴリーで日本一働きやすい会社を実現

・ハラスメントのない職場環境づくり

・総実労働時間の短縮の検討など

・企業を取り巻く環境と企業戦略の変化の対応にむけ、

職場での「対話」を実現する職場風土醸成

VOICE 活動 ・メンバー参加拡大や理解の進化

・より多くの意見収集を目的とした VOICE 活動

・労使通年協議に沿ったテーマ別 VOICE の実施

・職場特有課題に特化した VOICE の実施

経営対策活動 ・経営やメンバーとのコミュニケーションを重視した

労使協議とチェック・サポート体制

・ビジネスモデル革新・デジタルトランスフォーメーションの取り組み

をメンバーの声に基づきサポートを強化、店舗や事業の継続・

発展につなげる
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ⅩⅣ.2020年度上期営業条件について

○この章では１月24日、27日の執行評議員会で審議決定した2020年度上期営業条件について
報告いたします。

○2020年度上期のクリアランス等による繁忙期延刻については決定次第ご報告いたします。

この章のポイント

全員対象 報告事項

１.会社の申し入れ内容

Ⅰ．2020年度上期 三越伊勢丹本支店 営業条件

１．店舗休業日

 新宿 日本橋 銀座 立川 浦和 恵比寿

なし店舗休業日

・前年同様の考え方を踏まえ、全店で店舗休業日は設定しないものとします。

スタイリストの働く意欲向上と要員生産性向上等を目的として、2020年度上期営業条件は下記の通りとする。

２．基本営業時間
・新宿店、日本橋店、立川店、恵比寿店は19年度下期の営業時間を継続します。
・銀座店は、特定日設定を無くし、全日20時00分閉店とします。
・浦和店は、2階以上を30分延刻し、全館20時00分閉店とします。

新宿 日本橋 銀座 立川 浦和 恵比寿

開店時刻 10:00 10:00 10:00  10:00 10:30 11:00

閉店時刻 20:00 19:30
（2階以上19:00）

20:00
特定日設定なし

 19:30 20:00
全館（ﾚｽﾄﾗﾝ除）

20:00
基本営業時間

３．棚卸日の営業条件

・本支店は2020年9月7日（月）閉店後～8日（火）開店前に実施し、全店基本営業時間通りといたします。
なお、サテライト店等は2020年9月8日（火）閉店後～9日（水）開店前に実施いたします。
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【サテライト店】

基本営業時間 休業日 備考

新所沢 10:00-18:00 休業日なし

伊勢丹 アイ・プラザ東浦和 10:00-18:00 伊勢丹浦和店に準ずる

エムアイ
プラザ 河辺 10:00-18:00

繁忙期・祝日・除く火曜日
（休業日:4/7・14・21・28、5/12・19・26、8/18・25、9/1・8・15・
29）

いわき 10:00-19:00 いわきラトブに準ずる（９/８(火)休業）

館林 10:00-20:00 アゼリアモールに準ずる

伊勢崎 10:00-21:00 スマーク伊勢崎に準ずる

春日部 10:00-20:00 ララガーデン春日部に準ずる

つくば 10:00-21:00 イーアスつくばに準ずる

鹿島（ホテルショップ） 10:00-18:00 鹿島セントラルホテルに準ずる

羽生 10:00-22:00 イオンモール羽生に準ずる

木更津 10:00-21:00 イオンモール木更津に準ずる

ひたちなか 10:00-20:00 ファッションクルーズニューポートひたちなかに準ずる

川越 10:00-19:00 ウニクス川越に準ずる

※入居する施設からの要請や棚卸の実施状況に応じて、営業条件を変更する場合があります

繁忙期・祝日・除く火曜日
（休業日:4/7・14・21・28、5/12・19・26、8/18・25、9/1・8・15・
29）

Ｓ
Ｃ
テ
ナ
ン
ト

三越

エムアイ
プラザ

ユーカリが丘 10:00-18:00

五井・東金・臼井・成田
茂原・旭・館山

10:00-18:00
繁忙期・祝日・除く火曜日
（休業日:4/7・14・21・28、5/12・19・26、8/18・25、9/1・8・15・
29）路

面
店

三越

牛久・古河・久喜
小山・桐生・馬事公苑 10:00-18:00

繁忙期・祝日・除く月曜日
（休業日:4/6・13・20・27、5/11・18・25、8/17・24・31、9/7・14・
28）

店舗

【スペシャリティストア】

基本営業時間 休業日 備考

イセタンサローネ 11:00-21:00 東京ミッドタウンに準ずる

イセタン羽田ストア（L）T1 8:00-20:00
羽田空港国内線第一ターミナルに準ずる
休業日なし

ukaネイルサロン
は9:00-18:00

イセタンハウス 11:00-21:00 大名古屋ビルShop&Restaurantsに準ずる

イセタン羽田ストア（M）T1 8:00-20:00 休業日なし

イセタン羽田ストア（M）T2 8:00-20:00 休業日なし　※4月下旬開店予定

イセタンセントレアストア 7:00-19:00 休業日なし

イセタンサローネ　メンズ 11:00-20:00 伊勢丹新宿本店に準ずる

店舗

Ｓ
Ｃ
テ
ナ
ン
ト

スペシャリティ
ストア



98

社
員

フ
ェ
ロ
ー
社
員

エ
ル
ダ
ー
ス
タ
ッ
フ

ス
ペ
シ
ャ
リ
テ
ィ
ス
タ
ッ
フ

メ
イ
ト
社
員

特
別
社
員

エ
ル
ダ
ー
フ
ェ
ロ
ー

エ
ル
ダ
ー

ス
ペ
シ
ャ
リ
テ
ィ
ス
タ
ッ
フ

【ユニフォーム事業部（スクールユニフォーム）】

基本営業時間 休業日 備考

伊勢丹会館3階 11:00-19:00 新宿本店に準ずる

2019年下期
10-1月

11:00-19:00
２・３月

10:30-19:00

ボーノ相模大野3階
10:00-18:00
※未定・交渉中 ボーノ相模大野「サロン」に準ずる

2019年下期
10:00-20:00

日本橋本店5階

4/1-5/11
（SD5階展開期間）
10:00-18:30

5/12-9/30（本館5階）
10:00-19:00

日本橋本店に準ずる

2019年下期
10/1-1/9（本

館5階）
10:00-19:00
1/10-3/31
（SD5階展開

期間）
10:00-18:30

伊勢丹会館2階 11:00-19:00 新宿本店に準ずる

2019年下期
10-1月

11:00-19:00
２・３月

10:30-19:00

豊島区東池袋1-12-8
富士喜ビル7階 10:00-18:00

毎週火曜日
（4/7（火）は営業）

2019年下期
10-1月

10:00-18:00
２・３月

10:00-19:00
横浜市神奈川区鶴屋町
2-24-1
谷川ビルアネックス4階

10:00-18:00
毎週火曜日及び8/10-16
（4/7（火）は営業）

千葉市中央区富士見2-3-1
塚本大千葉ビル5階 10:00-18:00

毎週火曜日
（4/7（火）は営業）

聖徳大学内（松戸市）
9:00-17:00

（大学指定により変更あり）
※未定・大学と交渉中

日曜日及び大学指定日

2019年下期
8:30-18:00
（土曜日は
17:00閉店
大学指定により
変更あり）

晃華学園内（調布市）

8:00－16:00
（13:00－13:30は
休憩のため閉店

学校指定により変更あり）

土曜日・日曜日及び学校指定日

暁星学園内（千代田区）
7:40-16:00

（土曜日は13:00閉店
学校指定により変更あり）

日曜日及び祝日と学校指定日

千葉日本大学第一小学校内
千葉日本大学第一中高学校内
（船橋市）

小学校
10:20-13:30（平日）
10:00-12:00（土）

中・高
8:15-15:45（平日）
8:15-13:00（土）

（学校指定により変更あり）

日曜日・祝日及び学校指定日千葉日大一

暁星学園

店舗

伊勢丹新宿

伊勢丹相模原

三越日本橋

三越新宿

三越池袋

三越横浜

三越千葉

聖徳大学
（ジャンティ三越）

晃華学園

10:00-18:00
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【イセタンミラー】

基本営業時間 休業日 備考

セレオ八王子 10:00-21:00 施設に準ずる 休業日未定

ルミネ北千住 10:00-20:30 施設に準ずる 休業日未定

吉祥寺パルコ 10:00-21:00 施設に準ずる 休業日なし

ららぽーとＴＯＫＹＯ　ＢＡＹ 平日　　10:00-20:00
土日祝　10:00-21:00

施設に準ずる 未定

錦糸町テルミナ2 10:00-21:00 施設に準ずる 未定

アトレ大井町 10:00-21:00 施設に準ずる 未定

東急プラザ表参道原宿 11:00-21:00 施設に準ずる 休業日なし

アトレ恵比寿 10:00-21:30 施設に準ずる 未定

ルミネ荻窪 10:00-21:00 施設に準ずる 休業日未定

新丸の内ビル 平日・土11:00-21:00
日・祝　11:00-20:00

施設に準ずる 未定

東京ミッドタウン日比谷 11:00-21:00 施設に準ずる 休業日未定

ミーツ国分寺 10:00-21:00 施設に準ずる 休業日未定

テラスモール湘南 10:00-21:00 施設に準ずる 休業日未定

ルミネ横浜
平日　10:00-21:00
土日祝　10:00-20:30 施設に準ずる 休業日未定

店舗

Ｓ
Ｃ
テ
ナ
ン
ト

イセタン
ミラー

ルミネ新宿2
平日　11:00-21:30
土日祝　10:30-21:30 施設に準ずる 休業日未定

ルミネ大宮
10:00-21:00

日　10:00-20:30 施設に準ずる 休業日未定
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２.申し入れにあたっての会社の考え方

・店舗休業日ならびに基本営業時間については「各店がそれぞれの営業利益目標を担い、日々営業活動を行う」
という原則に立ち戻り、会社としての方向性のもと、従業員の働く意欲、要員生産性、収益性、顧客満足の
実現性を踏まえて、各店の状況を勘案した上で決定していきます。
・新宿店、日本橋店、立川店、恵比寿店はお客さまにとっての認知度を踏まえ、19年度下期の営業時間を
継続します。
・銀座店については、お客さまの分かりやすさ向上と、更なる収益確保を目指し、特定日の設定を解消といたします。
・浦和店については、近隣商業施設とのバランスや、お客さまニーズへの対応による収益向上を目指し、
2階以上の営業時間を30分後ろ倒しした20時00分へ変更いたします。

１．基本営業条件

２．店舗休業日

・各店の営業利益目標の達成と、スタイリストの働く意欲向上と要員生産性向上という考え方を踏まえて、
2019年度の上期と同様に、全店で店舗休業日は設定しないものとします。

３．会社申し入れに対する組合の考え方

１．基本営業条件

・日本橋店、立川店、恵比寿店については、基本営業時間をお客さまの認知やメンバーの働き方を踏まえ、
19年下期同様とすることは理解ができます。
・銀座店の特定日の解消については、お客さまにとってのわかりやすさやエリア特性等をも踏まえた内容であることは
理解ができます。
・浦和店の営業時間については、これまでのフロア別の営業時間に対する検証を踏まえた取り組みと理解できます。
・一方、基本営業時間の見直しはメンバーの生活や取組先への影響も大きいことから、今後メンバーや取組先への
対応を十分におこなっていくことや、お客さまの認知度向上に向けた検討をお願いいたします。

２．店舗休業日

・店舗休業日の設定については、その具体的な設定にあたっては、「お客さまの要望」、「従業員にとっての働きや
すさ」や「エリアの中での競合との関係」等を踏まえた上で慎重に検討をおこなう必要があると捉えています。
・今回の申し入れ内容は、こうした要因を踏まえた内容となっていると理解できます。お客さまへの認知を高めていく
ためにも、これまで同様に、社内外への発信を強化していくことをお願いいたします。
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上

げ
に

向
け

た
方

針
を

掲
げ

て
い

ま
す

。 

 Ⅱ
．
本
部

基
本
方

針
の

考
え
方
 

20
20

年
度

春
の

交
渉

本
部

基
本

方
針

で
は

、
昨

年
同

様
「

雇
用

の
確

保
と

そ
の

前
提

と
な

る
企

業
・
事

業
の

存
続

」
を

最
優

先
と

し
、
取

組
み

を

進
め

ま
す

。
 

各
支

部
は

、
現

在
の

環
境

を
メ

ン
バ

ー
と

共
有

・
対

話
す

る
と

共
に

、
賃

金
要

求
の

具
体

的
方

針
の

も
と

、
自

社
の

業
績

や
抱

え
る

課
題

な
ど

を
踏

ま
え

て
必

要
と

判
断

す
る

取
り

組
み

を
主

体
的

に
進

め
ま

す
。

本
部

は
、

本
支

部
制

の
強

み
を

活
か

し
て

各
支

部
へ

の
サ

ポ
ー

ト
を

行
い

ま
す

。
 

賃
金

要
求

に
関

し
て

は
、

グ
ル

ー
プ

共
通

ベ
ー

ス
ア

ッ
プ

算
出

式
に

則
り

ベ
ー

ス
ア

ッ
プ

要
求

を
行

い
ま

す
。
算

出
式

を
導

入
し

て
い

な
い

雇
用

形
態

に
お

い
て

は
、

ベ
ー

ス
ア

ッ
プ

の
構

成
要

素
と

、
算

出
式

に
基

づ
く

要
求

額
と

の
バ

ラ
ン

ス
も

考
慮

し
た

上
で

要
求

を
行

い
ま

す
。

 

な
お

、
U

A
ゼ

ン
セ

ン
労

働
条

件
闘

争
方

針
の

参
画

の
あ

り
方

に
つ

い
て

は
、
昨

年
度

と
同

様
の

基
本

ス
タ

ン
ス

と
し

ま
す

(賃
上

げ
闘

争
に

登
録

)。
 

 

Ⅲ
．
「
2
0
2
0
年
度

春
の
交

渉
」
の
位

置
付

け
 

20
20

年
度

春
の

交
渉

は
、
全

て
の
支

部
に

お
い

て
「

以
下

の
4
点

を
中

心
に

メ
ン

バ
ー

ズ
V

O
IC

E
を

通
じ

て
全

メ
ン

バ
ー

と
対

話
・
共

有
す

る

機
会

」
と

し
て

位
置

付
け

ま
す

。
 

1)
現

在
の

企
業

(グ
ル

ー
プ

全
体

・
自

社
)が

お
か

れ
た

環
境

(業
績

・
方

針
・

課
題

点
・

等
)を

メ
ン

バ
ー

と
共

有
す

る
。

 

2)
賃

金
要

求
に

つ
い

て
は

、
本

部
方

針
に

基
づ

く
各

支
部

要
求

案
を

メ
ン

バ
ー

と
共

有
し

、
審

議
決

定
を

経
た

上
で

早
期

の
妥

結
を

目
指

す
。

 

3)
人

に
関

わ
る

諸
制

度
に

つ
い

て
、
今

年
度

に
お

け
る

各
支

部
労

使
通

年
協

議
事

項
(グ

ル
ー

プ
人

事
労

使
専

門
協

議
会

の
内

容
含

む
)を

メ
ン

バ
ー

と

共
有

し
、

審
議

決
定

を
経

た
上

で
労

使
合

意
と

成
案

化
を

行
う

。
ま

た
、

次
年

度
に

予
定

し
て

い
る

労
使

通
年

協
議

事
項

に
つ

い
て

、
課

題
認

識

や
考

え
方

に
つ

い
て

メ
ン

バ
ー

と
の

共
有

化
を

図
る

。
 

4)
働

く
環

境
整

備
に

向
け

た
取

り
組

み
（

グ
ル

ー
プ

方
針

に
基

づ
く

各
支

部
で

の
時

間
外

労
働

の
削

減
・

有
休

取
得

の
推

進
・

所
定

労
働

時
間

の
短

縮
・

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト

対
応

等
）

に
つ

い
て

、
労

使
及

び
組

合
の

施
策

や
考

え
等

を
メ

ン
バ

ー
と

共
有

し
、

取
組

み
を

推
進

す
る

。
 

 Ⅳ
．
賃
金

要
求
の

具
体

的
方
針
 

 
賃

金
要

求
の

具
体

的
な

取
り

組
み

方
針

に
つ

い
て

は
以

下
の

通
り

と
し

ま
す

。
 

 

1)
月

例
賃

金
 

○
水

準
引

き
上

げ
 

・
2
02

0
年

度
春

の
交

渉
に

お
い

て
は

、
「

グ
ル

ー
プ

共
通

の
ベ

ー
ス

ア
ッ

プ
算

出
式

」
に

基
づ

い
た

要
求

を
行

う
。
「

グ
ル

ー
プ

共
通

の
ベ

ー

ス
ア

ッ
プ

算
出

式
」
を

導
入

し
て

い
る

雇
用

形
態

は
ベ

ー
ス

ア
ッ

プ
額

1,
00

0
円

を
要

求
す

る
。
算

出
式

を
導

入
し

て
い

な
い

雇
用

形
態

は
、

「
各

雇
用

形
態

に
お

け
る

ベ
ー

ス
ア

ッ
プ

の
構

成
要

素
（

＊
） 」

を
踏

ま
え

つ
つ

、
加

え
て

算
出

式
に

基
づ

く
要

求
額

と
の

バ
ラ

ン
ス

も
考

慮

し
た

う
え

で
必

要
と

考
え

る
要

求
を

行
う

。
な

お
、
時

給
制

社
員

は
要

求
額

と
の

バ
ラ

ン
ス

を
考

慮
し

つ
つ

、
構

成
要

素
を

踏
ま

え
て

全
支

部
で

5
円

以
上

の
要

求
を

行
う

。
 

(※
)・

月
給

制
社

員
：

物
価

上
昇

、
生

産
性

向
上

、
労

働
市

場
と

の
賃

金
水

準
格

差
調

整
、

他
雇

用
形

態
と

の
賃

金
バ

ラ
ン

ス
調

整
、

初
任

給
 

(採
用

賃
金

)上
昇

対
応

 

・
時

給
制

社
員

：
物

価
上

昇
、

生
産

性
向

上
、

働
き

方
と

賃
金

水
準

の
バ

ラ
ン

ス
、

採
用

賃
金

上
昇

対
応

、
最

低
賃

金
引

上
対

応
 

・
年

俸
制

社
員

：
物

価
上

昇
、

生
産

性
向

上
 

 
 

 
 

 
 

※
60

歳
以

降
の

雇
用

形
態

に
つ

い
て

は
、

該
当

す
る

構
成

要
素

に
基

づ
き

判
断

す
る

。
 

 

○
昇

給
・

昇
格

 

・
昇

給
に

関
し

て
は

、
昇

給
制

度
が

あ
る

場
合

、
制

度
に

基
づ

く
昇

給
原

資
(評

価
分

布
等

)の
要

求
を

行
い

、
制

度
が

未
整

備
な

場
合

は
例

年

同
程

度
の

昇
給

原
資

の
要

求
を

行
う

と
と

も
に

、
評

価
分

布
等

に
つ

い
て

は
そ

の
結

果
の

確
認

を
行

う
。
な

お
、
昇

給
制

度
が

未
整

備
な

場

合
や

運
用

面
で

課
題

が
あ

る
場

合
に

は
、

次
年

度
の

通
年

協
議

で
制

度
整

備
や

課
題

の
改

善
に

向
け

た
協

議
を

行
う

。
 

・
昇

格
に

関
し

て
は

、
事

前
に

労
使

で
想

定
し

て
い

る
昇

格
の

運
用

に
つ

い
て

、
昇

格
人

数
の

結
果

の
確

認
等

を
行

い
、
運

用
面

で
の

課
題

が

あ
る

場
合

に
は

、
運

用
上

の
考

え
方

を
確

認
す

る
と

共
に

、
次

年
度

の
通

年
協

議
で

課
題

の
改

善
に

向
け

た
協

議
を

行
う

。
 

・
月

給
制

社
員

の
賃

金
引

上
げ

率
の

算
出

に
お

い
て

は
、
当

該
雇

用
形

態
の

モ
デ

ル
賃

金
に

基
づ

き
算

出
す

る
。
な

お
、
賃

金
制

度
が

変
更

さ

れ
た

場
合

に
は

、
モ

デ
ル

賃
金

の
見

直
し

を
行

う
こ

と
と

す
る

。
 

 

2)
賞

与
 

・
月

給
制

社
員

の
賞

与
に

つ
い

て
は

、
「

雇
用

の
維

持
と

そ
の

前
提

と
な

る
企

業
・

事
業

の
存

続
」

を
最

優
先

に
考

え
つ

つ
も

、
企

業
環

境
・

業
績

に
柔

軟
に

対
応

し
た

水
準

の
確

保
を

図
る

。
こ

れ
を

踏
ま

え
る

中
、
賞

与
の

最
下

限
水

準
は

年
間

2
ヶ

月
と

す
る

。
な

お
、
年

間
2
ヶ

月
を

下
回

る
場

合
は

そ
の

理
由

や
今

後
に

向
け

た
考

え
等

を
明

確
に

す
る

。
 

・
賞

与
に

評
価

制
度

が
導

入
さ

れ
て

い
る

雇
用

形
態

は
、

必
要

な
原

資
(評

価
分

布
等

)を
要

求
す

る
と

と
も

に
、

そ
の

結
果

に
関

す
る

確
認

を

行
う

。
 

・
年

間
賃

金
確

定
に

よ
る

生
活

安
定

の
視

点
か

ら
、
原

則
、
賞

与
原

資
の

引
当

年
度

を
意

識
し

た
年

間
一

括
で

の
要

求
を

行
う

。
や

む
を

得
ず

半
期

毎
の

要
求

と
な

る
場

合
は

、
そ

の
理

由
を

明
確

に
す

る
。

ま
た

、
今

回
要

求
を

先
送

り
す

る
場

合
(2

01
9
年

度
の

業
績

を
見

極
め

て
か

ら
の

要
求

、
等

)に
つ

い
て

も
、

そ
の

理
由

を
明

確
に

す
る

。
 

・「
業

績
に

連
動

す
る

賞
与

体
系

」
が

導
入

さ
れ

て
い

る
支

部
は

、
基

準
(指

標
、
支

給
率

カ
ー

ブ
の

傾
き

、
支

給
率

の
上

下
限

、
等

)の
明

確
化

を
行

う
。

 

  
 

 
3)
最

低
賃

金
 

・
20

20
年

度
「

IM
G

U
最

低
賃

金
要

求
基

準
」
を

も
と

に
「

扶
養

者
年

齢
別

(月
例

)、
企

業
内

(月
例
・
時

間
給

)」
の

最
低

賃
金

を
要

求
す

る
。

 

 

4)
初

任
給

(採
用

賃
金

) 

・
個

別
設

定
と

な
る

雇
用

形
態

を
除

き
、

全
て

の
雇

用
形

態
の

初
任

給
(採

用
賃

金
)に

つ
い

て
は

要
求

を
行

う
。

 

・
優

秀
な

人
材

の
確

保
、

同
業

他
社

と
の

比
較

及
び

地
域

に
お

け
る

採
用

競
争

力
等

を
考

慮
し

、
必

要
に

応
じ

て
初

任
給

(採
用

賃
金

)の
引

き

上
げ

を
要

求
す

る
。

な
お

、
初

任
給

(採
用

賃
金

)を
引

き
上

げ
た

場
合

に
お

い
て

は
、

在
籍

者
に

与
え

る
影

響
、

賃
金

体
系

上
の

整
合

性
等

に
つ

い
て

十
分

考
慮

し
、

必
要

に
応

じ
た

対
応

を
図

る
(部

分
的

も
し

く
は

全
体

的
な

本
給

表
の

書
き

換
え

要
求

等
)。

 

・
今

回
ベ

ー
ス

ア
ッ

プ
要

求
を

行
う

雇
用

形
態

は
、

ベ
ー

ス
ア

ッ
プ

と
同

額
(ま

た
は

そ
れ

以
上

)を
上

乗
せ

し
た

初
任

給
(採

用
賃

金
)の

金
額

を
要

求
す

る
。

 

 

上
記

内
容

を
も

と
に

、
全

支
部

が
従

来
か

ら
の

各
項

目
を

基
本

に
議

案
書

を
作

成
し

、
メ

ン
バ

ー
ズ

V
O

IC
E

に
て

メ
ン

バ
ー

と
の

議
論

を
深

め

る
も

の
と

し
ま

す
。

そ
し

て
、

各
支

部
機

関
会

議
で

の
審

議
を

通
じ

て
「

通
年

協
議

の
成

案
化

」
「

賃
金

要
求

案
の

作
成

」
を

行
っ

た
後

、
支

部
労

使
協

議
会

に
お

い
て

賃
金

要
求

を
行

い
ま

す
。

 

な
お

、
賃

金
要

求
の

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

に
つ

い
て

、
各

支
部

は
状

況
に

応
じ

て
計

画
す

る
こ

と
と

し
、
そ

の
う

え
で

要
求

後
は

早
期

の
妥

結
を

目
指

し
ま

す
。
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社
員

フ
ェ
ロ
ー
社
員

エ
ル
ダ
ー
ス
タ
ッ
フ

ス
ペ
シ
ャ
リ
テ
ィ
ス
タ
ッ
フ

メ
イ
ト
社
員

特
別
社
員

エ
ル
ダ
ー
フ
ェ
ロ
ー

エ
ル
ダ
ー

ス
ペ
シ
ャ
リ
テ
ィ
ス
タ
ッ
フ

「2
02

0年
度

春
の

交
渉

」 
IM

GU
本

部
 最

低
賃

金
 要

求
基

準
 

 要
求

基
準

につ
い

て 
 

  
 

要
求

基
準

の
設

定
目

的
 

 
日

本
で

は
、

実
質

的
・文

化
的

な
生

活
を

最
低

限
維

持
す

る
た

め
に

必
要

な
賃

金
水

準
と

し
て

、
地

域
別

・産
業

別
に

最
低

賃
金

が
設

け
ら

れ
て

い
ま

す
。

 
 

こ
の

公
的

な
最

低
賃

金
の

水
準

を
決

定
す

る
際

、
そ

の
地

域
・産

業
内

の
各

企
業

に
お

け
る

賃
金

表
や

企
業

内
最

低
賃

金
の

締
結

・改

定
が

大
き

な
影

響
を

与
え

ま
す

。
 

 
三

越
伊

勢
丹

グ
ル

ー
プ

労
働

組
合

(以
下

、
IM

G
U

)で
は

、
独

自
基

準
を

設
定

す
る

こ
と

に
よ

り
、

企
業

内
外

の
と

も
に

働
く

労
働

者
の

賃

金
水

準
の

底
上

げ
を

は
か

る
取

り
組

み
の

推
進

に
つ

な
げ

て
い

ま
す

。
 

 
 

要
求

基
準

の
項

目
 

 
IM

G
U

で
は

、
対

象
者

本
人

の
扶

養
者

数
や

年
齢

に
応

じ
て

設
定

す
る

「扶
養

者
・年

齢
別

最
低

賃
金

」と
、

各
企

業
が

定
め

る
制

度
上

の
最

下
限

水
準

を
「企

業
内

最
低

賃
金

」 と
定

め
、

こ
れ

ら
を

IM
G

U
全

支
部

・分
会

の
統

一
要

求
基

準
と

し
ま

す
。

 
 

な
お

、
20

18
年

度
よ

り
、

労
働

法
契

約
法

改
正

（有
期

の
無

期
雇

用
へ

の
転

換
制

度
の

ル
ー

ル
化

）な
ど

を
踏

ま
え

、
「扶

養
者

・年
齢

別

最
低

賃
金

」要
求

基
準

を
各

支
部

・分
会

に
適

用
し

て
い

ま
す

。
 

 
ま

た
、

時
給

制
社

員
に

つ
い

て
は

、
「扶

養
者

・年
齢

別
最

低
賃

金
」要

求
基

準
で

は
な

く
、

「企
業

内
最

低
賃

金
（時

間
給

）」
を

要
求

す

る
こ

と
と

し
て

い
ま

す
。

 
 

要
求

基
準

の
項

目
は

以
下

の
と

お
り

で
す

。
 

  「扶
養

者
・年

齢
別

最
低

賃
金

」要
求

基
準

 〔
対

象
:

月
給

制
社

員
〕 

 
   

｢扶
養

者
・年

齢
別

最
低

賃
金

｣要
求

基
準

は
、

生
活

者
の

観
点

か
ら

の
賃

金
確

保
を

目
的

に
、

日
常

生
活

を
営

む
う

え
で

最
低

限
維

持
す

べ
き

月
例

給
の

水
準

を
扶

養
者

数
と

年
齢

に
応

じ
て

定
め

て
き

ま
し

た
。

 
 

扶
養

者
の

基
準

内
賃

金
が

、
以

下
の

扶
養

者
別

の
基

準
額

を
下

回
る

場
合

は
、

そ
の

差
額

を
手

当
と

し
て

保
障

す
る

こ
と

を
要

求
し

ま
す

。
 

〔単
位

：円
〕 

一
人

扶
養

（2
7歳

） 
二

人
扶

養
（3

0歳
） 

三
人

扶
養

（3
3歳

） 
四

人
扶

養
（3

6歳
） 

A
基

準
 

17
4,

70
0 

21
5,

20
0 

25
5,

80
0 

29
6,

40
0 

B
基

準
 

15
8,

80
0 

19
5,

70
0 

23
2,

50
0 

26
9,

40
0 

C
基

準
 

14
3,

00
0 

17
6,

20
0 

20
9,

30
0 

24
2,

50
0 

 
 

A
B

C
基

準
の

設
定

に
つ

い
て

 

 
原

則
支

部
内

の
全

事
業

所
は

統
一

の
基

準
を

適
用

す
る

こ
と

と
し

ま
す

。
 

 
た

だ
し

、
首

都
圏

（東
京

・埼
玉

・千
葉

・神
奈

川
）を

拠
点

に
他

地
域

に
事

業
展

開
し

て
い

る
事

業
会

社
支

部
・分

会
が

地
域

に
よ

っ
て

異

な
る

基
準

を
定

め
る

こ
と

が
望

ま
し

い
と

判
断

し
た

場
合

、
以

下
の

条
件

・要
素

を
総

合
的

に
勘

案
し

た
う

え
で

、
地

域
別

に
基

準
を

設
定

す

る
こ

と
も

可
能

と
し

ま
す

。
 適

用
条

件
 

判
断

要
素

 

 
人

事
賃

金
制

度
に

お
け

る
月

例
給

の
仕

組
み

が
地

域
別

に
設

定
さ

れ
て

い
る

こ
と

 

 
人

事
異

動
配

置
の

範
囲

が
原

則
当

該
事

業
所

内
に

限
定

さ
れ

て
い

る
こ

と
 

 
対

象
地

域
の

物
価

状
況

や
採

用
市

場
、

対
象

地
域

に
お

け
る

他
支

部
と

の
賃

金
水

準
格

差
 

 
 


 

【参
考

】上
記

要
求

基
準

額
に

も
と

づ
く
扶

養
者

・年
齢

別
の

保
障

月
額

 〔
単

位
：円

〕 

A
 基

準
 

B
 基

準
 

年
齢

 
一

人
扶

養
 

二
人

扶
養

 
三

人
扶

養
 

四
人

扶
養

 
年

齢
 

一
人

扶
養

 
二

人
扶

養
 

三
人

扶
養

 
四

人
扶

養
 

～
27

 
17

4,
70

0 
18

4,
70

0 
19

4,
70

0 
20

4,
70

0 
～

27
 

15
8,

80
0 

16
8,

80
0 

17
8,

80
0 

18
8,

80
0 

28
 

18
4,

90
0 

19
4,

90
0 

20
4,

90
0 

21
4,

90
0 

28
 

16
7,

80
0 

17
7,

80
0 

18
7,

80
0 

19
7,

80
0 

29
 

19
5,

10
0 

20
5,

10
0 

21
5,

10
0 

22
5,

10
0 

29
 

17
6,

80
0 

18
6,

80
0 

19
6,

80
0 

20
6,

80
0 

30
 

20
5,

20
0 

21
5,

20
0 

22
5,

20
0 

23
5,

20
0 

30
 

18
5,

70
0 

19
5,

70
0 

20
5,

70
0 

21
5,

70
0 

31
 

21
5,

40
0 

22
5,

40
0 

23
5,

40
0 

24
5,

40
0 

31
 

19
4,

70
0 

20
4,

70
0 

21
4,

70
0 

22
4,

70
0 

32
 

22
5,

60
0 

23
5,

60
0 

24
5,

60
0 

25
5,

60
0 

32
 

20
3,

60
0 

21
3,

60
0 

22
3,

60
0 

23
3,

60
0 

33
 

23
5,

80
0 

24
5,

80
0 

25
5,

80
0 

26
5,

80
0 

33
 

21
2,

50
0 

22
2,

50
0 

23
2,

50
0 

24
2,

50
0 

34
 

24
6,

00
0 

25
6,

00
0 

26
6,

00
0 

27
6,

00
0 

34
 

22
1,

50
0 

23
1,

50
0 

24
1,

50
0 

25
1,

50
0 

35
 

25
6,

20
0 

26
6,

20
0 

27
6,

20
0 

28
6,

20
0 

35
 

23
0,

50
0 

24
0,

50
0 

25
0,

50
0 

26
0,

50
0 

36
～

 
26

6,
40

0 
27

6,
40

0 
28

6,
40

0 
29

6,
40

0 
36

～
 

23
9,

40
0 

24
9,

40
0 

25
9,

40
0 

26
9,

40
0 

C
 基

準
 

 

年
齢

 
一

人
扶

養
 

二
人

扶
養

 
三

人
扶

養
 

四
人

扶
養

 
 

 
 

 
 

～
27

 
14

3,
00

0 
15

3,
00

0 
16

3,
00

0 
17

3,
00

0 
 

 
 

 
 

28
 

15
0,

80
0 

16
0,

80
0 

17
0,

80
0 

18
0,

80
0 

 
 

 
 

 

29
 

15
8,

50
0 

16
8,

50
0 

17
8,

50
0 

18
8,

50
0 

 
 

 
 

 

30
 

16
6,

20
0 

17
6,

20
0 

18
6,

20
0 

19
6,

20
0 

 
 

 
 

 

31
 

17
3,

90
0 

18
3,

90
0 

19
3,

90
0 

20
3,

90
0 

 
 

 
 

 

32
 

18
1,

60
0 

19
1,

60
0 

20
1,

60
0 

21
1,

60
0 

 
 

 
 

 

33
 

18
9,

30
0 

19
9,

30
0 

20
9,

30
0 

21
9,

30
0 

 
 

 
 

 

34
 

19
7,

10
0 

20
7,

10
0 

21
7,

10
0 

22
7,

10
0 

 
 

 
 

 

35
 

20
4,

80
0 

21
4,

80
0 

22
4,

80
0 

23
4,

80
0 

 
 

 
 

 

36
～

 
21

2,
50

0 
22

2,
50

0 
23

2,
50

0 
24

2,
50

0 
 

 
 

 
 

 
 

支
給

対
象

者
に

つ
い

て
 

在
籍

 
 

20
20

年
4月

1日
～

20
21

年
3月

31
日

に
在

籍
の

フ
ル

タ
イ

ム
勤

務
者

を
対

象
と

し
ま

す
。

 

生
計

 
 

主
と

し
て

本
人

の
収

入
に

よ
り

世
帯

の
生

計
を

維
持

し
て

い
る

者
。

 

 
な

お
、

三
越

伊
勢

丹
グ

ル
ー

プ
内

に
生

計
を

一
に

す
る

配
偶

者
・同

居
親

族
が

在
籍

し
て

い
る

場
合

、
収

入
の

高
い

方
を

保
障

対
象

と
し

ま
す

。
 

年
齢

 
 

20
20

年
4月

1日
時

点
の

満
年

齢
を

基
準

と
し

、
満

60
歳

を
上

限
と

し
ま

す
。

 

 
対

象
者

の
年

齢
が

27
歳

未
満

の
場

合
は

27
歳

の
、

37
歳

以
上

の
場

合
は

36
歳

の
要

求
額

と
し

ま
す

。
 

賃
金

 

 
対

象
者

の
基

準
内

賃
金

に
は

、
本

人
と

被
扶

養
者

の
扶

養
・障

害
お

よ
び

年
金

に
関

わ
る

公
的

給
付

※
（児

童
手

当
・

特
別

障
害

手
当

・遺
族

年
金

な
ど

）を
含

め
ま

す
。

 

 
な

お
、

期
中

に
該

当
す

る
公

的
給

付
が

発
生

し
た

場
合

は
、

速
や

か
に

会
社

へ
申

告
す

る
も

の
と

し
ま

す
。

 

※
 

公
的

年
金

の
よ

う
に

2ヵ
月

分
を

一
回

に
ま

と
め

て
給

付
さ

れ
る

場
合

、
按

分
し

て
1ヵ

月
分

の
給

付
額

を
算

出
し

、
収

入
の

範
囲

に
算

定
す

る
こ

と
と

し
ま

す
。
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
 

被
扶

養
者

に
つ

い
て

 

被
扶

養
者

 
 

被
扶

養
者

の
範

囲
は

、
各

企
業

の
扶

養
家

族
手

当
の

対
象

と
し

て
い

る
子

お
よ

び
税

法
上

の
扶

養
家

族
で

あ
り

、
日

本
国

内
に

居
住

し
て

い
る

者
と

し
ま

す
。

 

 
ま

た
、

被
扶

養
者

数
に

上
限

は
設

け
ず

、
被

扶
養

者
数

に
応

じ
10

,0
00

円
を

加
算

し
ま

す
。

 

 
 

そ
の

他
 

要
求

基
準

額
 

に
つ

い
て

 

 
要

求
基

準
額

の
設

定
に

つ
い

て
は

、
人

事
院

の
「標

準
生

計
費

」や
、

総
務

省
の

「家
計

調
査

」、
「物

価
上

昇
率

（暦

年
・総

合
・全

国
）」

な
ど

を
加

味
し

て
決

定
し

ま
す

。
 

 
ま

た
、

要
求

基
準

（A
B

C
基

準
）に

つ
い

て
は

、
B

基
準

を
ベ

ー
ス

に
、

「地
域

物
価

」、
「地

域
相

場
」、

「企
業

内
の

賃

金
水

準
」、

「企
業

業
績

」、
「労

務
構

成
」、

「適
用

基
準

の
継

続
性

」な
ど

を
総

合
的

に
勘

案
し

、
支

部
・分

会
ご

と
に

決
定

し
ま

す
。

 

保
障

額
の

支
給

に
つ

い
て

 

 
保

障
額

の
支

給
は

、
4月

中
に

発
信

さ
れ

る
「扶

養
者

・年
齢

別
最

低
賃

金
」に

関
す

る
会

社
通

達
に

則
っ

た
本

人
の

申
告

に
も

と
づ

き
お

こ
な

わ
れ

、
5月

支
給

給
与

に
て

4月
分

と
あ

わ
せ

た
保

障
額

が
支

給
さ

れ
ま

す
。

 

 
な

お
、

保
障

は
月

例
給

へ
の

対
応

と
し

、
賞

与
へ

は
反

映
し

ま
せ

ん
。

 

  「企
業

内
最

低
賃

金
」要

求
基

準
 

 
   

「企
業

内
最

低
賃

金
」と

は
、

月
給

制
社

員
お

よ
び

時
給

制
社

員
を

対
象

に
、

各
支

部
・分

会
に

お
け

る
制

度
上

の
最

下
限

水
準

を
定

め
た

も
の

で
す

。
 

 
月

給
制

社
員

（6
0歳

以
降

雇
用

者
含

む
）に

は
「月

例
賃

金
」の

基
準

を
、

時
給

制
社

員
(6

0歳
以

降
雇

用
者

含
む

)に
は

「時
間

給
」の

基

準
を

定
め

ま
す

。
 

 
な

お
、

「企
業

内
最

低
賃

金
」は

、
労

使
協

議
に

よ
る

制
度

設
計

の
際

に
水

準
を

検
討

す
る

う
え

で
の

基
準

に
も

な
る

こ
と

か
ら

、
算

定
式

に
も

と
づ

く
要

求
基

準
額

が
前

年
度

を
下

回
る

場
合

に
は

、
前

年
度

と
同

額
の

要
求

と
し

ま
す

。
 

  「月
例

賃
金

」要
求

基
準

 〔
対

象
:

月
給

制
社

員
〕 

 
  

月
例

賃
金

 ：
 1

57
,0

00
円

 （
前

年
：1

52
,0

00
円

） 

 
 

対
象

者
に

つ
い

て
 

在
籍

 
 

20
20

年
4月

1日
～

20
21

年
3月

31
日

に
在

籍
の

月
給

制
社

員
を

対
象

と
し

ま
す

。
 

 
 

そ
の

他
 

要
求

基
準

額
 

に
つ

い
て

 

 
月

例
給

の
要

求
基

準
額

の
設

定
に

つ
い

て
は

、
厚

生
労

働
省

の
「賃

金
構

造
基

本
統

計
調

査
（賃

金
セ

ン
サ

ス
）」

や
、

総
務

省
の

「物
価

上
昇

率
（暦

年
・総

合
・全

国
）」

な
ど

を
加

味
し

て
決

定
し

て
い

ま
す

。
 

 
た

だ
し

、
障

が
い

者
雇

用
に

つ
い

て
は

、
個

々
に

定
め

た
賃

金
水

準
を

優
先

し
ま

す
。

 

  
 

「時
間

給
」要

求
基

準
 〔

対
象

:
時

給
制

社
員

〕 
 

  

〔単
位

：円
〕 

東
京

 
埼

玉
 

千
葉

 
神

奈
川

 
北

海
道

 
青

森
 

岩
手

 

1,
01

5 
93

0 
92

5 
1,

01
5 

86
5 

82
5 

80
0 

宮
城

 
秋

田
 

山
形

 
福

島
 

茨
城

 
栃

木
 

群
馬

 
新

潟
 

82
5 

79
0 

79
0 

80
0 

87
5 

87
5 

83
5 

84
5 

富
山

 
石

川
 

福
井

 
山

梨
 

長
野

 
岐

阜
 

静
岡

 
愛

知
 

86
0 

86
0 

83
0 

84
0 

85
5 

85
5 

89
0 

93
0 

三
重

 
滋

賀
 

京
都

 
大

阪
 

兵
庫

 
奈

良
 

和
歌

山
 

鳥
取

 

87
5 

87
0 

91
0 

96
5 

90
0 

84
0 

85
0 

79
0 

島
根

 
岡

山
 

広
島

 
山

口
 

徳
島

 
香

川
 

愛
媛

 
高

知
 

79
0 

88
0 

88
0 

85
5 

79
5 

82
0 

81
0 

79
0 

福
岡

 
佐

賀
 

長
崎

 
熊

本
 

大
分

 
宮

崎
 

鹿
児

島
 

沖
縄

 

89
0 

79
0 

79
0 

79
5 

79
0 

79
0 

79
0 

79
0 

 
 

対
象

者
に

つ
い

て
 

在
籍

 
 

20
20

年
4月

1日
～

20
21

年
3月

31
日

に
在

籍
の

時
給

制
社

員
を

対
象

と
し

ま
す

。
 

 
 

そ
の

他
 

要
求

基
準

額
 

に
つ

い
て

 

 
時

間
給

の
要

求
基

準
額

の
設

定
に

つ
い

て
は

、
IM

G
U

の
「企

業
内

最
低

賃
金

（月
例

給
）」

の
要

求
基

準
を

基
礎

と

し
算

出
し

た
時

間
給

や
、

各
都

道
府

県
の

公
的

最
低

賃
金

（地
域

別
・産

業
別

最
低

賃
金

）を
加

味
し

、
5円

単
位

に

切
り

上
げ

た
う

え
で

決
定

し
て

い
ま

す
。

 

 
た

だ
し

、
障

が
い

者
雇

用
に

つ
い

て
は

、
個

々
に

定
め

た
賃

金
水

準
を

優
先

し
ま

す
。

 

採
用

賃
金

と
の

関
連

性
 

 
各

支
部

・分
会

の
制

度
上

最
下

限
の

時
間

給
は

、
各

地
域

の
事

業
所

に
お

け
る

採
用

賃
金

と
し

ま
す

。
 

 
各

地
域

の
事

業
所

の
採

用
賃

金
が

IM
G

U
基

準
を

上
回

る
場

合
に

は
、

当
該

採
用

賃
金

を
踏

ま
え

た
最

低
賃

金
要

求
と

し
ま

す
。

 

公
的

最
低

賃
金

改
定

へ
の

対
応

 

 
年

度
中

に
公

的
最

低
賃

金
（各

都
道

府
県

の
地

域
別

・産
業

別
の

最
低

賃
金

）が
改

定
さ

れ
た

場
合

、
あ

ら
た

め
て

算
定

し
IM

G
U

基
準

を
確

認
し

ま
す

。
 

 
算

定
の

結
果

、
IM

G
U

基
準

の
改

定
が

必
要

と
判

断
し

た
地

域
に

つ
い

て
は

、
対

象
地

域
の

公
的

最
低

賃
金

が
改

定

発
効

さ
れ

る
年

月
日

以
前

に
改

定
基

準
以

上
の

水
準

を
適

用
し

ま
す

。
 

 
基

準
額

に
満

た
な

い
場

合
、

そ
の

水
準

が
地

域
別

ま
た

は
産

業
別

最
低

賃
金

と
同

水
準

で
あ

れ
ば

、
労

使
確

認
の

う

え
必

ず
引

き
上

げ
の

対
応

を
お

こ
な

い
ま

す
。
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社
員

フ
ェ
ロ
ー
社
員

エ
ル
ダ
ー
ス
タ
ッ
フ

ス
ペ
シ
ャ
リ
テ
ィ
ス
タ
ッ
フ

メ
イ
ト
社
員

特
別
社
員

エ
ル
ダ
ー
フ
ェ
ロ
ー

エ
ル
ダ
ー

ス
ペ
シ
ャ
リ
テ
ィ
ス
タ
ッ
フ

20
19

年
度

 
グ

ル
ー
プ

労
使
協

議
報
告

 
 

労
働
組
合
本
部

 

 Ⅰ
．

グ
ル

ー
プ
労

使
協
議

の
位

置
づ

け
 

 
ｸ
ﾞ
ﾙｰ
ﾌﾟ
人
事
制
度

H
D

S
労
使
専
門
協
議
会
は
、
ｸ
ﾞ
ﾙｰ
ﾌﾟ
人
事
の
推
進
を
目
的
に
、
人
に
関
わ
る

諸
制
度
や
働
く
環
境
の
整
備
に
つ
い
て
「
ｸ
ﾞ
ﾙｰ
ﾌﾟ
全

体
の
方
向
性
を
協
議
・
発
信
す
る
場
」
と
し
て
、

H
D

S
と
組
合
本
部
と
の
グ
ル
ー
プ
労
使
間
で
開
催
し
て
い
ま
す
。

 

20
19

年
度
に
つ
い
て
は
、「

生
産
性
向
上
（
業
績
と
処
遇
の
向
上
）
」
お
よ
び
従
業
員
の
「
働
き
が
い
の
向
上
・
働
き
や
す

い
環
境
の
整
備
」
を
目
的
に
、

ｸ
ﾞ
ﾙｰ
ﾌﾟ
各
社
に
関
わ
る
「
人
事
制
度
」
と
「
働
き
方
」
に
関
わ
る
項
目
に
つ
い
て
協
議
を
行
っ
て
い
ま
す
。

 

 

Ⅱ
．

20
19

年
度

の
主

な
協

議
内

容
 

 
1 ．

人
に

関
わ
る

諸
制
度

 
(1

)グ
ル
ー
プ
に
お
け
る
人
事
賃
金
制
度
の
基
本
フ
レ
ー
ム
の
方
向
性
に
つ
い
て

 

「
専
門
性
の
高
い
人
財
の
処
遇
の
あ
り
方
」
と
「
ｸ
ﾞ
ﾙ
ｰ
ﾌ
ﾟ
と
し
て
の
管
理
職

人
財
の
一
元
的
な
育
成
･
活
用
」
の
観
点
か
ら
、「

ｽ
ﾃ
ｰ
ｼﾞ

B
に
お
け
る

人
財
活
用
の
あ
り
方
※
」
「
ｽﾃ
ｰ
ｼﾞ

A
-
H
A
P
(
管
理
職
登
用
)
の
あ
り
方
」「

ｸ
ﾞ
ﾙｰ
ﾌﾟ
に
お
け
る
管
理
職
の
賃
金
ﾃ
ｰ
ﾌﾞ
ﾙ
の
あ
り
方
」
等
に
つ
い
て
協
議
を

行
っ
て
き
ま
し
た
。
(
具
体
的
に
は
、
次
年
度
以
降

の
各
支
部
労
使
に
て
審
議
予
定
)
 

※
「
特
定
領
域
で
の
専
門
性
の
発
揮
を
目
指
す
人
財
」
と
「
管
理
職
を
目
指

す
人
財
」
と
い
っ
た
個
々
の
ｷ
ｬ
ﾘｱ
に
あ
わ
せ
た
処
遇
の
あ
り
方
 

 
 (2

)グ
ル
ー
プ
に
お
け
る
従
業
員
待
遇
の
考
え
方
の
見
直
し
（
均
衡
待
遇
の
グ
ル
ー
プ
共
通
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
）

 

同
一
労

働
同

一
賃
金

の
法
制
化

等
の
動
向
を
踏

ま
え
、

グ
ル
ー
プ
ﾟ
に

お
け
る
従
業

員
待
遇

の
考
え
方

に
つ
い
て
、
各

社
で
労

働
条
件
の

設
計
・
整

備
を
お
こ
な
う
に
あ
た
っ
て
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
策
定
に
向
け
た
協
議
を
お

こ
な
っ
て
き
ま
し
た
。
具
体
的
に
は
、
下
記
の
通
り
「
労
働
条
件
の
指

針
」
「
雇

用
形

態
を
別
々
に

設
定

す
る
＝
均

衡
待

遇
を
行
う
場

合
の

指
針
」
に
つ
い

て
、
グ

ル
ー
プ
労

使
間
で
確
認
を

お
こ
な

っ
て

い
ま

す
。
今
後

は
、
グ

ル
ー

プ
共
通

ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
の
内
容
を

踏
ま
え

な
が
ら
、
」

等
の
発
信
を
お

こ
な
っ

て
い
ま
す

。
今
後
は
グ
ル

ー
プ
共

通
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
の

内
容
を
踏
ま
え
な
が
ら
各
社
の
労
働
条
件
の
設
計
・
整
備
を
推
進
し
ま
す
。

 

   

■
労

働
条

件
の

指
針

 

雇
用

形
態

に
関

わ
ら

ず
、

差
を

設
け
な
い

労
働
条

件
 

雇
用

形
態
に

関
わ
り
な

く
社
会

性
・
企
業

責
任

が
求
め

ら
れ

る
労

働
条
件
 

育
児

関
連
、
介

護
関
連

 

厚
生

労
働
省
 

ガ
イ

ド
ラ
イ

ン
に
示
さ

れ
て
い

る
各

種
手

当
、
福
利

厚
生
・

教
育
訓
練

 

時
間

外
労
働
、

深
夜
休

日
労

働
に

対
す
る

割
増

率
 

通
勤

や
出
張
に

対
す
る

手
当

、
そ

の
他
の

手
当
 

雇
用

形
態
間
の

「
合
理

的
な

理
由

」
を
基

に
バ

ラ
ン

ス
を
図

る
労
働
条

件
 

本
給

、
賞
与
、
退
職
給

付
、
本
給
水
準

と
連

動
す
る
諸

手
当

 

 ■
雇

用
形

態
を

別
々

に
設

定
す

る
＝

均
衡

待
遇

を
お

こ
な

う
場

合
の

指
針

 

 
 

グ
ル

ー
プ

各
社

は
、

雇
用

形
態

を
複

数
設

定
す

る
場

合
、

雇
用

形
態

間
に

下
記

①
～

③
の

違
い

を
必

ず
設

け
る

 

①
 

「
期

待
さ
れ
る

役
割
≒

能
力

認
定

」
に
違

い
を

設
け

る
 

②
 

「
キ

ャ
リ
ア
管

理
の
仕

組
み

（
コ

ー
ス

/職
種

/勤
務

エ
リ
ア

/転
居

を
伴
う
転

勤
/出

向
）」

に
違
い

を
設
け
る

 

③
 

「
本

人
都
合
・
本
人
選

択
の

幅
」
に
違
い
を

設
け
る
（

コ
ー
ス

選
択

/職
種

の
選
択

/勤
務

エ
リ

ア
の

選
択

/休
日

数
・
労
働

時
間
・
勤

務
時

間
帯

設
定
の

自
由
度
）

 

 (3
)6

0
歳

以
降

の
雇

用
の

あ
り

方
に
つ

い
て

 

「
年

金
の

受
給

開
始

年
齢

の
引

上
げ

」「
生

産
年

齢
人

口
の

減
少

」「
高

齢
者

雇
用

に
関

す
る

他
企

業
の

動
向

」
等

を
踏

ま
え

、
ｸ
ﾞ
ﾙ
ｰﾌ

ﾟ
に
お

け
る

今

後
の

60
歳

以
降

の
雇

用
の

あ
り

方
(6

0
歳

以
降

の
無

期
雇

用
化

、
定

年
延

長
や

再
雇

用
制

度
の

拡
充

等
)に

つ
い

て
の

協
議

を
お

こ
な

い
、「

グ
ル

ー

プ
統

一
事

項
」

と
「

各
社

協
議

事
項

」
に

分
け

て
要

件
を

設
定

し
「

60
歳

以
降

の
雇

用
制

度
」

の
グ

ル
ー

プ
方

針
の

策
定

を
お

こ
な

っ
て

き
ま

し

た
。

 

■
「

60
歳

以
降

の
雇

用
制

度
」

の
グ

ル
ー

プ
方

針
 

全
社

必
須
要
件

 
・
定
年

退
職

年
齢
は
満

60
歳

と
す
る

 
 

・
満

65
歳
ま
で
の

定
年

後
再
雇
用
制

度
を

設
け
、
「
時

給
制

」
と
「
月

給
制
」

の
両
方
を

設
置
す

る
 

・
満

60
歳
以
降
の

契
約

期
間
は
、
1
年
ご

と
の
有

期
雇

用
契

約
で
は

な
く
、

満
65

歳
ま
で

の
無
期

雇
用
契
約

と
す

る
 

制
度

拡
充
を
す

る

場
合

の
許
容
範

囲
 

・
70

歳
ま
で

の
雇

用
延
長
を
可

と
す

る
 

・
時

給
制
社

員
の
み
、

定
年
退

職
年

齢
を

65
歳

と
す
る

こ
と
を
可

と
す

る
 

・
後
任

人
財

の
配
置

が
で
き
な

い
場

合
、
定
年
前

年
収

の
7
0
％

程
度
を
支

給
す
る
こ

と
を
条
件
に

、
定

年
退
職
後

も
定
年

退
職
前
と

同
様
の

仕
事

（
責
任
と

権
限
）

を
担

う
こ

と
を
可

と
す

る
（

本
人
確

認
必
須
）
 

 (4
)グ

ル
ー

プ
内

転
籍

度
の

新
設

に
つ

い
て

 

社
員

以
外

の
雇

用
形

態
に

関
し

て
も

出
向

が
長

期
化

す
る

ｹ
ｰｽ

が
生

じ
て

い
る

こ
と

や
、
既

存
の
「

グ
ル

ー
プ

内
キ

ャ
リ

ア
支

援
制

度
」
が
「

限
定

な

し
社

員
」
の

み
を

対
象

と
し

た
仕

組
み

で
あ

る
こ

と
を

踏
ま

え
、
社

員
以

外
の

雇
用

形
態

に
関

す
る

ｸ
ﾞﾙ

ｰﾌ
ﾟ
内

で
の

人
材

活
用

の
観

点
か

ら
、
下

記

の
通

り
グ

ル
ー

プ
内

転
籍

制
度

の
新

設
に

向
け

た
協

議
を

お
こ

な
っ

て
き

ま
し

た
。

 

■
グ

ル
ー

プ
内

転
籍

制
度

 

対
象

者
 

限
定

社
員
（

月
給
制
限

定
社
員

、
6
0
歳
以

降
再
雇

用
社

員
等

）
時
給
社
員
 

出
向

経
験
 

現
在
当

該
グ

ル
ー

プ
企
業
に

出
向
中

で
、

か
つ

2
年
以

上
の

出
向

経
験
 

応
募

時
期
 

年
1
回

（
前

年
1
2
月
一

括
募
集

→
4
月

1
日

付
転
籍

）
＋
対

象
者

の
定

年
退
職
後

再
雇
用

時
 

  
な

お
、

上
記

制
度

の
新

設
に

伴
い

、
既

存
の

グ
ル

ー
プ

内
キ

ャ
リ

ア
支

援
制

度
（

限
定

な
し

社
員

を
対

象
と

し
た

転
籍

支
援

制
度

）
に

つ
い

て
も

、

応
募

要
件

の
出

向
経

験
を

「
3
年

以
上

⇒
2
年

以
上

」
に

変
更

し
、

応
募

時
期

を
既

存
の

毎
年

1
回

募
集

・
4
月

1
日

付
転

籍
に

加
え

て
、「

定
年

退
職

後
再

雇
用

時
」

を
事

由
に

追
加

し
て

い
く

。
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(
5
)
グ

ル
ー

プ
に

お
け

る
「

賞
与

交
渉

方
式

」
の

今
後

の
方

向
性

 

グ
ル

ー
プ

各
社

に
お

け
る

賞
与

交
渉

方
式

に
つ

い
て

、
現

状
の

課
題

等
を

踏
ま

え
た

、
グ

ル
ー

プ
労

使
と

し
て

の
今

後
の

方
向

性
に

つ
い

て
協

議
を

お
こ

な
っ

て
き

ま
し

た
。
具

体
的

に
は

、「
直

近
の

業
績

に
対

応
し

た
交

渉
が

可
能

に
な

る
こ

と
」「

全
社

業
績

の
賞

与
支

給
額

へ
の

反
映

の
あ

り
方

に
お

け
る

課
題

」
等

を
踏

ま
え

、
今

後
は
「

支
給

表
方

式
、
半

期
交

渉
、
業

績
と

デ
ジ

タ
ル

に
連

動
す

る
業

績
連

動
賞

与
な

し
」
を

前
提

に
検

討
を

進
め

て
い

き
ま

す
。

 

 

(6
)ダ

ブ
ル

ワ
ー

ク
の

あ
り

方
に

つ
い

て
 

前
年

度
に

引
き

続
き

、
ダ

ブ
ル

ワ
ー

ク
の

あ
り

方
に

つ
い

て
、
グ

ル
ー

プ
共

通
の

ル
ー

ル
(申

請
フ

ロ
ー

、
申

請
フ

ォ
ー

マ
ッ

ト
、
申

請
の

必
要

な
範

囲
、
そ

の
他

労
働

協
約

 
懲

戒
規

程
や

服
務

規
律

等
の

見
直

し
等

)に
つ

い
て

継
続

し
て

検
討

を
お

こ
な

っ
て

き
ま

し
た

。
詳

細
に

つ
い

て
は

、
別

途

資
料

（
Ｐ

10
8）

を
参

照
下

さ
い
。

 

 2．
働
く

環
境
の

整
備

 

(1
)総

実
労

働
時

間
短

縮
に

向
け

た
検

討
 

ｸ
ﾞﾙ

ｰ
ﾌ
ﾟ
全

体
に

お
け

る
総

実
労

働
時

間
の

短
縮

を
推

進
す

る
に

あ
た

り
、

ｸ
ﾞ
ﾙ
ｰ
ﾌ
ﾟ
と

し
て

目
指

す
総

実
労

働
時

間
の

水
準

策
定

に
向

け
た

検
討

や
、

各
社

に
お

け
る

有
給

休
暇

の
取

得
促

進
、

所
定

労
働

時
間

の
短

縮
に

向
け

た
情

報
提

供
等

の
ｻ
ﾎ
ﾟｰ

ﾄ
を

行
っ

て
き

ま
し

た
。

ま
た

、
労

働
時

間
上

の

課
題

と
言

え
る

「
制

服
へ

の
更

衣
時

間
の

取
扱

い
」

に
つ

い
て

、
そ

の
位

置
づ

け
の

明
確

化
に

向
け

た
協

議
を

お
こ

な
っ

て
い

ま
す

。
 

 

(2
)半

日
有

給
休

暇
制

度
の

導
入

 

有
給

休
暇

取
得

促
進

に
向

け
、
ｼ
ｽ
ﾃﾑ

対
応

も
含

め
た

半
日

有
給

休
暇

制
度

の
導

入
の

検
討

と
、
運

用
面

の
ﾙ
ｰﾙ

(
使

用
事

由
、
上

限
日

数
、
休

憩
時

間

等
)
に

つ
い

て
協

議
を

進
め

て
き

ま
し

た
。

(詳
細

に
つ

い
て

は
Ｐ

6
9
を

参
照

く
だ

さ
い

)
 

 

(3
)フ

レ
ッ

ク
ス

タ
イ

ム
制

勤
務

清
算

期
間

に
関

す
る

検
討

 

20
19

年
4
月

の
法

改
正

(ﾌ
ﾚｯ

ｸｽ
ﾀｲ
ﾑ
制

勤
務

の
清

算
期

間
の

上
限

が
1
ヶ

月
間

か
ら

3
ヶ

月
間

へ
延

長
)を

踏
ま

え
、

導
入

に
向

け
た

検
討

と
、

運

用
面

の
ﾙ
ｰﾙ

(申
請

方
法

や
時

間
外
労

働
の

上
限

等
)に

つ
い

て
協

議
を

進
め

て
き

ま
し

た
。

(
詳

細
に

つ
い

て
は

Ｐ
6
9
を

参
照

く
だ

さ
い
)
 

 

(4
)風

土
改

革
に

向
け

た
取

組
み

 

働
き

や
す

い
企

業
風

土
の

実
現

に
向

け
、
各

社
に

お
け

る
対

話
や

権
限

委
譲

に
関

す
る

定
点

観
測

を
継

続
す

る
と

共
に

、
企

業
風

土
改

善
に

向
け

た

具
体

的
な

指
標

を
設

定
す

る
こ

と
に

よ
っ

て
、

改
善

に
向

け
た

検
討

を
行

っ
て

き
ま

し
た

 

 Ⅱ
．

今
後

の
主

な
労

使
協

議
事

項
 

（
１

）
 

グ
ル

ー
プ

に
お

け
る

人
事

賃
金

制
度

の
「

基
本

フ
レ

ー
ム

」
の

再
構

築
 

（
２

）
 

均
衡

均
等

待
遇

に
関

す
る

グ
ル

ー
プ

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

 

（
３

）
 

6
0
歳

以
降

の
雇

用
制

度
の

グ
ル

ー
プ

方
針

 

（
４

）
 

グ
ル

ー
プ

内
転

籍
制

度
の

新
設

 

（
５

）
 

賞
与

交
渉

方
式

の
グ

ル
ー

プ
方

針
 

（
６

）
 

働
き

方
の

選
択

肢
（

ダ
ブ

ル
ワ

ー
ク

）
 

（
７

）
 

働
く

環
境

の
整

備
 

 Ⅲ
．
今

後
の
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
 

H
D

S
と

組
合

本
部

と
で

上
記

項
目

そ
の

他
に

つ
い

て
、

20
19

年
11

月
の

Ｈ
Ｄ

Ｓ
労

使
協

議
会

で
合

意
し

た
方

向
性

に
基

づ
い

て
、

制
度

の
詳

細
等

に
つ

い
て

は
今

後
具

体
的

な
協

議
を

進
め

て
い

き
ま

す
。
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社
員

フ
ェ
ロ
ー
社
員

エ
ル
ダ
ー
ス
タ
ッ
フ

ス
ペ
シ
ャ
リ
テ
ィ
ス
タ
ッ
フ

メ
イ
ト
社
員

特
別
社
員

エ
ル
ダ
ー
フ
ェ
ロ
ー

エ
ル
ダ
ー

ス
ペ
シ
ャ
リ
テ
ィ
ス
タ
ッ
フ

ダ
ブ

ル
ワ

ー
ク

の
あ

り
方

に
つ

い
て

 
～

 
副

業
・

兼
業

に
関

す
る

グ
ル

ー
プ

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

 


 

副
業

・
兼

業
に

関
す

る
20

19
年

度
の

取
り

組
み

 
· 

国
の

政
策

や
社

会
動

向
と

し
て

は
、

副
業

・兼
業

を
さ

ら
に

普
及

し
推

進
し

て
い

く
方

向
に

あ
り

ま
す

。
 

·  
し

か
し

な
が

ら
一

方
、

メ
ン

バ
ー

の
働

き
方

改
善

や
健

康
管

理
の

観
点

か
ら

重
要

と
な

る
副

業
・兼

業
の

労
働

時
間

の
あ

り
方

（労
働

時
間

の
通

算
方

法
な

ど
）に

つ
い

て
は

、
法

的
な

見
解

が
未

だ
検

討
中

で
明

ら
か

に
な

っ
て

い
ま

せ
ん

。
 

· 
こ

の
よ

う
な

状
況

下
、

グ
ル

ー
プ

労
使

で
は

「条
件

付
き

容
認

」に
む

け
た

グ
ル

ー
プ

方
針

と
共

通
ル

ー
ル

の
策

定
（申

請
フ

ロ
ー

や
許

否

判
断

基
準

の
あ

り
方

、
労

働
協

約
改

訂
 な

ど
）に

取
り

組
み

ま
し

た
。

 

 
 

副
業

・
兼

業
に

関
す

る
グ

ル
ー

プ
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
 

1.
 

副
業

・兼
業

 と
 対

象
者

 

· 
副

業
・兼

業
と

は
、

「役
務

の
提

供
（働

く
こ

と
）に

よ
り

そ
の

対
価

を
得

る
こ

と
」を

指
し

、
下

記
の

該
当

す
る

副
業

・兼
業

を
お

こ
な

う
メ

ン
バ

ー

は
、

必
ず

事
前

に
会

社
（各

社
総

務
・人

事
担

当
）へ

申
請

す
る

必
要

が
あ

り
ま

す
。

 

·  
ま

た
、

ア
ル

バ
イ

ト
を

除
く

す
べ

て
の

雇
用

区
分

が
対

象
（申

請
可

能
）で

す
。

 

副
業

・兼
業

に
あ

た
る

代
表

例
 

副
業

・兼
業

に
あ

た
ら

な
い

代
表

例
※

 

· 
他

社
へ

の
就

職
を

は
じ

め
と

し
た

、
他

の
事

業
体

と
の

就
労

契
約

 

·  
起

業
・会

社
経

営
な

ど
の

個
人

事
業

 
 

· 
家

業
へ

の
従

事
 

· 
不

動
産

収
入

 

·  
株

式
投

資
な

ど
の

資
産

運
用

 
·  

フ
リ

ー
マ

ー
ケ

ッ
ト

 

· 
ネ

ッ
ト

オ
ー

ク
シ

ョン
 

· 
（無

償
の

）ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

活
動

 

· 
（ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
や

ブ
ロ

グ
な

ど
に

よ
る

）ア
フ

ィ
リ

エ
イ

ト
 

 

※
 

あ
く

ま
で

例
の

た
め

、
そ

の
内

容
に

よ
っ

て
は

申
請

を
必

要
と

す
る

場
合

も
あ

り
ま

す
。

 

 2.
 

副
業

・兼
業

を
お

こ
な

う
に

あ
た

っ
て

の
遵

守
事

項
 

· 
メ

ン
バ

ー
が

副
業

・兼
業

を
お

こ
な

う
に

あ
た

っ
て

は
、

主
に

以
下

4つ
の

遵
守

事
項

に
つ

い
て

誓
約

し
た

場
合

に
会

社
（各

社
総

務
・人

事

担
当

）は
お

こ
な

う
こ

と
を

認
め

ま
す

。
 

本
来

業
務

に
支

障
を

き
た

さ
な

い
 

·  
副

業
・兼

業
の

内
容

が
、

例
え

ば
深

夜
業

で
あ

る
こ

と
で

休
息

時
間

（勤
務

間
イ

ン
タ

ー

バ
ル

）が
十

分
に

確
保

で
き

な
い

こ
と

な
ど

、
メ

ン
バ

ー
の

健
康

へ
の

影
響

度
が

高
い

場

合
は

健
康

管
理

・安
全

配
慮

の
観

点
か

ら
も

禁
止

し
ま

す
。

 

会
社

の
機

密
事

項
を

漏
洩

し
な

い
 

·  
会

社
に

と
っ

て
重

要
な

資
産

で
あ

る
事

業
の

ノ
ウ

ハ
ウ

や
顧

客
・取

組
先

情
報

な
ど

を
持

ち
出

す
こ

と
は

厳
禁

で
あ

り
、

会
社

の
機

密
事

項
が

漏
洩

す
る

恐
れ

の
あ

る
副

業
・兼

業

は
禁

止
し

ま
す

。
 

会
社

の
名

誉
や

信
用

を
損

な
わ

な
い

 
·  

業
務

内
容

が
公

序
良

俗
に

反
す

る
も

の
や

、
本

業
の

会
社

名
を

利
用

す
る

副
業

・兼
業

は
、

会
社

の
ブ

ラ
ン

ド
を

棄
損

す
る

可
能

性
が

あ
る

た
め

禁
止

し
ま

す
。

 

競
業

に
よ

り
会

社
の

利
益

を
侵

害
し

な
い

 

·  
副

業
・兼

業
先

が
同

業
他

社
な

ど
会

社
に

と
っ

て
の

競
合

と
判

断
さ

れ
る

場
合

、
役

務
の

提
供

（働
く

こ
と

）に
よ

り
会

社
の

利
益

に
影

響
を

及
ぼ

す
可

能
性

が
あ

る
こ

と
か

ら
、

禁
止

し
ま

す
。

 

 3.
 

申
請

フ
ロ

ー
 

· 
副

業
・兼

業
を

希
望

す
る

場
合

、
所

定
の

「副
業

・兼
業

 申
請

書
」を

使
用

し
て

各
社

総
務

・人
事

担
当

へ
申

請
し

ま
す

。
 

·  
そ

の
際

申
請

者
は

、
申

請
書

に
記

載
さ

れ
た

遵
守

事
項

を
確

認
の

う
え

、
副

業
・兼

業
を

お
こ

な
う

に
あ

た
り

そ
れ

ら
を

遵
守

す
る

旨
誓

約

（申
請

書
へ

署
名

・押
印

）し
ま

す
。

 

·  
会

社
（各

社
総

務
・人

事
担

当
）は

、
提

出
さ

れ
た

申
請

書
の

内
容

の
確

認
・受

理
を

も
っ

て
副

業
・兼

業
を

認
め

ま
す

。
 

 
 

副
業

・兼
業

を
希

望
す

る

メ
ン

バ
ー

 

·  
「副

業
・兼

業
 申

請
書

」 を
記

入
し

所
属

長
印

を
押

印
の

う
え

、
副

業
・兼

業
の

開
始

を
希

望
す

る
1ヵ

月
前

ま

で
に

会
社

（各
社

総
務

・人
事

担
当

）へ
提

出
し

ま
す

。
 

 各
社

総
務

・人
事

担
当

 
·  

提
出

さ
れ

た
申

請
書

の
内

容
（主

に
遵

守
事

項
に

つ
い

て
の

誓
約

の
有

無
）を

確
認

し
、

申
請

書
の

受
理

を

も
っ

て
副

業
・兼

業
を

認
め

ま
す

。
 

 副
業

・兼
業

を
お

こ
な

う

メ
ン

バ
ー

 

·  
メ

ン
バ

ー
の

健
康

管
理

・安
全

配
慮

の
観

点
か

ら
、

副
業

・兼
業

を
お

こ
な

う
期

間
が

（歴
日

で
）1

ヵ
月

以
上

の

場
合

は
、

副
業

・兼
業

先
の

就
業

時
間

を
会

社
（各

社
総

務
・人

事
担

当
）へ

報
告

※
し

ま
す

。
 

※
 

報
告

の
方

法
に

つ
い

て
は

、
会

社
（各

社
総

務
・人

事
担

当
）の

指
示

に
し

た
が

っ
て

く
だ

さ
い

。
 

 
 

そ
の

他
 

1.
 

「副
業

・兼
業

 申
請

書
」フ

ォ
ー

マ
ッ

ト
に

つ
い

て
 

· 
グ

ル
ー

プ
共

通
の

フ
ォ

ー
マ

ッ
ト
は

、
（2

02
0年

2月
現

在
）労

使
で

検
討

中
で

す
。

 

·  
今

後
、

20
20

年
3月

中
に

グ
ル

ー
プ

全
社

通
達

に
て

会
社

か
ら

副
業

・兼
業

に
つ

い
て

の
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
と

と
も

に
発

信
さ

れ
る

予
定

で
す

。
 

【
参

考
】「

副
業

・
兼

業
 申

請
書

」
フ

ォ
ー

マ
ッ

ト
 イ

メ
ー

ジ
 

              2.
 

労
働

協
約

（表
彰

・懲
戒

規
程

）に
つ

い
て

 

·  
現

行
の

表
彰

・懲
戒

規
程

の
懲

戒
基

準
に

お
い

て
、

社
会

通
念

上
不

均
衡

な
点

が
あ

る
こ

と
か

ら
、

上
記

グ
ル

ー
プ

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

と
あ

わ
せ

て
表

彰
・懲

戒
規

程
を

一
部

改
訂

し
ま

す
。

 

·  
な

お
、

会
社

（各
社

総
務

・人
事

担
当

）へ
申

請
せ

ず
に

副
業

・兼
業

を
お

こ
な

っ
た

こ
と

や
誓

約
し

た
遵

守
事

項
へ

の
違

反
な

ど
が

認
め

ら

れ
た

と
き

は
、

表
彰

・懲
戒

規
程

に
則

り
懲

戒
処

分
を

お
こ

な
う

場
合

が
あ

り
ま

す
。

 

 3.
 

今
後

の
取

り
組

み
に

つ
い

て
 

· 
こ

の
先

、
副

業
・兼

業
の

労
働

時
間

の
あ

り
方

（労
働

時
間

の
通

算
方

法
な

ど
）に

つ
い

て
の

法
的

な
見

解
が

明
ら

か
に

な
る

こ
と

を
前

提
に

、

中
・長

期
的

に
は

人
事

賃
金

制
度

改
訂

（短
時

間
正

社
員

制
度

の
導

入
な

ど
）と

も
連

動
し

た
「積

極
的

・戦
略

的
な

副
業

・兼
業

」の
推

進

を
検

討
し

ま
す

。
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VOICE改革・デジタル化推進プロジェクト 報告 

· メンバーの声を、より幅広く、タイムリーに吸い上げるため、メンバーとの直接対話をこれまで以上に実現し、メンバー接

点の充実化をはかることを目的に、VOICE改革とデジタル化推進に取り組んでいます。 

· なかでも、今回の「2020年度春の交渉」では、VOICE改革にむけて現在検討している内容について報告します。 

 

現状の課題  

· 組合活動における重要なメンバー接点の機会であるメンバーズVOICE（以下、MV）について、「メンバーとの意見交換の

場」という本来の機能が薄まっている。（「労働組合からの情報発信の場」という色が濃くなっている。） 

· グループ一体となり働き方の見なおしを推進するなかでは、これまでの手法にとらわれない、メンバーおよび組合役員（専

従・兼任）双方の労働環境・職場環境にマッチする直接対話の手法を検討する必要がある。 

 

検討ポイント① ～ MVを見なおす  

· 今後MVは、その内容と回数を限定的にし、原則下記の場合のみ開催することとします。 

①  賃金要求をおこなう「春の交渉」時 ②  
構造改革に関連する案件など、雇用や賃金といった

労働条件への影響度が高い制度改訂時 

· これまでMV内でおこなっていた労使通年協議項目（制度改訂）に関する報告や意見集約、現場実態の把握や制度定着

の確認といった内容については、下記「検討ポイント②」と、（具体的には今後検討する）「テーマ別VOICE」の取り組み

により補完します。 

 

検討ポイント② ～ メンバーの声の集め方を見なおす  

· 現在IMGUには、執行部、執行評議員、大会代議員、職場委員など、活動にたずさわる様々な役員がいますが、役員の

種類や定数を見なおすとともに、下記イメージのとおりそれぞれの役割をより明確にします。 

新たな組合 

役員（兼任）の 

役割イメージ 

【新】評議員 【新】職場委員 

· 労使通年協議（制度改訂）への取り組みをメインと
する 

· 各職場の代表としてメンバーの意見集約をおこな
ったうえで「評議員会（もしくは大会）」にて制度改

訂にかかる審議をおこなう 

· 職場風土・環境改善といった、現場活動への取り
組みをメインとする 

· 毎月の「職場委員会」にて課題解決にむけ議論
し、必要に応じて所属・店舗の懇話会へ意見反映

をおこなう 

· また、上記とあわせて、これらの取り組みを補完する位置づけとしたデジタルツール活用による意見集約のあり方につい

ても検討し、メンバーの声をより活動に反映できる仕組みを再構築します。 

 

取り組み推進のスケジュールイメージ  

· 今後はMVをはじめとした機関会議のあり方の検討や、組合役員の役割の明確化、定数の見なおしなど組合規約の改訂

とあわせて下記のスケジュールで取り組みを推進します。 

2020年13月 「2020年度春の交渉」時に今後の方向性について進捗を共有（本議案書） 

2020年15月 
本部評議員会にて、VOICE改革にかかる改訂内容について報告・議論のうえ、組合規約改訂の

決議 

2020年17月～18月 第8期 組合役員の選出 

2020年10月～ 第8期 定期本部大会（第8期 活動スタート） 

※ スケジュールは今後変更の可能性があります 
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社
員

フ
ェ
ロ
ー
社
員

エ
ル
ダ
ー
ス
タ
ッ
フ

ス
ペ
シ
ャ
リ
テ
ィ
ス
タ
ッ
フ

メ
イ
ト
社
員

特
別
社
員

エ
ル
ダ
ー
フ
ェ
ロ
ー

エ
ル
ダ
ー

ス
ペ
シ
ャ
リ
テ
ィ
ス
タ
ッ
フ

＜
 

三
越

伊
勢

丹
グ
ル
ー

プ
共

済
会
か
ら

制
度
の

お
知
ら

せ
 

＞
 

1
. 
介
護

を
援
助
す

る
制
度

に
つ

い
て
 

 
～
同

居
の
家

族
に
介

護
が
必

要
に
な

っ
た
と

き
、
 

そ
の

費
用
（

介
護
保

険
適
用

の
支
払

）
の
一

部
を
補

助
す
る

介
護
援

助
制
度

～
 

給
付

対
象

 

①
 

会
員

本
人

の
同

居
家

族
(2

親
等

以
内

）
が

居
宅

も
し

く
は

通
所

で
の

介
護

を
利

用
（介

護
保

険
適

用
）し

た

場
合

。
 

②
 

会
員

本
人

の
別

居
家

族
(2

親
等

以
内

）
が

居
宅

も
し

く
は

通
所

で
の

介
護

を
利

用
し

て
会

員
本

人
が

そ
の

費
用

（
介

護
保

険
適

用
）を

負
担

し
た

場
合

。
 

※
病

院
に

入
院

や
有

料
老

人
ホ

ー
ム

等
に

入
居

し
て

い
る

等
自

宅
に

居
住

し
て

い
な

い
場

合
は

対
象

外
で

す
。

 

補
助

内
容

 

①
 

給
付

限
度

額
：
総

支
払

額
の

5
0%

 
 

②
 

1
日

に
つ

き
5
,0

0
0

円
限

度
、

か
つ

 

1
世

帯
に

つ
き

年
間

（申
請

日
が

4
月

1
日

か
ら

翌
年

3
月

3
1

日
ま

で
）1

5
万

円
限

度
 

※
申

請
は

利
用

日
（領

収
書

発
行

日
）
か

ら
1

年
以

内
で

す
。

 

申
請
・
申

込

方
法

 

三
越

伊
勢

丹
グ

ル
ー

プ
共

済
会

制
度

内
容

の
ご

案
内

 
 

ま
た

は
、

 

三
越

伊
勢

丹
グ

ル
ー

プ
共

済
会

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

 
ht

tp
:/

/w
w
w
.i
m

gu
.o

r.
jp

/
ky

ou
sa

i/
 

を
ご

確
認

く
だ

さ
い

。
 

 2
. 
セ
コ

ム
の
高
齢

者
見
守

り
サ

ー
ビ

ス
に
つ
い

て
 

 
～
別
居

の
両
親

を
セ
コ
ム
が
見

守
る
「
セ

コ
ム
高

齢
者
見

守
り

サ
ー
ビ

ス
」
を
利

用
し
た

場
合
の

補
助
金

制
度
～

 

申
請

対
象

者
 

共
済

会
員

（L
会

員
・S

会
員

） 

対
象

者
 

原
則

と
し

て
共

済
会

員
本

人
の

父
母

（
配

偶
者

の
父

母
を

含
む

）
の

親
族

１
名

 

サ
ー

ビ
ス

の

概
要

 

【
緊

急
通

報
サ

ー
ビ

ス
】

 

急
病

時
等

に
は

ペ
ン

ダ
ン

ト
型

「
マ

イ
ド

ク
タ

ー
」を

握
る

と
、

セ
コ

ム
に

救
急

信
号

を
送

信
し

ま
す

。
 

【
火

災
監

視
サ

ー
ビ

ス
】

 

火
災

発
生

を
ブ

ザ
ー

と
音

声
で

ご
家

族
に

お
知

ら
せ

す
る

と
と

も
に

、
異

常
信

号
を

セ
コ

ム
へ

送
信

し
ま

す
。

（
火

災
セ

ン
サ

ー
は

最
大

3
個

） 

【
非

常
通

報
サ

ー
ビ

ス
】

 

不
安

や
危

険
を

感
じ

た
と

き
、

「
非

常
ボ

タ
ン

」で
非

常
信

号
を

セ
コ

ム
に

送
信

し
ま

す
。

 

【
安

否
見

守
り

サ
ー

ビ
ス

】
 

セ
ン

サ
ー

で
人

の
動

き
を

感
知

。
一

定
時

間
、

動
き

を
確

認
で

き
な

い
場

合
に

は
異

常
信

号
を

セ
コ

ム
に

送

信
し

ま
す

。
 

【
健

康
相

談
（

ほ
っ

と
健

康
ラ

イ
ン

）
】

 

健
康

上
の

不
安

や
心

配
事

に
対

し
て

セ
コ

ム
の

看
護

師
が

24
時

間
36

5
日

お
答

え
し

ま
す

。
 

補
助

金
額

 

【
セ

コ
ム

高
齢

者
見

守
り

サ
ー

ビ
ス

新
規

申
込

】
 

セ
コ

ム
と
の

契
約
 

レ
ン

タ
ル

契
約

の
み
 

月
額

（
共

済
会

特
別

価
格
）

 
3
,8

0
0

円
（
税

抜
） 

取
付

工
事

料
（

共
済

会
特

別
価

格
） 

1
0,

00
0

円
（税

抜
） 

補
助

金
額
 

月
額

1,
00

0
円

 
 

取
付

工
事

料
1
0,

00
0

円
 

※
見

守
り

サ
ー

ビ
ス

対
象

先
に

て
セ

コ
ム

ホ
ー

ム
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
ー

等
を

す
で

に
ご

契
約

の
場

合
で

も
、

高
齢

者

見
守

り
サ

ー
ビ

ス
の

メ
ニ

ュ
ー

を
追

加
契

約
し

て
い

た
だ

く
こ

と
で

、
共

済
会

の
補

助
を

受
け

る
こ

と
が

で
き

ま

す
。

（
一

部
補

助
の

対
象

外
と

な
る

場
合

も
あ

り
ま

す
。

）
詳

し
く

は
、

共
済

会
ま

で
ご

相
談

く
だ

さ
い

。
 

※
同

居
等

に
よ

り
補

助
の

対
象

と
な

ら
な

い
場

合
も

共
済

会
特

別
価

格
で

契
約

が
可

能
で

す
。

 

申
請

・
申

込

方
法

 

三
越

伊
勢

丹
グ

ル
ー

プ
共

済
会

制
度

内
容

の
ご

案
内

 
 

ま
た

は
 

三
越

伊
勢

丹
グ

ル
ー

プ
共

済
会

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

 
ht

tp
:/

/
w
w
w
.i
m

gu
.o

r.
jp

/k
yo

us
ai

/ 

を
ご

確
認

く
だ

さ
い

。
 

3
. 
新
規

加
入
・
毎

月
加
入

可
能
 

「
＜

任
意
加

入
＞
生
命
共

済
制
度

」、
「
上
乗

せ
型

医
療

共
済
制
度

」
に
つ
い

て
 

 生
命
共
済
制
度
、
医

療
共
済

制
度
は

、
共
済
会

独
自
で

運
営
し

て
い
る

共
済
制

度
で
全

員
加
入

制
度
と

合
わ
せ

無
駄

な
く
効

率
的
に

、
毎

月
加
入

し
て

い
た

だ
け

る
制
度

で
す
。

 
 （

１
）

＜
任

意
加

入
＞

生
命

共
済

制
度

 

申
し

込
み

 
対

象
者

 

Ｌ
会

員
（
月

給
制
）

 
Ｓ

会
員

（
時

給
制
）

 
①

 保
障

開
始
日

時
点
で

60
歳
未

満
の

会
員

本
人
と

そ
の
配

偶
者

 
②

 健
康

保
険

上
扶

養
ま

た
は

生
計

同
一

の
保

障
開

始
日

時
点

で
満

2
歳

6
ヵ

月
以

上
満

22
歳

6
ヵ

月
未

満
の

子
 

保
障

開
始
日

時
点
で

60
歳

 
未

満
の

会
員

本
人

 

《
本

人
 
掛

金
表

》
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
《

配
偶

者
 
掛

金
表

》
 

保
障

額
＼
年

齢
掛

金
 

満
35

歳
以

下
 

満
36

歳
以
上

 
 

保
障

額
＼
年

齢
掛
金

 
満

35
歳

以
下

 
満

36
歳

以
上

 
50

0
万

円
 

42
5
円

 
70

0
円

 
 

20
0
万

円
 

17
0
円

 
28

0
円

 
1,

00
0
万

円
 

85
0
円

 
1,

40
0
円

 
 

30
0
万

円
 

25
5
円

 
42

0
円

 
1,

50
0
万

円
 

1,
27

5
円

 
2,

10
0
円

 
 

50
0
万

円
 

42
5
円

 
70

0
円

 
2,

00
0
万

円
 

1,
70

0
円

 
2,

80
0
円

 
 

 
 

 
2,

50
0
万

円
 

2,
12

5
円

 
3,

50
0
円

 
 

《
子

 
掛

金
表

》
 

 
3,

00
0
万

円
 

2,
55

0
円

 
4,

20
0
円

 
 

保
障

額
＼
掛

金
 

月
額

掛
金

 
 

3,
50

0
万

円
 

2,
97

5
円

 
4,

90
0
円

 
 

10
0
万

円
 

60
円

 
 

4,
00

0
万

円
 

3,
40

0
円

 
5,

60
0
円

 
 

20
0
万

円
 

12
0
円

 
 

4,
50

0
万

円
 

3,
82

5
円

 
6,

30
0
円

 
 

30
0
万

円
 

18
0
円

 
 

※
満

年
齢
は

毎
年

2
月

1
日
時

点
の

年
齢

で
の
掛

金
と
な
り

ま
す

。
 

 （
２

）
上

乗
せ

型
医

療
共

済
制

度
 

申
し

込
み

 
対

象
者

 
Ｌ

会
員

（
月

給
制

）
 

Ｓ
会

員
（
時

給
制
）

 
会

員
本

人
・

配
偶
者

・
子
（
三

大
疾

病
は

加
入
不
可

）
 

会
員

本
人

 

▽
上

乗
せ
入

院
給

付
金

プ
ラ
ン

 

 
給

付
金

額
（

入
院

1
日

に
つ

き
）

 
月

額
掛

金
 

本
人

・
配
偶

者
 

子
 

傷
病

で
入

院
し

た
場

合

に
日

帰
り
入

院
か
ら

1
日

に
つ

き
保

障
金

額
を

給

付
し

ま
す

 

1
口

 
5,

00
0
円

 
61

0
円

 
51

0
円

 

2
口

 
10

,0
00

円
 

1,
22

0
円

 
1,

02
0
円

 

3
口

 
15

,0
00

円
 

1,
83

0
円

 
1,

53
0
円

 

▽
先

進
医

療
保

障
給

付
金
プ

ラ
ン
 

 
給

付
金

額
 

月
額

掛
金

 
高

額
、
か

つ
全

額
自

己
負

担
と

な
る

先
進

医
療

保
障
の

費
用
を

カ
バ

ー
 

1
回

分
の

上
限

額
20

0
万

円
 

（
通

算
上
限

額
50

0
万
円

）
 

90
円

 

▽
三

大
疾
病

診
断

給
付

金
プ
ラ

ン
 

 
給

付
金

額
 

月
額

掛
金

 
本

人
 

配
偶

者
 

本
人

型
・
夫

婦
型

 
悪

性
新

生
物

（
が

ん
）
、

急
性

心
筋

梗
塞

、
脳

卒

中
と

医
師
に

診
断
さ

れ
、

所
定

の
状

態
に

な
っ
た

場
合

、
一
時

金
が
給

付
さ

れ
ま

す
 

10
0
万

円
 

70
万

円
 

Ｌ
会

員
：
本

人
型

 
  

65
0
円

 
 

 
 

 
夫

婦
型

 
1,

05
0
円

 
Ｓ

会
員

：
本

人
型

 
  

65
0
円

 

 

※
両

制
度
と

も
詳

細
は

、
セ
イ

フ
テ

ィ
ー

プ
ラ
ン

パ
ン
フ

レ
ッ

ト
を
ご

確
認
く

だ
さ

い
。

 

プ ラ ス  
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【三越伊勢丹支部 メンバーズVOICE スケジュール一覧】
2月19日 2月20日 2月21日 2月22日 2月23日 2月24日 2月25日 2月26日 2月27日

水 木 金 土 日 月 火 水 木

全員 10:30～11:15
三井事務館

従業員食堂

12:10～12:55

13:10～13:55

14:10～14:55

18:00～18:45

12:10～12:55

13:10～13:55

14:10～14:55

18:30～19:15

20:30～21:15

12:10～12:45

13:10～13:45

12:10～12:55

13:10～13:55

11:40～12:15 大栄ビル9階
会議室

12:40～13:15

13:40～14:15

11:40～12:25

12:40～13:25 

13:40～14:25 

11:40～12:25

12:40～13:25 

13:40～14:25 新館13階
中会議室

新館13階
中会議室

○時間と場所をご確認の上、ご出席ください。
○上記各事業所近くに出向しているメンバーは、最寄の会場にご出席ください。

ＭＩビル
地下１階

クリエイティブルー
ムＡ

ＰＣ２
Ｂ棟

（旧第二別館）
４階研修室

対象者 時間

H&Iﾋﾞﾙ 1F
共用会議室

ﾌｪﾛｰ社員
ｴﾙﾀﾞｰｽﾀｯﾌ
ｴﾙﾀﾞｰﾌｪﾛｰ

ｽﾍﾟｼｬﾘﾃｨｽﾀｯﾌ
ｴﾙﾀﾞｰｽﾍﾟｼｬﾘﾃｨｽﾀｯﾌ

西
新
宿

全員

※　別棟貸会議室にて
開催をします。

※
ＥＴＳ

西新宿ビル
４階

新
宿

全員

※ﾌｪﾛｰ社員
ｴﾙﾀﾞｰｽﾀｯﾌ
ｴﾙﾀﾞｰﾌｪﾛｰ

ｽﾍﾟｼｬﾘﾃｨｽﾀｯﾌ
ｴﾙﾀﾞｰｽﾍﾟｼｬﾘﾃｨｽﾀｯﾌ

優先

全員

H&Iﾋﾞﾙ 1F
共用会議室

ＰＣ２
Ｂ棟

（旧第二別館）
４階研修室

社員
ﾒｲﾄ社員

全員

日
本
橋

ﾌｪﾛｰ社員
ｴﾙﾀﾞｰｽﾀｯﾌ
ｴﾙﾀﾞｰﾌｪﾛｰ

ｽﾍﾟｼｬﾘﾃｨｽﾀｯﾌ
ｴﾙﾀﾞｰｽﾍﾟｼｬﾘﾃｨｽﾀｯﾌ

新館13階
中会議室

新館13階
中会議室

大栄ビル9階
会議室

大栄ビル9階
会議室

新館13階
大会議室

新館13階
研修室

新館13階
研修室

三井事務館

従業員食堂

三井事務館

従業員食堂

三井事務館

従業員食堂

※日本橋エリアでは会議室の都合上、 収容人数が少ない
会議室でも開催します。

【定員数】
新館 階 中会議室・・約 名
大栄ビル 階会議室・・約 名

定員数によっては満席の場合もありますので、何卒ご了承ください。

※西新宿エリアでは今回、別棟貸会議室を借りて開催をします。
【定員数】 ＥＴＳ西新宿ビル 階・・・約 名
住所：新宿区西新宿 西新宿ビル
定員数によっては満席の場合もありますので、何卒ご了承ください。

※新宿エリア事務所再編の関係で会議室が減っており、収容人数
が少ない会議室でも開催します。

【定員数】
ＭＩビル地下 階クリエイティブＡ・・約 名
Ｈ＆Ｉビル 階ミーティングルーム・・約 名
Ｈ＆Ｉビル 階共用会議室・・約 名
ＰＣ２・Ｂ棟（旧第 別館）会議室 ・ ・・約 名

定員数によっては満席の場合もありますので、何卒ご了承ください。
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【三越伊勢丹支部 メンバーズVOICE スケジュール一覧】
2月19日 2月20日 2月21日 2月22日 2月23日 2月24日 2月25日 2月26日 2月27日

水 木 金 土 日 月 火 水 木

全員 10:30～11:15
三井事務館

従業員食堂

12:10～12:55

13:10～13:55

14:10～14:55

18:00～18:45

12:10～12:55

13:10～13:55

14:10～14:55

18:30～19:15

20:30～21:15

12:10～12:45

13:10～13:45

12:10～12:55

13:10～13:55

11:40～12:15 大栄ビル9階
会議室

12:40～13:15

13:40～14:15

11:40～12:25

12:40～13:25 

13:40～14:25 

11:40～12:25

12:40～13:25 

13:40～14:25 新館13階
中会議室

新館13階
中会議室

○時間と場所をご確認の上、ご出席ください。
○上記各事業所近くに出向しているメンバーは、最寄の会場にご出席ください。

ＭＩビル
地下１階

クリエイティブルー
ムＡ

ＰＣ２
Ｂ棟

（旧第二別館）
４階研修室

対象者 時間

H&Iﾋﾞﾙ 1F
共用会議室

ﾌｪﾛｰ社員
ｴﾙﾀﾞｰｽﾀｯﾌ
ｴﾙﾀﾞｰﾌｪﾛｰ

ｽﾍﾟｼｬﾘﾃｨｽﾀｯﾌ
ｴﾙﾀﾞｰｽﾍﾟｼｬﾘﾃｨｽﾀｯﾌ

西
新
宿

全員

※　別棟貸会議室にて
開催をします。

※
ＥＴＳ

西新宿ビル
４階

新
宿

全員

※ﾌｪﾛｰ社員
ｴﾙﾀﾞｰｽﾀｯﾌ
ｴﾙﾀﾞｰﾌｪﾛｰ

ｽﾍﾟｼｬﾘﾃｨｽﾀｯﾌ
ｴﾙﾀﾞｰｽﾍﾟｼｬﾘﾃｨｽﾀｯﾌ

優先

全員

H&Iﾋﾞﾙ 1F
共用会議室

ＰＣ２
Ｂ棟

（旧第二別館）
４階研修室

社員
ﾒｲﾄ社員

全員

日
本
橋

ﾌｪﾛｰ社員
ｴﾙﾀﾞｰｽﾀｯﾌ
ｴﾙﾀﾞｰﾌｪﾛｰ

ｽﾍﾟｼｬﾘﾃｨｽﾀｯﾌ
ｴﾙﾀﾞｰｽﾍﾟｼｬﾘﾃｨｽﾀｯﾌ

新館13階
中会議室

新館13階
中会議室

大栄ビル9階
会議室

大栄ビル9階
会議室

新館13階
大会議室

新館13階
研修室

新館13階
研修室

三井事務館

従業員食堂

三井事務館

従業員食堂

三井事務館

従業員食堂

※日本橋エリアでは会議室の都合上、 収容人数が少ない
会議室でも開催します。

【定員数】
新館 階 中会議室・・約 名
大栄ビル 階会議室・・約 名

定員数によっては満席の場合もありますので、何卒ご了承ください。

※西新宿エリアでは今回、別棟貸会議室を借りて開催をします。
【定員数】 ＥＴＳ西新宿ビル 階・・・約 名
住所：新宿区西新宿 西新宿ビル
定員数によっては満席の場合もありますので、何卒ご了承ください。

※新宿エリア事務所再編の関係で会議室が減っており、収容人数
が少ない会議室でも開催します。

【定員数】
ＭＩビル地下 階クリエイティブＡ・・約 名
Ｈ＆Ｉビル 階ミーティングルーム・・約 名
Ｈ＆Ｉビル 階共用会議室・・約 名
ＰＣ２・Ｂ棟（旧第 別館）会議室 ・ ・・約 名

定員数によっては満席の場合もありますので、何卒ご了承ください。

2月28日 2月29日 3月1日 3月3日 3月5日 3月6日

金 土 日 火 木 金

全員 10:30～11:15

12:10～12:55

13:10～13:55

14:10～14:55

18:00～18:45

ＭＩビル
地下１階

クリエイティブルーム
Ａ

12:10～12:55

13:10～13:55

14:10～14:55

18:30～19:15

北豊ビル
地下１階
会議室
ＡＢＣ

20:30～21:15

12:10～12:45

13:10～13:45

12:10～12:55

13:10～13:55

11:40～12:15 大栄ビル9階
会議室

12:40～13:15

13:40～14:15

11:40～12:25

12:40～13:25 

13:40～14:25 新館13階
中会議室

11:40～12:25

12:40～13:25 

13:40～14:25 新館13階
中会議室

対象者 時間
3月2日 3月4日

月 水

ＭＩビル
地下１階

クリエイティブルーム
Ａ

全員

H&Iﾋﾞﾙ 1F
共用会議室

新
宿

全員

※ﾌｪﾛｰ社員
ｴﾙﾀﾞｰｽﾀｯﾌ
ｴﾙﾀﾞｰﾌｪﾛｰ

ｽﾍﾟｼｬﾘﾃｨｽﾀｯﾌ
ｴﾙﾀﾞｰｽﾍﾟｼｬﾘﾃｨｽﾀｯﾌ

優先

ﾌｪﾛｰ社員
ｴﾙﾀﾞｰｽﾀｯﾌ
ｴﾙﾀﾞｰﾌｪﾛｰ

ｽﾍﾟｼｬﾘﾃｨｽﾀｯﾌ
ｴﾙﾀﾞｰｽﾍﾟｼｬﾘﾃｨｽﾀｯﾌ

ＰＣ２
Ｂ棟

（旧第二別館）
7階

7-3・4

H&Iﾋﾞﾙ 1F
ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ

北豊ビル
地下１階
会議室
ＡＢＣ

三井事務館

従業員食堂

H&Iﾋﾞﾙ 1F
共用会議室

ＰＣ２
Ｂ棟

（旧第二別館）
7階

7-3・4

西
新
宿

全員

※　別棟貸会議室にて
開催をします。

※
ＥＴＳ

西新宿ビル
４階

日
本
橋

ﾌｪﾛｰ社員
ｴﾙﾀﾞｰｽﾀｯﾌ
ｴﾙﾀﾞｰﾌｪﾛｰ

ｽﾍﾟｼｬﾘﾃｨｽﾀｯﾌ
ｴﾙﾀﾞｰｽﾍﾟｼｬﾘﾃｨｽﾀｯﾌ

新館13階
中会議室

社員
ﾒｲﾄ社員

全員 新館13階
大会議室

新館13階
中会議室

三井事務館

従業員食堂

新館13階
大会議室

大栄ビル9階
会議室

三井事務館

従業員食堂

北豊ビル
地下１階
会議室
ＡＢＣ H&Iﾋﾞﾙ 1F

ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ

北豊ビル
地下１階
会議室
ＡＢＣ
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2月19日 2月20日 2月21日 2月22日 2月23日 2月24日 2月25日 2月26日 2月27日

水 木 金 土 日 月 火 水 木

10:00～10:45

11:40～12:25

12:30～13:15

13:20～14:05

14:15～15:00

18:30～19:15 13階
従業員食堂

13階
従業員食堂

12:00～12:45

13:00～13:45

14:00～14:45

12:10～12:50

13:10～13:50

14:10～14:50

ﾌｪﾛｰ社員
ｴﾙﾀﾞｰｽﾀｯﾌ
ｴﾙﾀﾞｰﾌｪﾛｰ

ｽﾍﾟｼｬﾘﾃｨｽﾀｯﾌ
ｴﾙﾀﾞｰｽﾍﾟｼｬﾘﾃｨｽﾀｯﾌ

12:10～12:45 地下2階
大黒天

13:10～13:55

14:10～14:55

○時間と場所をご確認の上、ご出席ください。
○上記各事業所近くに出向しているメンバーは、最寄の会場にご出席ください。

対象者 時間

銀
座

全員
　

※社員、メイト社員以外の
雇用形態の方へのお話は前
半30分でいたします。

13階
従業員食堂（議
案書配布前の
為、貸出し用を
会場に用意いた
します。）

6階
研修室

浦
和

全員 地下3階
従業員食堂

地下3階
従業員食堂

地下3階
従業員食堂

地下3階
従業員食堂

地下3階
従業員食堂

立
川 全員 7階

従業員食堂
7階

従業員食堂
7階

従業員食堂

恵
比
寿

全員 地下2階
大黒天
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2月28日 2月29日 3月1日 3月2日 3月3日 3月4日 3月5日 3月6日

金 土 日 月 火 水 木 金

10:00～10:45

11:40～12:25

12:30～13:15

13:20～14:05

14:15～15:00

18:30～19:15

12:00～12:45

13:00～13:45

14:00～14:45

12:10～12:50

13:10～13:50

14:10～14:50

ﾌｪﾛｰ社員
ｴﾙﾀﾞｰｽﾀｯﾌ
ｴﾙﾀﾞｰﾌｪﾛｰ

ｽﾍﾟｼｬﾘﾃｨｽﾀｯﾌ
ｴﾙﾀﾞｰｽﾍﾟｼｬﾘﾃｨｽﾀｯﾌ

12:10～12:45 地下2階
大黒天

13:10～13:55

14:10～14:55

地下2階
大黒天

地下3階
従業員食堂

恵
比
寿

全員

6階
研修室

浦
和

全員 地下3階
従業員食堂

13階
従業員食堂

13階
従業員食堂

13階
従業員食堂

13階
従業員食堂

立
川 全員

13階
従業員食堂

対象者 時間

銀
座

全員
　

※社員、メイト社員以外の
雇用形態の方へのお話は前

半30分でいたします。



…

…

H&I WEB

https://forms.gle/hBFVupjqtNSHNAya7
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